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【共通１２の修正に係る主要な課題認識】
• 設備の構造設計等を体系立てて説明するために、共通１２の各資料での説明事項を明確にすること、また各資料の関係等を明確にすること、
それを踏まえて各資料で記載すべき事項を整理。

• 申請対象設備を適合性説明の主条文を踏まえて類型して合理的に構造設計等を説明するために設計説明分類等を設定するが、構造設
計等の説明にあたっては、類似の設備に対して代表設備で説明を行うことにより、合理的に構造設計等の説明を行う。そのため、代表設備の
考え方を整理し、基本設計方針等の設計方針との繋がりを踏まえた代表による説明方針を明確にする。

• 説明グループごとにどの設計説明分類を対象とし、さらに条文ごとに当該設計説明分類で何を対象にして説明するのかを明確にし、条文ごとの
説明項目が網羅的に示せていることを明確にする。

• 全ての申請対象設備を対象に構造設計等を説明すべき適合性説明対象の条文を明確にする。また、共通１２で構造設計等を合理的に説
明するための類型分類が全ての申請対象設備を対象に紐づけ出来ていることを明確にする。➡資料１

• 既認可からの変更点がある場合は、申請対象設備と既認可からの変更点、変更に起因する条文との関係を明確にすることにより、構造設計
等として説明すべき事項を明確にする。➡資料１

• 構造設計等を説明すべき適合性説明対象の条文の基本設計方針等の設計方針とそれに対し構造設計等を説明すべき設計説明分類や設
計項目（システム設計、構造設計、配置設計、評価）を紐づけることで、適合性説明が必要な事項を抜けなく展開する。➡資料２

• 基本設計方針等の設計方針に対応して構造設計等による適合説明を行う際に、類似の設備に対して代表設備で説明するものを明確にし、
どの設計説明分類で代表としての適合説明がなされるのかを示す。➡資料２

• 資料2の整理結果をもとに，設計説明分類ごとに代表として適合説明する各設計項目（システム設計、構造設計、配置設計、評価）の説
明を展開する。➡資料３

※資料１は申請対象設備の網羅性の整理、資料２は適合性説明が必要な条文要求に対する説明の網羅性、資料３は具体の設計説明
（資料１、資料２で説明対象とした事項、代表とした設備との関係を踏まえ漏れなく説明）。

主要な課題認識を踏まえ、共通１２での資料構成、説明の目的等は、以下の通り整理。
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＜全体的な資料構成＞
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【共通12 資料1、 資料2及び資料3の構成】

資料１ 申請対象設備リスト (設計説明分類の整理結果)

資料２ 各条文の基本設計方針及び設計説明分類の紐付整理

各条文の基本設計方針及び設計説明分類の紐付整理結果

第4条 核燃料物質の臨界防止
・・・・・・

参考2-1 評価項目の一覧表
参考2-2 個別補足説明資料一覧表

資料３ 設計説明分類のシステム設計、構造設計、配置設計

(１) グローブボックス(オープンポートボックス、フードを含む。)

(１)－１ システム設計

(１)－２ 構造設計

①詳細設計展開表
②詳細説明図
③既認可からの変更点

(１)－３ 配置設計

①詳細設計展開表
②詳細説明図
③既認可からの変更点

①詳細設計展開表
②詳細説明図
③既認可からの変更点

(２) グローブボックスと同等の閉じ込め機能を有する設備
（以降（１）の構成に同じ）

・資料1は、構造設計等を踏まえて類型した設計説明分類を申請対象設備リストの設備ごとに設定し、
資料2以降の設計説明分類を用いた適合説明に漏れがないようにすること、及び設計説明分類に対する
関係条文を明確にすることを目的とする。また，既認可からの変更点がある場合は、申請対象設備と既
認可からの変更点、変更に起因する条文との関係を明確にすることにより、構造設計等として説明すべ
き事項を明確にする。

・資料2の「各条文の基本設計方針及び設計説明分類の紐付整理結果」は、資料2の条文ごとの整理結果
をまとめることにより、設計説明分類の説明対象となる各基本設計方針が、いずれかの設計説明分類の
構造設計等において代表して資料3に漏れなく引き継がれて展開されること、また資料3がその通り作成
されていることを確認する。

・参考2-1は、各設計説明分類の構造設計等の対となる評価が、設計ステップ2-2としてどの説明グルー
プにおいて説明を行うのか明確にする。
・参考2-2は、各個別補足説明資料について、関係する設計説明分類と設計ステップ、説明時期を明確
にする。

資料3①(詳細設計展開表)は、設計説明分類ごとに、資料2で整理した代表して説明する基本
設計方針に対して、添付書類、仕様表の記載を踏まえた、適合性に係る具体的な詳細設計方針
を説明する。代表以外の設計説明分類の構造設計等に代表と差分がある場合は、差分について
の説明を合わせて行うことで、代表以外も含めて漏れなく適合性を説明する。
また、個別補足説明資料で詳細説明を委ねる内容を明確にし、共通12と個別補足説明資料と

の適合説明の範囲を明確にする。

資料3②(詳細説明図)は、資料3(①詳細設計展開表)で記載した詳細設計方針を図を用いて適合性
を説明する。仕様表記載項目に対する説明については、仕様表を合わせて示すことにより、適
合性を説明する。

・資料2は、条文ごとに資料1の設計説明分類の説明対象となる基本設計方針と設計分類（システム設計、
構造設計、配置設計）を紐付けを行うことで漏れなく資料３で適合説明を実施する。また、設計展開が
同様な基本設計方針については、代表で説明する設計説明分類を整理することで、資料3の適合説明を
効率的に行う。

資料3③(既認可からの変更点)は、設計説明分類ごとに、資料3(①詳細設計展開表)の設計方針を
受けて変更した既認可からの変更箇所を図を用いて説明を行う。

資料3は、設計説明分類単位、設計分類（システム設計、構造設計、配置設計）単位で設計説明
分類の基本設計方針の詳細設計方針及び図を用いた説明により、設計ステップ2-1に係る条文へ
の適合性を示すことを目的とする。
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＜資料２関係＞
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＜耐震関係＞

︓商業機密および核不拡散の観点から公開できない箇所
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3.2 固有周期の算出

3.1 解析モデルの設定
3.1.1 解析モデルの選定
3.1.2 解析モデルの設定条件
(1) 寸法
(2) 拘束条件
(3) 温度
(4) 圧力
(5) 比重
(6) 断面特性
(7) 材料特性
(8) 質量

3.3 設計用地震力の設定
3.3.1 設計用地震力
3.3.2 減衰定数

3.4 荷重の組合せの設定
3.4.1 機械的荷重
3.4.2 積雪荷重、風荷重

4. 計算式の設定
4.1 各モデルの計算式
4.2 疲労評価の計算式

3.5 許容限界の設定
3.5.1 構造強度評価における許容

限界
3.5.2 機能維持評価における許容

限界

第1図 機器の耐震設計プロセス (下線が2-1の説明対象)

○共通12における耐震の整理方針
耐震設計として、設計プロセス条件（解析モデル、減衰定数等）を設定するための構造設計及び使用条件について「2-1 システム設計、
構造設計等」にて説明する。下図の機器の耐震設計プロセスに基づき、構造設計にて説明が必要となる設計プロセス条件を示す。
耐震に係る以降の記載方針も含めた展開について，共通12の資料２，資料３①及び資料３②の記載例を，サンプル４として示す。

閉じ込め等の設計方針、先行施設の実績等を考慮して設定される構造設計等を踏まえて解析モデル及び設定
条件を設定するため、当該構造設計が何に基づいて設定されたものかを2-1の構造設計にて説明する。

固有周期を設定する際、機器の支持する建物・構築物との共振領域からできるだけ外れた固有振動数を持つよう
考慮することから、それを設定する際に考慮する構造設計について2-1にて説明する。固有周期の算出は、構造設
計を踏まえた解析モデルの設定後に行うことから、2-2で説明する。

設計用地震力の設定のうち、設計用地震力は、耐震重要度分類及び設置場所から設定する条件であり、構造
設計からの条件ではないことから、2-2で説明する。
減衰定数を設定するための構造設計（溶接構造物、ボルト及びリベット構造、配管、クレーン等）について，2-1
にて説明する。

機械的荷重を設定するための機器の構造設計（回転機器等の有無）について，2-1にて説明する。
また、積雪荷重及び風荷重設定するための機器の構造設計（形状等）について，2-1にて説明する。
耐震重要度に応じた荷重の組合せについては、2-2で説明する。

設備ごとに達成すべき機能の重要度、設備の部位ごとに許容限界を設定するため、そのもととなる要求される機能
の重要度、設備の種類等について2-1にて説明する。
また、機能維持評価における許容限界を設定する際に考慮した構造設計について2-1にて説明する。

計算式の設定については、構造設計を踏まえた各解析モデルの設定後に行うことから、2-2で説明する。
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○共通12における整理方針
＜資料2＞
・資料２では、設計プロセス条件を設定するための構造設計に係る基本設計方針と関連する添付書類を整理する。
・整理に当たって、対象となる設計説明分類と設計説明分類の解析モデル、耐震クラスを明確にし、説明グループ及び代表について、整理する。

＜資料3＞
・資料３では、資料２の整理を踏まえ、代表となる設計説明分類に対して、基本設計方針、添付書類の記載、構造設計を整理し、設計プロ
セス条件の設定するための構造設計の考え方について、説明する。

・また，代表設備以外の設備との差分についても説明する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四条 核燃料物質の臨界防止）

別紙２

説明対象

申請対象設
備

（2項変更
②）

申請対象設備
（1項新規①）

仕様表 添付書類 添付書類における記載
設計説明分類
(下線は代表)

説明対象機器
（資料１の「番号」

列との紐づけ）

設計説明分類の設計
分類

設計分類の考え方 説明グループの考え方 関連する個別補足説明資料

グローブボックス
（オープンポート
ボックス，フードを
含む。）

【2-1】
242,246,248,251

【2-2】
256,262,263,264,26
6,268,280,281,745,
749,750,751,752,75
3,754,755,756,757,
758,759,760,761,76
2,763,764,765,766,
767,768,769,770,77
1,772,773,774,775,
776,777,778,779,78
0,781,782,783,784,
785,786,787,788,78
9,790,791,792,793,
794,795,796,797,79
8,799,800,801,802,
803,804,805,807,80
8,809,810,811

システム設計
(No.4-1)

【Gr3 No.4 グローブボックスと
同等の閉じ込め機能を有する設備】
・質量管理の核的制限値の設定の考
え方は，共通の設計方針であり，シ
ステム設計全体で説明する必要があ
ることからGr3にてNo.4「グローブ
ボックスと同等の閉じ込め機能を有
する設備」を代表に説明する。

―

液体の放射性物質を
取り扱う設備

【2-2】
840

システム設計
(No.4-3)

【Gr3 No.4 グローブボックスと
同等の閉じ込め機能を有する設備】
・質量管理の核的制限値の設定の考
え方は，共通の設計方針であり，シ
ステム設計全体で説明する必要があ
ることからGr3にてNo.4「グローブ
ボックスと同等の閉じ込め機能を有
する設備」を代表に説明する。

―

機能要求②
燃料棒，貯蔵マガジン及び
組立マガジンを取り扱う工
程

設計方針（単一ユニッ
ト）

〇

燃料棒検査
設備 燃料
棒移載装
置，燃料棒
収容設備

燃料棒貯蔵
設備 貯蔵
マガジン入
出庫装置

燃料棒検査設備
ヘリウムリーク
検査装置，X線
検査装置等

燃料集合体組立
設備 マガジン
編成装置，燃料
集合体組立装置

燃料棒貯蔵設備
ウラン燃料棒収
容装置

＜機械装置(臨界
管理)＞
＜搬送設備(臨界
管理)＞
・核的制限値
（寸法,段数,中
性子吸収材寸法,
中性子吸収材料
（密度を含む）

【2-1】
274,277,278,279,43
8

【2-2】
270,271,272,273,27
5,315,318,439

システム設計
(No.4-4)

・核燃料物質を収納する単一ユニッ
トとしての設備・機器のうち，その
形状寸法を制限し得るものについて
は，その形状寸法について適切な核
的制限値を設けることをシステム設
計にて説明する。

【Gr3】
・形状寸法管理（平板厚さ，段数）
の核的制限値の設定の考え方につい
て，Gr3にて代表として説明する。

〈No.22〉
・機械装置・搬送設備
〈No.24〉
・機械装置・搬送設備
〈No.26〉
・機械装置・搬送設備

―

機能要求②
混合酸化物貯蔵容器及び燃
料集合体を取り扱う工程

設計方針（単一ユニッ
ト）

〇

燃料集合体
組立工程搬
送設備 組
立クレーン

燃料集合体組立
設備 燃料集合
体組立装置，燃
料集合体洗浄設
備，燃料集合体
検査設備，燃料
集合体組立工程
搬送設備 リフ
タ

梱包・出荷設備

＜機械装置(臨界
管理)＞
＜搬送設備(臨界
管理)＞
・核的制限値
（体数）

【2-1】
324

【2-2】
318,319,320,321,32
2,323,325,326,327

システム設計
(No.4-5)

・混合酸化物貯蔵容器及び燃料集合
体を取り扱う工程では，形状寸法の
制限として混合酸化物貯蔵容器及び
燃料集合体の体数を核的制限値とし
た体数管理とし，単一ユニットは設
備・機器に設定することをシステム
設計にて説明する。

【Gr3】
・形状寸法管理（体数管理）の核的
制限値の設定の考え方について，
Gr3にて代表として説明する。

〈No.24〉
・機械装置・搬送設備

―

機能要求②
ウラン燃料棒を取り扱う工
程

設計方針（単一ユニッ
ト）

〇 －
燃料棒貯蔵設備
ウラン燃料棒収
容装置

＜搬送設備(臨界
管理)＞
・核的制限値
（本数）

【2-2】
439

システム設計
(No.4-6)

・ウラン燃料棒を取り扱う工程で
は，質量の制限として，ウラン燃料
棒の本数を核的制限値とした本数管
理とし，単一ユニットは設備・機器
に設定していることをシステム設計
にて説明する。

【Gr3】
・質量管理（本数管理）の核的制限
値の設定の考え方について，Gr3に
て代表として説明する。

〈No.26〉
・機械装置・搬送設備

―

スタック編
成設備，ス
タック乾燥
設備

挿入溶接設備，
燃料棒解体設備
分析設備

＜核物質等取扱
ボックス(臨界管
理)＞
＜機械装置(臨界
管理)＞
＜容器(臨界管
理)＞
・核的制限値
（Pu*質量)

Ⅰ-1-1 臨界安全
設計の基本方針
【2. 核燃料物質
の臨界防止に関す
る基本方針】
【2.2 単一ユニッ
トの臨界安全設
計】

【2. 核燃料物質の臨界防止に関
する基本方針】
【2.2 単一ユニットの臨界安全
設計】
・単一ユニットの臨界安全の考え
方を説明する。
・単一ユニットの設定及び核的制
限値の設定の考え方を説明する。

粉末及びペレットを取り扱う工
程に係る単一ユニットの設定
⇒グローブボックス，焼結炉等に
設定する

燃料棒，貯蔵マガジン及び組立
マガジンを取り扱う工程に係る単
一ユニットの設定
⇒設備・機器に設定する。

ウラン燃料棒を取り扱う工程
⇒設備・機器に設定する。

分析設備
⇒グローブボックス及び容器に設
定する。

機械装置・搬送設備

・形状寸法管理が困難な設備・機器
及び単一ユニットとしてのグローブ
ボックスについては，取り扱う核燃
料物質自体のプルトニウム-239，プ
ルトニウム-241及びウラン-235の合
計質量(以下「Pu＊質量」とい
う。）について適切な核的制限値を
設けることをシステム設計にて説明
する。

グローブボックスと
同等の閉じ込め機能
を有する設備

システム設計
(No.4-2)

【Gr3】
・質量管理の核的制限値の設定の考
え方について，Gr3にて代表として
説明する。

〈No.4〉
・グローブボックス（オープンポー
トボックス，フードを含む）
・液体の放射性物質を取り扱う設備
〈No.22〉
・グローブボックス（オープンポー
トボックス，フードを含む）
・グローブボックスと同等の閉じ込
め機能を有する設備
〈No.27〉
・グローブボックス（オープンポー
トボックス，フードを含む）
・液体の放射性物質を取り扱う設備

―

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

【2-1】
250

Ⅰ-1-1 臨界安全
設計の基本方針
【2. 核燃料物質
の臨界防止に関す
る基本方針】
【2.2 単一ユニッ
トの臨界安全設
計】

【2. 核燃料物質の臨界防止に関
する基本方針】
【2.2 単一ユニットの臨界安全
設計】
・単一ユニットの臨界安全の考え
方を説明する。
・単一ユニットの設定及び核的制
限値の設定の考え方を説明する。

粉末及びペレットを取り扱う工
程に係る単一ユニットの設定
⇒グローブボックス，焼結炉等に
設定する

燃料棒，貯蔵マガジン及び組立
マガジンを取り扱う工程に係る単
一ユニットの設定
⇒設備・機器に設定する。

ウラン燃料棒を取り扱う工程
⇒設備・機器に設定する。

分析設備
⇒グローブボックス及び容器に設
定する。

a. 核燃料物質を収納する単一ユニットとし
ての設備・機器のうち，その形状寸法を制限
し得るものについては，その形状寸法につい
て適切な核的制限値を設ける設計とする。
b. 形状寸法管理が困難な設備・機器及び単
一ユニットとしてのグローブボックスについ
ては，取り扱う核燃料物質自体の質量につい
て適切な核的制限値を設ける設計とする。こ
の場合，誤操作等を考慮しても工程内の核燃
料物質が上記の核的制限値を超えないよう，
信頼性の高いインターロックにより，核的制
限値以下であることが確認されなければ次の
工程に進めない設計とする。
c. 核燃料物質の収納を考慮していない設
備・機器のうち，核燃料物質が入るおそれの
ある設備・機器についても上記a.又はb.を満
足する設計とする。

4

Ⅰ-1-1 臨界安
全設計の基本方
針
【2. 核燃料物
質の臨界防止に
関する基本方
針】
【2.2 単一ユ
ニットの臨界安
全設計】

【2. 核燃料物質の臨界防
止に関する基本方針】
【2.2 単一ユニットの臨
界安全設計】
・単一ユニットの臨界安全
の考え方を説明する。
・単一ユニットの設定及び
核的制限値の設定の考え方
を説明する。

粉末及びペレットを取り
扱う工程に係る単一ユニッ
トの設定
⇒グローブボックス，焼結
炉等に設定する。

燃料棒，貯蔵マガジン及
び組立マガジンを取り扱う
工程に係る単一ユニットの
設定
⇒設備・機器に設定する。

混合酸化物貯蔵容器及び
燃料集合体を取り扱う工程
に係る単一ユニットの設定
⇒設備・機器に設定する

ウラン燃料棒を取り扱う
工程
⇒設備・機器に設定する。

分析設備
⇒グローブボックスに設定
する。

添付書類 構成 添付書類 説明内容

第２回申請

機能要求②

粉末及びペレットを取り扱
う工程

分析設備

設計方針（単一ユニッ
ト）

〇

サンプル１ 資料２の記載例 第4条抜粋（1/2）
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四条 核燃料物質の臨界防止）

別紙２

説明対象

申請対象設
備

（2項変更
②）

申請対象設備
（1項新規①）

仕様表 添付書類 添付書類における記載
設計説明分類
(下線は代表)

説明対象機器
（資料１の「番号」

列との紐づけ）

設計説明分類の設計
分類

設計分類の考え方 説明グループの考え方 関連する個別補足説明資料
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類 構成 添付書類 説明内容

第２回申請

グローブボックス
（オープンポート
ボックス，フードを
含む。）

【2-1】
242,246,248,251

【2-2】
256,262,263,264,26
6,268,280,281,745,
749,750,751,752,75
3,754,755,756,757,
758,759,760,761,76
2,763,764,765,766,
767,768,769,770,77
1 772 773 774 775

評価
(No.4-1)

【Gr3 No.5 グローブボックスと
同等の閉じ込め機能を有する設備】
・質量管理の核的制限値の評価方法
については共通であることから，
Gr3にてNo.5「グローブボックスと
同等の閉じ込め機能を有する設備」
を代表に説明する。

―

液体の放射性物質を
取り扱う設備

【2-2】
840

評価
(No.4-3)

【Gr3 No.5 グローブボックスと
同等の閉じ込め機能を有する設備】
・質量管理の核的制限値の評価方法
については共通であることから，
Gr3にてNo.5「グローブボックスと
同等の閉じ込め機能を有する設備」
を代表に説明する。

―

【2-1】
274,277,278,279,43
8

【2-2】
270,271,272,273,27
5,315,318,439

評価
(No.4-4)

・核燃料物質を収納する単一ユニッ
トとしての設備・機器のうち，その
形状寸法を制限し得る設備・機器に
係る核的制限値が，取り扱う核燃料
物質の条件，参考とする文献，計算
コード等を踏まえ適切な核的制限値
となっていることを評価にて説明す
る。

【Gr3】
・形状寸法管理（平板厚さ，段数）
の核的制限値の評価方法について，
Gr3にて代表として説明する。

〈No.22〉
・機械装置・搬送設備
〈No.24〉
・機械装置・搬送設備
〈No.26〉
・機械装置・搬送設備

―

【2-1】
324

【2-2】
318,319,320,321,32
2,323,325,326,327

評価
(No.4-5)

・混合酸化物貯蔵容器及び燃料集合
体を取り扱う工程に係る核的制限値
が，取り扱う核燃料物質の条件，参
考とする文献，計算コード等を踏ま
え適切な核的制限値となっているこ
とを評価にて説明する。

【Gr3】
・形状寸法管理（体数管理）の核的
制限値の評価方法について，Gr3に
て代表として説明する。

〈No.24〉
・機械装置・搬送設備

―

【2-2】
439

評価
(No.4-6)

・ウラン燃料棒を取り扱う工程に係
る核的制限値が，取り扱う核燃料物
質の条件，参考とする文献，計算
コード等を踏まえ適切な核的制限値
となっていることを評価にて説明す
る。

【Gr3】
・質量管理（本数管理）の核的制限
値の評価方法について，Gr3にて代
表として説明する。

〈No.26〉
・機械装置・搬送設備

―

評価方法（単一ユニッ
ト）

〇 －

評価条件

Ⅰ-1-4 計算機
プログラム（解
析コード）の概
要
【2. 解析コー
ドの概要】

【2. 解析コードの概要】
・評価で使用する計算機プ
ログラムの概要を説明す
る。 〇 －

Ⅰ-1-4 計算機プ
ログラム（解析
コード）の概要
【2. 解析コード
の概要】

【2. 解析コードの概要】
・評価で使用する計算機プログラ
ムの概要を説明する。

―
(施設共通の内容であるため)

機械装置・搬送設備

6

また，参考とする文献は，公表された信頼度
の十分高いものとし，また，使用する臨界計
算コードは，実験値との対比がなされ，信頼
度の十分高いことが立証されたものを用い
る。
単一ユニットに対しては，臨界計算コードに
より中性子実効増倍率を計算し，未臨界(中
性子実効増倍率が0.95以下)となる核的制限
値を設定する。

評価要求 施設共通 基本設計方針
施設共通
基本設計方
針

施設共通 基本
設計方針

―
(施設共通の内容であるため)

スタック編
成設備，ス
タック乾燥
設備，燃料
棒検査設備
燃料棒移載
装置，燃料
棒収容設備

燃料集合体
組立工程搬
送設備 組
立クレーン

燃料棒貯蔵
設備 貯蔵
マガジン入
出庫装置

挿入溶接設備，
燃料棒解体設
備，燃料棒検査
設備 ヘリウム
リーク検査装
置，X線検査装
置等

燃料集合体組立
設備，燃料集合
体洗浄設備，燃
料集合体検査設
備，燃料集合体
組立工程搬送設
備 リフタ

梱包・出荷設備

燃料棒貯蔵設備
ウラン燃料棒収
容装置

分析設備

－

Ⅰ-1-1 臨界安全
の基本方針
【2. 核燃料物質
の臨界防止に関す
る基本方針】
【2.2 単一ユニッ
トの臨界安全設
計】

Ⅰ-1-2 臨界防止
に関する計算の基
本方針
【2. 臨界評価方
法の基本的な考え
方】
【2.1 単一ユニッ
トの臨界評価方
法】

Ⅰ-1-3-1 単一ユ
ニットの臨界防止
に関する計算書
【2. 計算モデル
及び計算結果】

I-1-1 臨界安全設計の基本方針
【2. 核燃料物質の臨界防止に関
する基本方針】
【2.2 単一ユニットの臨界安全
設計】
・核的制限値の設定に関する臨界
評価方法を説明する。
・中性子実効増倍率の値が0.95以
下となる核的制限値が各単一ユ
ニットに設定されていることを確
認することで，MOX燃料加工施設
に係る各単一ユニットの臨界安全
設計の妥当性を評価する。

Ⅰ-1-2 臨界防止に関する計算の
基本方針
【2. 臨界評価方法の基本的な考
え方】
【2.1 単一ユニットの臨界評価
方法】
・十分な安全裕度を見込んだモデ
ルで中性子実効増倍率を計算す
る。
・中性子実効増倍率の値が0.95以
下となる核的制限値が各単一ユ
ニットに設定されていることを確
認することで，MOX燃料加工施設
に係る各単一ユニットの臨界安全
設計の妥当性を評価する。
・計算コードシステムSCALE-4の
KENO-V.aコード及びENDF/B-Ⅳラ
イブラリを用いて計算する。

Ⅰ-1-3-1 単一ユニットの臨界防
止に関する計算書
【2. 計算モデル及び計算結果】
・核的制限値を設定する際に使用
した計算モデルを示す。
・各核的制限値計算モデルに対す
る中性子実効増倍率は0.95以下で
あり，未臨界は確保される。

〇

・質量管理に係る核的制限値が，取
り扱う核燃料物質の条件，参考とす
る文献，計算コード等を踏まえ適切
な核的制限値となっていることを評
価にて説明する。

グローブボックスと
同等の閉じ込め機能
を有する設備

評価
(No.4-2)

【Gr3】
・質量管理の核的制限値の評価方法
について，Gr3にて代表として説明
する。

〈No.5〉
・グローブボックス（オープンポー
トボックス，フードを含む）
・液体の放射性物質を取り扱う設備
〈No.22〉
・グローブボックス（オープンポー
トボックス，フードを含む）
・グローブボックスと同等の閉じ込
め機能を有する設備
〈No.27〉
・グローブボックス（オープンポー
トボックス，フードを含む）
・液体の放射性物質を取り扱う設備

―
【2-1】
250

5

d. 核的制限値を設定するに当たっては，取
り扱う核燃料物質のプルトニウム富化度，同
位体組成，密度，幾何学的形状，減速条件，
中性子吸収材を考慮し，最も厳しい結果を与
えるよう，中性子の減速，吸収及び反射の各
条件を仮定し，かつ，測定又は計算による誤
差，誤操作等を考慮して裕度を見込む。

評価要求 核的制限値を設定する設備
評価方法（単一ユニッ
ト）

Ⅰ-1-1 臨界安
全の基本方針
【2. 核燃料物
質の臨界防止に
関する基本方
針】
【2.2 単一ユ
ニットの臨界安
全設計】

Ⅰ-1-2 臨界防
止に関する計算
の基本方針
【2. 臨界評価
方法の基本的な
考え方】
【2.1 単一ユ
ニットの臨界評
価方法】

Ⅰ-1-3-1 単一
ユニットの臨界
防止に関する計
算書
【2. 計算モデ
ル及び計算結
果】

I-1-1 臨界安全設計の基
本方針
【2. 核燃料物質の臨界防
止に関する基本方針】
【2.2 単一ユニットの臨
界安全設計】
・核的制限値の設定に関す
る臨界評価方法を説明す
る。
・中性子実効増倍率の値が
0.95以下となる核的制限値
が各単一ユニットに設定さ
れていることを確認するこ
とで，MOX燃料加工施設に
係る各単一ユニットの臨界
安全設計の妥当性を評価す
る。

Ⅰ-1-2 臨界防止に関する
計算の基本方針
【2. 臨界評価方法の基本
的な考え方】
【2.1 単一ユニットの臨
界評価方法】
・十分な安全裕度を見込ん
だモデルで中性子実効増倍
率を計算する。
・中性子実効増倍率の値が
0.95以下となる核的制限値
が各単一ユニットに設定さ
れていることを確認するこ
とで，MOX燃料加工施設に
係る各単一ユニットの臨界
安全設計の妥当性を評価す
る。
・計算コードシステム
SCALE-4のKENO-V.aコード
及びENDF/B-Ⅳライブラリ
を用いて計算する。

Ⅰ-1-3-1 単一ユニットの
臨界防止に関する計算書
【2. 計算モデル及び計算
結果】
・核的制限値を設定する際
に使用した計算モデルを示
す。
・各核的制限値計算モデル
に対する中性子実効増倍率
は0.95以下であり，未臨界
は確保される。

サンプル１ 資料２の記載例 第4条抜粋（2/2）

17



各条文の基本設計方針，類型分類及び設計説明分類の紐付整理
（第十条 閉じ込めの機能／第二十一条 核燃料物質等による汚染の防止）

資料２

説明
対象

申請対象設備
（2項変更②）

申請対象設備
（1項新規①）

仕様表 添付書類 添付書類における記載 設計説明分類
説明対象機器

（資料１の「番号」列との紐づ
け）

設計説明分類の
設計分類

設計分類の考え方 説明グループの考え方 関連する個別補足説明資料

【2-1】
242,246,248,251,286,287,288,289
,290,291,292,293,294,295,296,29
7,299,300,301,302,303,304,305,3
06,307,308,309,310,311,312,344,
345,346,347,348,349,371,372,373
,379,380,381,382,398,399,400,40
1,402,409,410,418,419,420,421,4
22,429,430

【2-2】
256,262,263,264,266,281,284,336
,745,749,750,751,752,753,754,75
5,756,757,758,759,760,761,762,7
63,764,765,766,767,768,769,770,
771,772,773,774,775,776,777,778
,779,780,781,782,783,784,785,78
6,787,788,789,790,791,792,793,7
94,795,796,797,798,799,800,801,
802,803,804,805,807,808,809,810
,811

・グローブボックスの負圧を維持
するための漏えいし難い構造につ
いて，構造設計にて説明する。

【Gr1】
・グローブボックスの負圧を維持
するための漏えいし難い構造につ
いて，Gr1にて代表として説明す
る。

－

【2-2】
254,258,260,268,280,283,477,486
,747

・オープンポートボックスの開口
部からの空気流入風速を確保する
ための構造について，構造設計に
て説明する。

【Gr1】
・オープンポートボックスの開口
部からの空気流入風速を確保する
ための構造について，Gr1にて代表
として説明する。

＜各オープンポートボックス等に
おける最大開口状態＞
⇒各オープンポートボックスの最
大開口状態について，オープン
ポートボックスごとの作業内容と
合わせて補足説明する。
【閉込02 オープンポートボック
ス等の開口部について】

【2-2】
748

・フードの開口部からの空気流入
風速を確保するための構造につい
て，構造設計にて説明する。

【Gr1】
・フードの開口部からの空気流入
風速を確保するための構造につい
て，Gr1にて代表として説明する。

＜各オープンポートボックス等に
おける最大開口状態＞
⇒各フードの最大開口状態につい
て，フードごとの作業内容と合わ
せて補足説明する。
【閉込02 オープンポートボック
ス等の開口部について】

グローブボック
スと同等の閉じ
込め機能を有す
る設備

【2-1】
250

構造設計 ・スタック乾燥装置の負圧を維持
するための漏えいし難い構造につ
いて，構造設計にて説明する。

【Gr3】
・スタック乾燥装置の負圧を維持
するための漏えいし難い構造につ
いて，Gr1にて代表として説明す
る。

－

換気設備 【2-2】
457,461,465,466,467

システム設計 ・グローブボックス排気設備は，
グローブボックス等の負圧維持，
オープンポートボックス及びフー
ドの開口部からの空気流入風速を
確保するための排気系統をシステ
ム設計にて説明する。
・窒素循環設備は，グローブボッ
クスの負圧を維持するための排気
系統をシステム設計にて説明す
る。

【Gr1】
・グローブボックス等の負圧維
持，オープンポートボックス及び
フードの開口部からの空気流入風
速を確保するためのグローブボッ
クス排気設備の排気系統につい
て，Gr1にて代表として説明する。
・グローブボックスの負圧を維持
するための窒素循環設備の排気系
統について，Gr1にて代表として説
明する。

－

グローブボック
ス（オープン
ポートボック
ス，フードを含
む）

【2-1】
242,246,248,251,286,287,288,289
,290,291,292,293,294,295,296,29
7,299,300,301,302,303,304,305,3
06,307,308,309,310,311,312,344,
345,346,347,348,349,371,372,373
,379,380,381,382,398,399,400,40
1,402,409,410,418,419,420,421,4
22,429,430

【2-2】
256,262,263,264,266,281,284,336
,745,749,750,751,752,753,754,75
5,756,757,758,759,760,761,762,7
63,764,765,766,767,768,769,770,
771,772,773,774,775,776,777,778
,779,780,781,782,783,784,785,78
6,787,788,789,790,791,792,793,7
94,795,796,797,798,799,800,801,
802,803,804,805,807,808,809,810
,811

構造設計 ・グローブボックスは，グローブ
１個が破損した場合でもグローブ
ポートの開口部における空気流入
風速を確保するための構造を構造
設計にて説明する。

【Gr1】
・グローブ1個が破損した場合のグ
ローブポートの開口部における空
気流入風速を確保するためのグ
ローブボックスの構造について，
Gr1にて代表として説明する。

－

換気設備 【2-2】
457,461,465,466,467

システム設計 ・グローブボックス排気設備は，
グローブ１個が破損した場合でも
グローブポートの開口部における
空気流入風速を設定値以上に維持
するための排気系統をシステム設
計にて説明する。
・窒素循環設備は，グローブ１個
が破損した場合でもグローブポー
トの開口部における空気流入風速
を設定値以上に維持するための排
気系統をシステム設計にて説明す
る。

【Gr1】
・グローブ1個が破損した場合のグ
ローブポートの開口部における空
気流入風速を設定値以上に維持す
るためのグローブボックス排気設
備，窒素循環設備のシステム設計
について，Gr1にて代表として説明
する。 －
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グローブボックスは，給気口及び排
気口を除き密閉できる設計とする。

機能要求②
・基本方針
・グローブボックス

基本方針
設計方針(閉じ込め)

添付Ｖ－１－１－２－１ 安全機能を有する
施設の閉じ込めの機能に関する説明書

1. 概要
2. 基本方針
2.1 閉じ込め機能に関する基本方針
3. 施設の詳細設計方針
3.1 グローブボックス
3.1.1 グローブボックス

【1.概要】
【2.基本方針】
【2.1 閉じ込め機能に関する基本方針】
・安全機能を有する施設の閉じ込め機能に関
する基本方針について説明する。
【3.施設の詳細設計方針】
【3.1グローブボックス】
【3.1.1グローブボックス】
・JIS規格に基づく漏えい率について説明す
る。

〇
粉末一時保管装置GB
ペレット一時保管棚GB
スタック編成設備GB 等

分析装置GB 等
＜核物質等取扱
ボックス＞
・漏れ率

添付Ｖ－１－１－２－１ 安全
機能を有する施設の閉じ込めの
機能に関する説明書

3. 施設の詳細設計方針
3.1 グローブボックス
3.1.1 グローブボックス

【3.施設の詳細設計方針】
【3.1グローブボックス】
【3.1.1グローブボックス】
・JIS規格に基づく漏えい率につ
いて説明する。

グローブボック
ス（オープン
ポートボック
ス，フードを含
む）

【2-1】
242,246,248,251,286,287,288,289
,290,291,292,293,294,295,296,29
7,299,300,301,302,303,304,305,3
06,307,308,309,310,311,312,344,
345,346,347,348,349,371,372,373
,379,380,381,382,398,399,400,40
1,402,409,410,418,419,420,421,4
22,429,430

【2-2】
256,262,263,264,266,281,284,336
,745,749,750,751,752,753,754,75
5,756,757,758,759,760,761,762,7
63,764,765,766,767,768,769,770,
771,772,773,774,775,776,777,778
,779,780,781,782,783,784,785,78
6,787,788,789,790,791,792,793,7
94,795,796,797,798,799,800,801,
802,803,804,805,807,808,809,810
,811

構造設計 ・グローブボックスの核燃料物質
等が漏えいし難い構造を構造設計
にて説明する。

【Gr1】グローブボックスの核燃料
物質等が漏えいし難い構造を構造
について，Gr1にて代表として説明
する。

－

グローブボック
ス（オープン
ポートボック
ス，フードを含
む）

【2-1】
344,345,346,347,348,349,398,399
,400,401,402,409,410

【2-2】
336

構造設計 ・MOX粉末を取り扱うグローブボッ
クスは，グローブボックス内で粉
末容器が落下，転倒した場合にお
いても破損しない構造を構造設計
にて説明する。

【Gr1】
・MOX粉末を取り扱うグローブボッ
クスにおける粉末容器の落下，転
倒により破損しない構造につい
て，Gr1にて代表として説明する。

＜粉末容器の落下及び転倒に対す
る設計＞
⇒MOX粉末を取り扱うグローブボッ
クスにおける粉末容器の落下及び
転倒に対する設計の具体について
補足説明する。
【閉込01 粉末容器の落下及び転
倒に対する設計について】

機械装置・搬送
設備

【2-1】
362,408,411,412

【2-2】
338

構造設計 ・MOX粉末を取り扱うグローブボッ
クスの内装機器は，取り扱う粉末
容器の落下，転倒を防止する設計
について構造設計にて説明する。

【Gr1】
・MOX粉末を取り扱うグローブボッ
クスの内装機器における粉末容器
の落下防止，転倒防止設計につい
て，Gr1にて代表として説明する。

＜粉末容器の落下及び転倒に対す
る設計＞
⇒MOX粉末を取り扱うグローブボッ
クスの内装機器における粉末容器
の落下及び転倒を防止する設計の
具体について補足説明する。ま
た，MOX粉末を取り扱うグローブ
ボックスの内装機器のうち，グ
ローブボックスパネル方向に粉末
容器を搬送する機器におけるグ
ローブボックスパネルへの衝突を
防止する設計の具体について補足
説明する。
【閉込01 粉末容器の落下及び転
倒に対する設計について】

第２回申請

添付Ｖ－１－１－２－１ 安全
機能を有する施設の閉じ込めの
機能に関する説明書

3. 施設の詳細設計方針
3.1 グローブボックス
3.1.2 容器落下時のグローブ
ボックスパネルへの影響評価

機能要求①
評価要求

MOX粉末を取り扱うグローブボック
スは，以下の設計を講じる。
(a)粉末容器の落下又は転倒により
閉じ込め機能を損なわないよう，内
装機器及び内装機器の架台による干
渉や容器を取り扱う機器とパネルの
間の距離の確保により，落下又は転
倒した粉末容器が，グローブボック
スのパネルに直接衝突することがな
い設計とする。
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【3.施設の詳細設計方針】
【3.1グローブボックス】
【3.1.1グローブボックス】
・グローブボックスの開口部に
対する空気流入風速(0.5m/s)の
維持
【3.12換気設備】
〇換気設備に係る以下の設計方
針について，説明する。
・グローブボックスの開口部に
対する空気流入風速(0.5m/s)の
維持に必要な換気風量
・グローブボックスの開口部に
対する空気流入風速の検査方法

添付Ｖ－１－１－２－１ 安全
機能を有する施設の閉じ込めの
機能に関する説明書

3. 施設の詳細設計方針
3.1 グローブボックス
3.1.1 グローブボックス
3.12 換気設備

＜ファン＞
・容量
・原動機

＜主配管＞
・外径・厚さ

＜機械装置＞
・主要寸法

＜核物質等取扱
ボックス＞
・開口部風速

グローブボックス排気設備
(グローブボックス排風機，
グローブボックス排気ダク
ト)
窒素循環設備(窒素循環ファ
ン，窒素循環ダクト，窒素循
環冷却機)
分析装置GB 等

粉末一時保管装置GB
ペレット一時保管棚GB
スタック編成設備GB 等

【1.概要】
【2.基本方針】
【2.1 閉じ込め機能に関する基本方針】
・安全機能を有する施設の閉じ込め機能に関
する基本方針について説明する。
【3.施設の詳細設計方針】
【3.1グローブボックス】
【3.1.1グローブボックス】
・グローブボックスの開口部に対する空気流
入風速(0.5m/s)の維持
【3.12換気設備】
〇換気設備に係る以下の設計方針について，
説明する。
・グローブボックスの開口部に対する空気流
入風速(0.5m/s)の維持に必要な換気風量
・グローブボックスの開口部に対する空気流
入風速の検査方法

添付Ｖ－１－１－２－１ 安全機能を有する
施設の閉じ込めの機能に関する説明書

1. 概要
2. 基本方針
3.1 グローブボックス
3.1.1 グローブボックス
2.1 閉じ込め機能に関する基本方針
3. 施設の詳細設計方針
3.12 換気設備

基本方針
設計方針(閉じ込め)
評価(閉じ込め)

・基本方針
・グローブボックス排気設備(グ
ローブボックス排風機，グローブ
ボックス排気ダクト)
・窒素循環設備(窒素循環ファン，
窒素循環ダクト，窒素循環冷却機)
・グローブボックス

機能要求①
機能要求②
評価要求

また，グローブボックスは，グロー
ブ１個が破損した場合でもグローブ
ポートの開口部における空気流入風
速を設定値以上に維持する設計とす
る。

・基本方針
・グローブボックス
・グローブボックスに内包される機
器

－
基本方針
設計方針(閉じ込め)
評価(閉じ込め)

－
粉末一時保管装置GB
粉末一時保管装置 等

〇

【1.概要】
【2.基本方針】
【2.1 閉じ込め機能に関する基本方針】
・安全機能を有する施設の閉じ込め機能に関
する基本方針について説明する。
【3.施設の詳細設計方針】
【3.1グローブボックス】
【3.1.2容器落下時のグローブボックスパネル
への影響評価】
・対象グローブボックスに対して，容器落下
時にパネルへの直接衝突がないこと，仮に間
接的に衝突しても閉じ込め機能が損なわれな
いことを，構造図や容器重量，落下高さ情報
を基に評価する。

添付Ｖ－１－１－２－１ 安全機能を有する
施設の閉じ込めの機能に関する説明書

1. 概要
2. 基本方針
2.1 閉じ込め機能に関する基本方針
3. 施設の詳細設計方針
3.1 グローブボックス
3.1.2 容器落下時のグローブボックスパネル
への影響評価

【3.施設の詳細設計方針】
【3.1グローブボックス】
【3.1.2容器落下時のグローブ
ボックスパネルへの影響評価】
・対象グローブボックスに対し
て，容器落下時にパネルへの直
接衝突がないこと，仮に間接的
に衝突しても閉じ込め機能が損
なわれないことを，構造図や容
器重量，落下高さ情報を基に評
価する。

グローブボック
ス（オープン
ポートボック
ス，フードを含
む）

構造設計

〇

【3.施設の詳細設計方針】
【3.1グローブボックス】
【3.1.1グローブボックス】
〇グローブボックスに係る以下
の設計方針について，説明す
る。
・グローブボックスの負圧維持
・JIS規格に基づく漏えい率
【3.3スタック乾燥装置】
〇スタック乾燥装置に係る以下
の設計方針について，説明す
る。
・スタック乾燥装置の負圧維持
・JIS規格に基づく漏えい率
【3.5オープンポートボックス】
・オープンポートボックスの開
口部に対する空気流入風速
(0.5m/s)の維持
【3.6フード】
・フードの開口部に対する空気
流入風速(0.5m/s)の維持
【3.12換気設備】
〇換気設備に係る以下の設計方
針について，説明する。
・グローブボックス等の負圧維
持に必要な換気風量
・オープンポートボックス及び
フードの開口部に対する空気流
入風速(0.5m/s)の維持に必要な
換気風量
・オープンポートボックス及び
フードの開口部に対する空気流
入風速の検査方法
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(2)グローブボックス等，オープン
ポートボックス及びフードの閉じ込
めに係る設計方針
グローブボックス等は，グローブ
ボックス排気設備により負圧に維持
し，オープンポートボックス及び
フードは，グローブボックス排気設
備により開口部からの空気流入風速
を確保する設計とする。

機能要求①
機能要求②
評価要求

・基本方針
・グローブボックス排気設備(グ
ローブボックス排風機，グローブ
ボックス排気ダクト)
・窒素循環設備(窒素循環ファン，
窒素循環ダクト，窒素循環冷却機)
・グローブボックス
・オープンポートボックス
・フード
・焼結炉
・スタック乾燥装置
・小規模焼結処理装置

基本方針
設計方針(閉じ込め)
評価(閉じ込め)

添付Ｖ－１－１－２－１ 安全機能を有する
施設の閉じ込めの機能に関する説明書

1. 概要
2. 基本方針
2.1 閉じ込め機能に関する基本方針
3. 施設の詳細設計方針
3.1 グローブボックス
3.1.1 グローブボックス
3.2 焼結炉
3.3 スタック乾燥装置
3.4 小規模焼結処理装置
3.5 オープンポートボックス
3.6 フード
3.12 換気設備

【1.概要】
【2.基本方針】
【2.1 閉じ込め機能に関する基本方針】
・安全機能を有する施設の閉じ込め機能に関
する基本方針について説明する。
【3.施設の詳細設計方針】
【3.1グローブボックス】
【3.1.1グローブボックス】
〇グローブボックスに係る以下の設計方針に
ついて，説明する。
・グローブボックスの負圧維持
・JIS規格に基づく漏えい率
【3.2焼結炉】
〇焼結炉に係る以下の設計方針について，説
明する。
・焼結炉の負圧維持
・JIS規格に基づく漏えい率
【3.3スタック乾燥装置】
〇スタック乾燥装置に係る以下の設計方針に
ついて，説明する。
・スタック乾燥装置の負圧維持
・JIS規格に基づく漏えい率
【3.4小規模焼結処理装置】
〇小規模焼結処理装置に係る以下の設計方針
について，説明する。
・小規模焼結処理装置の負圧維持
・JIS規格に基づく漏えい率
【3.5オープンポートボックス】
・オープンポートボックスの開口部に対する
空気流入風速(0.5m/s)の維持
【3.6フード】
・フードの開口部に対する空気流入風速
(0.5m/s)の維持
【3.12換気設備】
〇換気設備に係る以下の設計方針について，
説明する。
・グローブボックス等の負圧維持に必要な換
気風量
・オープンポートボックス及びフードの開口
部に対する空気流入風速(0.5m/s)の維持に必
要な換気風量
・オープンポートボックス及びフードの開口
部に対する空気流入風速の検査方法

添付書類 構成 添付書類 説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

〇
粉末一時保管装置GB
ペレット一時保管棚GB
スタック編成設備GB 等

グローブボックス排気設備
(グローブボックス排風機，
グローブボックス排気ダク
ト)
窒素循環設備(窒素循環ファ
ン，窒素循環ダクト，窒素循
環冷却機)
分析装置GB
分析装置フード
低レベル廃液処理設備OPB
等

＜ファン＞
・容量
・原動機

＜主配管＞
・外径・厚さ

＜機械装置＞
・主要寸法

＜核物質等取扱
ボックス＞
・漏れ量
・開口部風速※
※開口部風速を維
持するための運用
上の制限である
オープンポート
ボックスのポート
の開口数及びフー
ドの開口高さにつ
いては仕様表注記

にて示す。

＜焼結・乾燥装
置＞
・漏れ率

添付Ｖ－１－１－２－１ 安全
機能を有する施設の閉じ込めの
機能に関する説明書

3. 施設の詳細設計方針
3.1 グローブボックス
3.1.1 グローブボックス
3.3 スタック乾燥装置
3.5 オープンポートボックス
3.6 フード
3.12 換気設備

サンプル１ 資料２の記載例 第10条抜粋
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第20条 廃棄施設）

別紙２

説明対象
申請対象設備
(2項変更②)

申請対象設備
(1項新規①)

仕様表 添付書類 添付書類における記載
設計説明分類
(下線は代表)

説明対象機器
（資料１の「番号」列と

の紐づけ）

設計説明分類の
設計分類

設計分類の考え方 説明グループの考え方 関連する個別補足説明資料

26

(3) グローブボックス排気設備
グローブボックス排気設備は，グローブボックス等の負圧維持並びに
オープンポートボックス及びフードの閉じ込めを維持するとともに排
気中の放射性物質の除去を行い，排気筒の排気口から外部へ放出する
設計とする。

機能要求①
機能要求②

グローブボックス排気設備
排気筒

設計方針(処理能力，気
体状の放射性廃棄物の排
出)

Ⅴ－１－４
放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書
3. 施設の詳細設計方針
3.1 気体廃棄物の廃棄設備
3.1.1 設計基準対象の施設
(2) 設計方針
a. 気体廃棄物の処理能力
(a) 処理方法
ハ. グローブボックス排気設備による気体廃
棄物の処理

【Ⅴ－１－４ 放射性廃棄物の廃棄施設に関
する説明書】
【3.1.1(2)a.(a)ハ. グローブボックス排気
設備による気体廃棄物の処理】
・グローブボックス排風機による排気並びに
グローブボックス排気フィルタ及びグローブ
ボックス排気フィルタユニットによる放射性
物質の除去について説明する。

○ －

排気筒
ピストンダンパ
延焼防止ダンパ
グローブボックス排気閉止ダンパ
グローブボックス排風機入口手動ダ
ンパ

【機能要求②】
グローボックス排風機
グローブボックス給気フィルタ
グローブボックス排気フィルタ
グローブボックス排気フィルタユ
ニット
グローブボックス排気ダクト

〈ファン〉
・容量
・原動機

〈フィルタ〉
・効率

〈主配管〉
・外径・厚さ

Ⅴ－１－４
放射性廃棄物の廃棄施設に関す
る説明書
3. 施設の詳細設計方針
3.1 気体廃棄物の廃棄設備
3.1.1 設計基準対象の施設
(2) 設計方針
a. 気体廃棄物の処理能力
(a) 処理方法
ハ. グローブボックス排気設備
による気体廃棄物の処理

【Ⅴ－１－４ 放射性廃棄物の廃棄
施設に関する説明書】
【3.1.1(2)a.(a)ハ. グローブボッ
クス排気設備による気体廃棄物の処
理】
・グローブボックス排風機による排
気並びにグローブボックス排気フィ
ルタ及びグローブボックス排気フィ
ルタユニットによる放射性物質の除
去について説明する。 換気設備

【2-2】
457,458,459,460,461,46
2,463,468

システム設計

グローブボックス排気設備は，グ
ローブボックス等の負圧維持並びに
オープンポートボックス及びフード
の閉じ込めを維持するとともに排気
中の放射性物質の除去を行い，排気
筒の排気口から外部へ放出する系統
であることをシステム設計にて説明
する。

【Gr1】
グローブボックス排気設備の系統構
成について，Gr1にて代表で説明す
る。

－

27

グローブボックス排気設備は，原料MOX粉末缶一時保管設備，粉末一
時保管設備，ペレット一時保管設備，スクラップ貯蔵設備及び製品ペ
レット貯蔵設備に貯蔵する核燃料物質等から発生する崩壊熱を除去す
るため，換気により冷却できる設計とする。

機能要求① グローブボックス排気設備
設計方針(貯蔵施設の冷
却)

Ⅴ－１－４
放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書
3. 施設の詳細設計方針
3.1 気体廃棄物の廃棄設備
3.1.1 設計基準対象の施設
(2) 設計方針
d. 貯蔵施設の崩壊熱除去

【Ⅴ－１－４ 放射性廃棄物の廃棄施設に関
する説明書】
【3.1.1(2)d. 貯蔵施設の崩壊熱除去】
・燃料集合体貯蔵設備等の貯蔵施設にて発生
する崩壊熱を冷却できる設計について説明す
る。

○ －
グローブボックス排気設備

グローブボックス排風機
－

Ⅴ－１－４
放射性廃棄物の廃棄施設に関す
る説明書
3. 施設の詳細設計方針
3.1 気体廃棄物の廃棄設備
3.1.1 設計基準対象の施設
(2) 設計方針
d. 貯蔵施設の崩壊熱除去

【Ⅴ－１－４ 放射性廃棄物の廃棄
施設に関する説明書】
【3.1.1(2)d. 貯蔵施設の崩壊熱除
去】
・燃料集合体貯蔵設備等の貯蔵施設
にて発生する崩壊熱を冷却できる設
計について説明する。

換気設備
【2-2】
461

システム設計

グローブボックス排気設備は，原料
MOX粉末缶一時保管設備，粉末一時保
管設備，ペレット一時保管設備，ス
クラップ貯蔵設備及び製品ペレット
貯蔵設備に貯蔵する核燃料物質等か
ら発生する崩壊熱を除去するため，
換気により冷却できる系統であるこ
とをシステム設計にて説明する。

【Gr1】
崩壊熱を除去するために必要なグ
ローブボックス排気設備の系統構成
について，Gr1にて代表で説明する。

－

28

気体廃棄物の廃棄設備の安全上重要な施設のグローブボックス排風機
は，非常用所内電源設備と接続し，外部電源が喪失した場合でも安全
機能が確保できる設計とする。
なお，電源供給に係る非常用所内電源設備の設計方針については，第
2章 個別項目「7.3 所内電源設備」に基づくものとする。

機能要求① グローブボックス排気設備
設計方針(外部電源喪失
時における機能維持)

Ⅴ－１－４
放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書
3. 施設の詳細設計方針
3.1 気体廃棄物の廃棄設備
3.1.1 設計基準対象の施設
(1) 設備構成
c. グローブボックス排気設備

【Ⅴ－１－４ 放射性廃棄物の廃棄施設に関
する説明書】
【3.1.1(1)c. グローブボックス排気設備】
・外部電源喪失時におけるグローブボックス
排風機の機能維持について説明する。

○ －
グローブボックス排気設備

グローブボックス排風機
－

Ⅴ－１－４
放射性廃棄物の廃棄施設に関す
る説明書
3. 施設の詳細設計方針
3.1 気体廃棄物の廃棄設備
3.1.1 設計基準対象の施設
(1) 設備構成
c. グローブボックス排気設備

【Ⅴ－１－４ 放射性廃棄物の廃棄
施設に関する説明書】
【3.1.1(1)c. グローブボックス排
気設備】
・外部電源喪失時におけるグローブ
ボックス排風機の機能維持について
説明する。 換気設備

【2-2】
461

システム設計

グローブボックス排風機は，非常用
所内電源設備から給電できる系統で
あること，システム設計にて説明す
る。

【Gr1】
グローブボックス排風機は，非常用
所内電源設備から給電できる系統で
あることについて，Gr1にて代表で説
明する。

－

29

グローブボックス排気設備は，グローブボックス排気ダクト，グロー
ブボックス給気フィルタ，グローブボックス排気フィルタ，グローブ
ボックス排気フィルタユニット，グローブボックス排風機及びグロー
ブボックス排風機入口手動ダンパ(外部放出抑制設備で兼用)で構成す
る。グローブボックス排気設備のうち，グローブボックス排風機入口
手動ダンパを2基設置する設計とする。

機能要求① グローブボックス排気設備 設計方針(処理能力)

Ⅴ－１－４
放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書
3. 施設の詳細設計方針
3.1 気体廃棄物の廃棄設備
3.1.1 設計基準対象の施設
(1) 設備構成
c. グローブボックス排気設備

【Ⅴ－１－４ 放射性廃棄物の廃棄施設に関
する説明書】
【3.1.1(1)c. グローブボックス排気設備】
・グローブボックス排気設備の設備構成につ
いて説明する。

○ －

グローブボックス排気設備

ピストンダンパ
延焼防止ダンパ
グローブボックス排気閉止ダンパ

－

Ⅴ－１－４
放射性廃棄物の廃棄施設に関す
る説明書
3. 施設の詳細設計方針
3.1 気体廃棄物の廃棄設備
3.1.1 設計基準対象の施設
(1) 設備構成
c. グローブボックス排気設備

【Ⅴ－１－４ 放射性廃棄物の廃棄
施設に関する説明書】
【3.1.1(1)c. グローブボックス排
気設備】
・グローブボックス排気設備の設備
構成について説明する。

換気設備
【2-2】
457,458,459,460,461,46
2,463

システム設計
グローブボックス排気設備の設備構
成についてシステム設計にて説明す
る。

【Gr1】
グローブボックス排気設備の設備構
成について，Gr1にて代表で説明す
る。

－

システム設計
No30-1)

グローブボックス排風機が，負圧維
持，崩壊熱除去等から要求される換
気風量以上の容量を有していること
をシステム設計にて説明する。

【Gr1】
グローブボックス排風機が，負圧維
持，崩壊熱除去等から要求される換
気風量以上の容量を有していること
について，Gr1にて代表で説明する。

－

評価
No30-1)

グローブボックス排風機が，負圧維
持，崩壊熱除去等から要求される換
気風量以上の容量を有していること
を評価にて説明する。

【Gr1】
グローブボックス排風機が，負圧維
持，崩壊熱除去等から要求される換
気風量以上の容量を有していること
を評価にて説明する。

＜排風機容量の考え方＞
⇒建屋排風機，工程室排風機及びグ
ローブボックス排風機の容量の設定
根拠の考え方について補足説明す
る。
【廃棄01 建屋排風機，工程室排
風機及びグローブボックス排風機
の容量の設定根拠の考え方につい
て】

31
グローブボックス給気フィルタ，グローブボックス排気フィルタ及び
グローブボックス排気フィルタユニットは，必要な捕集効率を有する
設計とする。

機能要求② グローブボックス排気設備 設計方針(処理能力)

Ⅴ－１－４
放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書
3. 施設の詳細設計方針
3.1 気体廃棄物の廃棄設備
3.1.1 設計基準対象の施設
(2) 設計方針
a. 気体廃棄物の処理能力
(a) 処理方法
ハ. グローブボックス排気設備による気体廃
棄物の処理
(イ) グローブボックス排気フィルタ
(ロ) グローブボックス排気フィルタユニッ
ト
(ハ) グローブボックス給気フィルタ

【Ⅴ－１－４ 放射性廃棄物の廃棄施設に関
する説明書】
【3.1.1(2)a.(a)ハ.(イ) グローブボックス
排気フィルタ】
・グローブボックス排気フィルタによる気体
廃棄物の処理について説明する。
【3.1.1(2)a.(a)ハ.(ロ) グローブボックス
排気フィルタユニット】
・グローブボックス排気フィルタユニットの
捕集効率について説明する。
【3.1.1(2)a.(a)ハ.(ハ) グローブボックス
給気フィルタ】
・グローブボックス給気フィルタによる気体
廃棄物の処理について説明する。

○ －

グローブボックス排気設備
グローブボックス給気フィルタ
グローブボックス排気フィルタ
グローブボックス排気フィルタユ

ニット

〈フィルタ〉
・効率

Ⅴ－１－４
放射性廃棄物の廃棄施設に関す
る説明書
3. 施設の詳細設計方針
3.1 気体廃棄物の廃棄設備
3.1.1 設計基準対象の施設
(2) 設計方針
a. 気体廃棄物の処理能力
(a) 処理方法
ハ. グローブボックス排気設備
による気体廃棄物の処理
(イ) グローブボックス排気
フィルタ
(ロ) グローブボックス排気
フィルタユニット
(ハ) グローブボックス給気
フィルタ

【Ⅴ－１－４ 放射性廃棄物の廃棄
施設に関する説明書】
【3.1.1(2)a.(a)ハ.(イ) グローブ
ボックス排気フィルタ】
・グローブボックス排気フィルタに
よる気体廃棄物の処理について説明
する。
【3.1.1(2)a.(a)ハ.(ロ) グローブ
ボックス排気フィルタユニット】
・グローブボックス排気フィルタユ
ニットの捕集効率について説明す
る。
【3.1.1(2)a.(a)ハ.(ハ) グローブ
ボックス給気フィルタ】
・グローブボックス給気フィルタに
よる気体廃棄物の処理について説明
する。

換気設備
【2-2】
458,459,460

構造設計
必要な捕集効率を有するフィルタの
構造であることを構造設計にて説明
する。

【Gr1】
グローブボックス給気フィルタ，グ
ローブボックス排気フィルタ及びグ
ローブボックス排気フィルタユニッ
トが，必要な捕集効率を有している
ことについて，Gr1にて代表で説明す
る。

－

添付書類 構成 添付書類 説明内容

第２回申請
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

30 グローブボックス排風機は，必要な排気能力を有する設計とする。 機能要求② グローブボックス排気設備 設計方針(処理能力)

Ⅴ－１－４
放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書
3. 施設の詳細設計方針
3.1 気体廃棄物の廃棄設備
3.1.1 設計基準対象の施設
(2) 設計方針
e. 気体廃棄物の廃棄物の換気風量
(a) 換気風量の設計の考え方及び算出方法
イ. 風量決定因子の考え方
(イ) 換気回数を満足するために必要な風量
(ロ) 機器発熱及び崩壊熱の除去に必要な風
量
(ハ) 負圧維持に必要な風量
(ニ) 給排気バランス調整のために必要な風
量
(ホ) 炭酸ガス濃度の抑制に必要な風量
(ヘ) 有害物質の希釈に必要な風量
(b) 各排気設備の換気風量
ハ. グローブボックス排気設備の換気風量
(イ) 考慮する因子
(ロ) 換気風量

【Ⅴ－１－４ 放射性廃棄物の廃棄施設に関
する説明書】
【3.1.1(2)e.(a)イ. 風量決定因子の考え
方】
・風量決定因子の考え方について説明する。
【3.1.1(2)e.(a)イ.(イ) 換気回数を満足す
るために必要な風量】
・換気回数を満足するために必要な風量につ
いて説明する。
【3.1.1(2)e.(a)イ.(ロ) 機器発熱及び崩壊
熱の除去に必要な風量】
・機器発熱及び崩壊熱の除去に必要な風量に
ついて説明する。
【3.1.1(2)e.(a)イ.(ハ) 負圧維持に必要な
風量】
・負圧維持に必要な風量について説明する。
【3.1.1(2)e.(a)イ.(ニ) 給排気バランス調
整のために必要な風量】
・給排気バランス調整のために必要な風量に
ついて説明する。
【3.1.1(2)e.(a)イ.(ホ) 炭酸ガス濃度の抑
制に必要な風量】
・炭酸ガス濃度の抑制に必要な風量について
説明する。
【3.1.1(2)e.(a)イ.(ヘ) 有害物質の希釈に
必要な風量】
・有害物質の希釈に必要な風量について説明
する。
【3.1.1(2)e.(b)ハ.(イ) 考慮する因子】
・換気風量の決定因子として考慮するものに
ついて説明する。
【3.1.1(2)e.(b)ハ.(ロ) 換気風量】
・決定因子に基づいて算出した換気風量につ
いて説明する。

グローブボックス排気設備
グローブボックス排風機

〈ファン〉
・容量
・原動機

Ⅴ－１－４
放射性廃棄物の廃棄施設に関す
る説明書
3. 施設の詳細設計方針
3.1 気体廃棄物の廃棄設備
3.1.1 設計基準対象の施設
(2) 設計方針
e. 気体廃棄物の廃棄物の換気
風量
(a) 換気風量の設計の考え方及
び算出方法
イ. 風量決定因子の考え方
(イ) 換気回数を満足するため
に必要な風量
(ロ) 機器発熱及び崩壊熱の除
去に必要な風量
(ハ) 負圧維持に必要な風量
(ニ) 給排気バランス調整のた
めに必要な風量
(ホ) 炭酸ガス濃度の抑制に必
要な風量
(ヘ) 有害物質の希釈に必要な
風量
(b) 各排気設備の換気風量
ハ. グローブボックス排気設備
の換気風量
(イ) 考慮する因子
(ロ) 換気風量

【Ⅴ－１－４ 放射性廃棄物の廃棄
施設に関する説明書】
【3.1.1(2)e.(a)イ. 風量決定因子
の考え方】
・風量決定因子の考え方について説
明する。
【3.1.1(2)e.(a)イ.(イ) 換気回数
を満足するために必要な風量】
・換気回数を満足するために必要な
風量について説明する。
【3.1.1(2)e.(a)イ.(ロ) 機器発熱
及び崩壊熱の除去に必要な風量】
・機器発熱及び崩壊熱の除去に必要
な風量について説明する。
【3.1.1(2)e.(a)イ.(ハ) 負圧維持
に必要な風量】
・負圧維持に必要な風量について説
明する。
【3.1.1(2)e.(a)イ.(ニ) 給排気バ
ランス調整のために必要な風量】
・給排気バランス調整のために必要
な風量について説明する。
【3.1.1(2)e.(a)イ.(ホ) 炭酸ガス
濃度の抑制に必要な風量】
・炭酸ガス濃度の抑制に必要な風量
について説明する。
【3.1.1(2)e.(a)イ.(ヘ) 有害物質
の希釈に必要な風量】
・有害物質の希釈に必要な風量につ
いて説明する。
【3.1.1(2)e.(b)ハ.(イ) 考慮する
因子】
・換気風量の決定因子として考慮す
るものについて説明する。
【3.1.1(2)e.(b)ハ.(ロ) 換気風
量】
・決定因子に基づいて算出した換気
風量について説明する。

換気設備○ －
【2-2】
461

サンプル１ 資料２の記載例 第20条抜粋
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個別補足説明資料一覧表
参考2-2

凡例：

設計ステップ

・許可段階で整理した内容についての補足をするもの。
・評価対象施設の選定は，許可段階での整理に基づくものであることから，この段階(ステップ１)とする。
・基本設計方針に相当する大きい内容のもの。
・下記以外で施設共通の内容となるもの。（運用要求に対する補足説明など）

２－１

・基本設計方針を受けた，具体的な設計方針の説明をするもの。
・評価対象部位の選定に係る内容のものは，解析・評価の前提条件(ステップ２－２)にあたるが，強度等を担保する部位(構造)についての内容も含んでいることから，ステップ
２－１にも該当させる。
・基本設計方針を受けた，評価方法/許容限界等について説明をするもの(ステップ２－２)のうち，評価/判定の内容を具体的な構造設計等と同時に説明することが合理的である
ものは，ステップ２－１にも該当させる。

３－１ ・具体的な設計方針を受けた，具体的な構造の説明をするもの。

２－２ ・基本設計方針を受けた，評価方法･許容限界等について説明をするもの

３－２ （該当する補足説明資料は設けない）※ステップ３－２は明確な基準に対する判定結果を示すものであり，補足がある場合はステップ２－２にて説明する。

２
・
３

１
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サンプル２ 個別補足説明資料一覧表の記載例（10条,20条抜粋）



各条文の基本設計方針に対する設計説明分類の紐付整理結果

凡例 「○」,「●」：代表で説明する設計説明分類 「△」,「▲」：代表以外の設計説明分類

※1：黒塗りの記号は評価を含む項目を示す。

※2：記号の後の数字は説明グループを示す。

シス
テム
設計

構造
設計

配置
設計

シス
テム
設計

構造
設計

配置
設計

シス
テム
設計

構造
設計

配置
設計

シス
テム
設計

構造
設計

配置
設計

シス
テム
設計

構造
設計

配置
設計

シス
テム
設計

構造
設計

配置
設計

シス
テム
設計

構造
設計

配置
設計

シス
テム
設計

構造
設計

配置
設計

シス
テム
設計

構造
設計

配置
設計

シス
テム
設計

構造
設計

配置
設計

シス
テム
設計

構造
設計

配置
設計

シス
テム
設計

構造
設計

配置
設計

シス
テム
設計

構造
設計

配置
設計

シス
テム
設計

構造
設計

配置
設計

シス
テム
設計

構造
設計

配置
設計

シス
テム
設計

構造
設計

配置
設計

シス
テム
設計

構造
設計

配置
設計

質量管理の核的制限値の設定に係るシ
ステム設計

△3 ○3 △3

形状寸法管理（平板厚さ，段数，体数
管理）及び質量管理（本数管理）の核
的制限値の設定に係るシステム設計

○3

質量管理の核的制限値の設定に係る評
価

▲3 ●3 ▲3

形状寸法管理（平板厚さ，段数，体数
管理）及び質量管理（本数管理）の核
的制限値の設定に係る評価

●3

質量管理を行う単一ユニットの配置設
計

△3 ○3 △3

形状寸法管理（平板厚さ，段数，体数
管理）及び質量管理（本数管理）を行
う単一ユニットの配置設計

○3

単一ユニット（運搬・製品容器）を貯
蔵するラック/ピット/棚の構造設計

○3

質量管理を行う単一ユニットの配置設
計に係る評価

▲3 ●3 ▲3

形状寸法管理（平板厚さ，段数，体数
管理）及び質量管理（本数管理）を行
う単一ユニットの配置設計に係る評価

●3

単一ユニット（運搬・製品容器）を貯
蔵するラック/ピット/棚の構造設計に
係る評価

●3

形状寸法管理（平板厚さ，段数，体数
管理）の核的制限値を維持するための
構造設計

容器が貯蔵する単一ユニットの形状
(高さ)以下となっていることを高さ確
認検知器又は高さ確認ゲートにより確
認するための構造設計

○3

形状寸法管理（段数）を行う単一ユ
ニットの核的制限値を設定する際の評
価条件となる運搬・製品容器の構造設
計

単一ユニット（運搬・製品容器）を貯
蔵するラック/ピット/棚の単一ユニッ
ト相互間の距離等を設定する際の評価
条件となる運搬・製品容器の構造設計

○3

4条-13 誤搬入防止機構のシステム設計 △3 ○3 △3 △3

クレーン等の固定することが困難な設
備・機器のユニット相互間の間隔維持
又は移動範囲の制限に係る構造設計

○3

基準地震動Ssによる地震力に対する
ラック/ピット/棚の構造設計に係る評
価

●3

4条-16
核燃料物質を取り扱う容器の構造部材
に係る構造設計

○3

4条-17
誤搬入防止機構のシステム設計
（4条-13のシステム設計と同じ設計展
開となるため代表にて説明）

△3 △3 △3 △3

4条-18
核燃料物質の落下及び脱落の防止に係
る構造設計

○3

質量管理の核的制限値の設定に係るシ
ステム設計及び評価
（4条-4,5のシステム設計と同じ設計
展開となるため代表で説明）

▲3 ▲3

形状寸法管理（平板厚さ，段数）の核
的制限値の設定に係るシステム設計及
び評価
（4条-4,5のシステム設計と同じ設計
展開となるため代表で説明）

▲3

誤搬入防止機構のシステム設計
（4条-13のシステム設計と同じ設計展
開となるため代表にて説明）

△3 △3

形状寸法管理（平板厚さ，段数）の核
的制限値を維持するための構造設計
（4条-12の構造設計と同じ設計展開と
なるため代表にて説明）

△3

形状寸法管理（段数）を行う単一ユ
ニットの核的制限値を設定する際の評
価条件となる運搬・製品容器の構造設
計
（4条-12の構造設計と同じ設計展開と
なるため代表にて説明）

△3

第4条
核燃料物質の臨界防止

4条-8

4条-9

4条-12

4条-15

4条-22

条文
基本設計方針

番号

グローブボックス
（オープンポート
ボックス，フード

を含む。）

グローブボックス
と同等の閉じ込め
機能を有する設備

機械装置・搬送設
備

施設外漏えい防止
堰

洞道運搬・製品容器

その他 (非管理区
域換気空調用設

備，窒素ガス供給
設備)

その他 (被覆施
設，組立施設等の

設備構成)

重大事故等対処設
備

ラック/ピット/棚 消火設備
火災防護設備
（ダンパ）

火災防護設備
（シャッタ）

警報設備等 遮蔽扉，遮蔽蓋換気設備
液体の放射性物質
を取り扱う設備

設計説明内容

4条-4

4条-5

サンプル３ 各条文の基本設計方針に対する設計説明分類の紐付整理結果の記載例（第4条抜粋）
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各条文の基本設計方針に対する設計説明分類の紐付整理結果

凡例 「○」,「●」：代表で説明する設計説明分類 「△」,「▲」：代表以外の設計説明分類

※1：黒塗りの記号は評価を含む項目を示す。

※2：記号の後の数字は説明グループを示す。

シス
テム
設計

構造
設計

配置
設計

シス
テム
設計

構造
設計

配置
設計

シス
テム
設計

構造
設計

配置
設計

シス
テム
設計

構造
設計

配置
設計

シス
テム
設計

構造
設計

配置
設計

シス
テム
設計

構造
設計

配置
設計

シス
テム
設計

構造
設計

配置
設計

シス
テム
設計

構造
設計

配置
設計

シス
テム
設計

構造
設計

配置
設計

シス
テム
設計

構造
設計

配置
設計

シス
テム
設計

構造
設計

配置
設計

シス
テム
設計

構造
設計

配置
設計

シス
テム
設計

構造
設計

配置
設計

シス
テム
設計

構造
設計

配置
設計

シス
テム
設計

構造
設計

配置
設計

シス
テム
設計

構造
設計

配置
設計

シス
テム
設計

構造
設計

配置
設計

条文
基本設計方針

番号

グローブボックス
（オープンポート
ボックス，フード

を含む。）

グローブボックス
と同等の閉じ込め
機能を有する設備

機械装置・搬送設
備

施設外漏えい防止
堰

洞道運搬・製品容器

その他 (非管理区
域換気空調用設

備，窒素ガス供給
設備)

その他 (被覆施
設，組立施設等の

設備構成)

重大事故等対処設
備

ラック/ピット/棚 消火設備
火災防護設備
（ダンパ）

火災防護設備
（シャッタ）

警報設備等 遮蔽扉，遮蔽蓋換気設備
液体の放射性物質
を取り扱う設備

設計説明内容

質量管理を行う単一ユニットの配置設
計及び評価
（4条-8,9の配置設計と同じ設計展開
となるため代表にて説明）

▲3 ▲3

形状寸法管理（平板厚さ，段数）を行
う単一ユニットの配置設計及び評価
（4条-8,9の配置設計と同じ設計展開
となるため代表にて説明）

▲3

形状寸法管理（段数）の核的制限値の
設定に係るシステム設計及び評価
（4条-4,5のシステム設計と同じ設計
展開となるため代表で説明）

▲3

形状寸法管理（段数，体数管理）の核
的制限値を維持するための構造設計
（4条-12の構造設計と同じ設計展開と
なるため代表にて説明）

△3

形状寸法管理（段数）を行う単一ユ
ニットの核的制限値を設定する際の評
価条件となる運搬・製品容器の構造設
計
（4条-12の構造設計と同じ設計展開と
なるため代表にて説明）

△3

4条-25

形状寸法管理（段数，体数）を行う単
一ユニットの配置設計及び評価
（4条-8,9の配置設計と同じ設計展開
となるため代表にて説明）

▲3

形状寸法管理（段数）及び質量管理
（本数管理）の核的制限値の設定に係
るシステム設計及び評価
（4条-4,5のシステム設計と同じ設計
展開となるため代表で説明）

▲3

誤搬入防止機構のシステム設計
（4条-13のシステム設計と同じ設計展
開となるため代表にて説明）

△3

単一ユニット（運搬・製品容器）を貯
蔵するラック/ピット/棚の構造設計及
び評価
（4条-8,9の構造設計と同じ設計展開
となるため代表で説明）

▲3

形状寸法管理（段数）の核的制限値を
維持するための構造設計
（4条-12の構造設計と同じ設計展開と
なるため代表にて説明）

△3

形状寸法管理（段数）を行う単一ユ
ニットの核的制限値を設定する際の評
価条件となる運搬・製品容器の構造設
計
（4条-12の構造設計と同じ設計展開と
なるため代表にて説明）

△3

形状寸法管理（段数）及び質量管理
（本数管理）を行う単一ユニットの配
置設計及び評価
（4条-8,9の配置設計と同じ設計展開
となるため代表にて説明）

▲3

質量管理の核的制限値の設定に係るシ
ステム設計及び評価
（4条-4,5のシステム設計と同じ設計
展開となるため代表で説明）

▲3 ▲3

誤搬入防止機構のシステム設計
（4条-13のシステム設計と同じ設計展
開となるため代表にて説明）

△3 △3

4条-29

質量管理を行う単一ユニットの配置設
計
（4条-8,9の配置設計と同じ設計展開
となるため代表にて説明）

▲3 ▲3

第4条
核燃料物質の臨界防止

4条-24

4条-26

4条-27

4条-23

サンプル３ 各条文の基本設計方針に対する設計説明分類の紐付整理結果の記載例（第4条抜粋）

23



 

 

 

 

 

サンプル４ 
 

耐震に係る共通 12資料 2， 
資料３①及び資料３②の記載例 
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
第五条、第二十六条（地盤）、第六条、第二十七条（地震による損傷の防止））

別紙２

説明対象
申請対象設備
（2項変更②）

申請対象設備
1項新規①）

仕様表 添付書類 添付書類における記載
設計説明分類
(下線は代表)

説明対象機器
(資料1の「番号」列

との紐付け）

耐震設計
(下線は計算書作成対象)

解析モデル等 設計プロセス条件 設計説明分類の設計分類 設計分類の考え方 説明グループの考え方 関連する個別補足説明資料
項目番

号
基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第２回申請

添付書類 構成（１） 添付書類 説明内容（１） 添付書類 構成（２） 添付書類 説明内容（２）

Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針
1. 概要

2. 耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

11 なお，以下の項目における建物・構築物とは，建物，構築物及び土木
構造物の総称とする。

定義 基本方針 基本方針 Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針

2. 耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

【2. 耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
・「Ⅲ 耐震性に関する説明書」における建物・構築物とは，建物，構築物及び土木
構造物の総称とする。
・MOX燃料加工施設の構築物は排気筒であり，土木構造物は洞道である。

― ―

12 a. 安全機能を有する施設
(a) 安全機能を有する施設は，地震の発生によって生ずるおそれがあ
る安全機能の喪失及びそれに続く放射線による公衆への影響を防止す
る観点から，施設の安全機能が喪失した場合の影響の相対的な程度

以下 耐震重要度」という。）に応じて，Ｓクラス，Ｂクラス又は
Ｃクラスに分類し，それぞれの耐震重要度に応じた地震力に十分耐え
られる設計とする。

冒頭宣言
6,27条-

34,42,61-1】

基本方針 基本方針 Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針

2. 耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針
【2. 耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
(1) 安全機能を有する施設
a.安全機能を有する施設は，地震の発生によって生ずるおそれがある安全機能の喪
失及びそれに続く放射線による公衆への影響を防止する観点から，各施設の安全機
能が喪失した場合の影響の相対的な程度 以下「耐震重要度」という。)に応じて，
Ｓクラス，Ｂクラス及びＣクラスに分類 以下 耐震重要度分類」という。）し，
それぞれの耐震重要度に応じた地震力に十分耐えられる設計とする。

― ―

構造設計 Ｓクラスのグローブボックスは，基準地震動Ｓ
ｓによる地震力に対してその安全機能が損なわ
れるおそれがない構造であることを構造設計に
て説明する。

・申請施設における評価対象施設，
評価項目・部位の網羅性及び代表性
を示すため，先行発電プラント及び
MOX燃料加工施設における既設工認と
の評価手法の相違点の整理について
示す。

耐震建物01 耐震評価対象の網羅
性，既設工認との手法の相違点の整
理について 建物，構築物・機器，配
管系)】

評価 Ｓクラスのグローブボックスは，基準地震動Ｓ
ｓによる地震力に対してその安全機能が損なわ
れるおそれがないことを評価にて説明する。

―

構造設計 Ｓクラスのファン，フィルタ，ダクト，配管及
びダンパは，基準地震動Ｓｓによる地震力に対
してその安全機能が損なわれるおそれがない構
造であることを構造設計にて説明する。

No.14，グローブボックス オープ
ンポートボックス，フードを含
む。），構造設計）と同じ。

評価 Ｓクラスのファン，フィルタ，ダクト，配管及
びダンパは，基準地震動Ｓｓによる地震力に対
してその安全機能が損なわれるおそれがないこ
とを評価にて説明する。

―

構造設計 Ｓクラスの容器，配管及び弁は，基準地震動Ｓ
ｓによる地震力に対してその安全機能が損なわ
れるおそれがない構造であることを構造設計に
て説明する。

No.14，グローブボックス オープ
ンポートボックス，フードを含
む。），構造設計）と同じ。

評価 Ｓクラスの容器，配管及び弁は，基準地震動Ｓ
ｓによる地震力に対してその安全機能が損なわ
れるおそれがないことを評価にて説明する。

―

構造設計 Ｓクラスのダンパは，基準地震動Ｓｓによる地
震力に対してその安全機能が損なわれるおそれ
がない構造であることを構造設計にて説明す
る。

No.14，グローブボックス オープ
ンポートボックス，フードを含
む。），構造設計）と同じ。

評価 Ｓクラスのダンパは，基準地震動Ｓｓによる地
震力に対してその安全機能が損なわれるおそれ
がないことを評価にて説明する。

―

15 建物・構築物については，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，建
物・構築物全体としての変形能力 耐震壁のせん断ひずみ等）が終局
耐力時の変形に対して十分な余裕を有し，部材・部位ごとのせん断ひ
ずみ・応力等が終局耐力時のせん断ひずみ・応力等に対して，妥当な
安全余裕を有する設計とする。

有限要素モデル】
・グローブボックス

質点系モデル】
・ファン
・制御盤
・フィルタ

標準支持間隔】
・ダクト，配管
・ダンパ

質点系モデル】
・制御盤

有限要素モデル】
・容器ユニット
・選択弁ユニット

標準支持間隔】
配管

・弁

質点系モデル】
・制御盤

標準支持間隔】
・ダンパ

第１回申請と同一 ―
基本設計方針No.12～33に係る冒頭宣言のため)

― ―10 第1章 共通項目
3. 自然現象等
3.1 地震による損傷の防止
3.1.1 耐震設計
1) 耐震設計の基本方針

MOX燃料加工施設は，次の方針に基づき耐震設計を行う。

冒頭宣言
6,27条-12

～33】

基本方針 基本方針 Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針
【1. 概要】
・MOX燃料加工施設の耐震設計が「加工施設の技術基準に関する規則」(以下「技術
基準規則」という。)第五条及び第二十六条 地盤)並びに第六条及び第二十七条 地
震による損傷の防止)に適合することを説明するものである。
・上記条文以外への適合性を説明する各資料にて基準地震動Ｓｓに対して機能を保
持するとしているものとして，第四条 核燃料物質の臨界防止)に係る地震時に単一
ユニット間距離の確保が必要な設備の耐震性については「Ⅲ－３ 地震時に単一ユ
ニッ 間距離の確保が必要な設備の耐震性に関する説明書」，第十条 閉じ込めの機
能)に係る地震時に窒素循環の経路維持が必要な設備については「Ⅲ－４ 地震時に
窒素循環の経路維持が必要な設備の耐震性に関する説明書」，第十一条及び第二十
九条 火災等による損傷の防止)に係る火災防護設備の耐震性については「Ⅲ－５
火災防護設備の耐震性に関する説明書」にて説明する。第十二条 加工施設内におけ
る溢水による損傷の防止)に係る溢水防護設備の耐震性については後次回にて申請す
る「Ⅲ－６ 溢水への配慮が必要な施設の耐震性に関する説明書」にて次回以降に
詳細を説明する。また，第三十条 重大事故等対処設備)に係る地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震性については「Ⅲ－７ 地震を要因とする重大事故等
に対する施設の耐震性に関する説明書」にて説明する。

【2. 耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
・MOX燃料加工施設の耐震設計は，安全機能を有する施設については，地震により安
全機能が損なわれるおそれがないこと，重大事故等対処施設については地震により
重大事故に至るおそれがある事故又は重大事故に対処するために必要な機能が損な
われるおそれがないことを目的とし，「技術基準規則」に適合する設計とする。

13 (b) 耐震重要施設（(a)においてＳクラスに分類する施設をいう。）
は，その供用中に大きな影響を及ぼすおそれがある地震動（事業(変
更)許可を受けた基準地震動 以下「基準地震動Ｓｓ」という。））に
よる地震力に対してその安全機能が損なわれるおそれがない設計とす
る。

冒頭宣言
6,27条-

14】

基本方針 基本方針 Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針
2. 耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

10. 耐震計算の基本方針

第１回申請と同一

第１回申請と同一

―
（定義のため）

―
基本設計方針No.34,42,61-1に係る冒頭宣言のため)

ダンパ 制御盤含
む）：S

○ 粉末一時保管設備
ペレット一時保管設備
スクラップ貯蔵設備
製品ペレッ 貯蔵設備

14 (c) Ｓクラスの施設は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対してその安
全機能が損なわれるおそれがない設計とする。

冒頭宣言
6,27条-

15,16】
評価要求

基本方針
Ｓクラスの施設

基本方針
評価

Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針
【2. 耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
(1)安全機能を有する施設
c.・Ｓクラスの施設は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対してその安全機能が損な
われるおそれがない設計とする。

【10. 耐震計算の基本方針】
・耐震設計方針に基づいて設計した施設について，耐震計算を行うにあたり，既設
工認で実績があり，かつ， 新の知見に照らしても妥当な手法及び条件を用いるこ
とを基本とする
・ 新の知見を適用する場合は，その妥当性及び適用可能性を確認したうえで適用
する。
・耐震計算における動的地震力の水平方向及び鉛直方向の組合せについては，水平1
方向及び鉛直方向地震力の組合せが耐震性に及ぼす影響を評価うする。
・評価対象設備である配管系，機器 容器及びポンプ類)及び電気計装品 盤，装置及
び器具)のうち，複数設備に共通して適用する計算方法については，「Ⅲ－１－１－
11－１ 配管の耐震支持方針」，「Ⅲ－１－１－11－２ ダクトの耐震支持方
針」，「Ⅲ－１－２ 耐震計算に関する基本方針」及び「Ⅲ－１－３ 耐震性に関
する計算書作成の基本方針」に示す。

― ―

Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方
針
2. 耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

10. 耐震計算の基本方針

Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針
2. 耐震設計の基本方針】
2.1 基本方針】

・施設の設計に当たり考慮する，基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄの概要
を「Ⅲ－１－１－１ 基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄの概要」に示す。
1)安全機能を有する施設

b 耐震重要施設（a.においてＳクラスに分類する施設をいう。)は，その供用中に大
きな影響を及ぼすおそれがある地震動 事業 変更)許可を受けた基準地震動 以下
「基準地震動Ｓｓ」という。))による地震力に対してその安全機能が損なわれるお
それがない設計とする。
h.安全機能を有する施設の構造計画に際しては，地震の影響が低減されるように考
慮する。

10. 耐震計算の基本方針】
耐震設計方針に基づいて設計した施設について，耐震計算を行うに当たり，既設

工認で実績があり，かつ， 新の知見に照らしても妥当な手法及び条件を用いるこ
とを基本とする。
・ 新の知見を適用する場合は，その妥当性及び適用可能性を確認した上で適用す
る。

耐震計算における動的地震力の水平方向及び鉛直方向の組合せについては，水平1
方向及び鉛直方向地震力の組合せで実施した上で，その計算結果に基づき水平2方向
及び鉛直方向地震力の組合せが耐震性に及ぼす影響を評価する。
・評価対象設備である配管系，機器 容器及びポンプ類)及び電気計装品 盤，装置及
び器具)のうち，複数設備に共通して適用する計算方法については，「Ⅲ－１－１－
11－１ 配管の耐震支持方針」，「Ⅲ－１－１－11－２ ダクトの耐震支持方
針」，「Ⅲ－１－２ 耐震計算に関する基本方針」及び「Ⅲ－１－３ 耐震性に関
する計算書作成の基本方針」に示す。
・評価に用いる温度については， 高使用温度及び環境温度を適切に考慮する。そ
のうち環境温度については「Ⅴ－１－１－４－１ 安全機能を有する施設が使用され
る条件の下における健全性に関する説明書」の「3.2 1)b. 環境温度及び湿度によ
る影響」及び「Ⅴ－１－１－４－２ 重大事故等対処設備が使用される条件の下にお
ける健全性に関する説明書」の「4. 2 b. 環境温度及び湿度による影響」に記載の
環境温度を踏まえて設定する。

―
基本設計方針No.14に係る冒頭宣言のため)

【Gr1】
・Ｓクラスの施設について，基準地震動Ｓｓによる地震
力に対してその安全機能が損なわれるおそれがない構造
とすることは，共通方針であることから，Gr1にて代表
として説明する。

No.14〉
・換気設備
・消火設備
・火災防護設備（ダンパ）

○ ― ― ―Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針
【2. 耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
・施設の設計に当たり考慮する，基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄの概要
を「Ⅲ－１－１－１ 基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄの概要」に示す。
(1)安全機能を有する施設
b 耐震重要施設（a.においてＳクラスに分類する施設をいう。)は，その供用中に大
きな影響を及ぼすおそれがある地震動 事業 変更)許可を受けた基準地震動 以下
「基準地震動Ｓｓ」という。))による地震力に対してその安全機能が損なわれるお
それがない設計とする。
h.安全機能を有する施設の構造計画に際しては，地震の影響が低減されるように考
慮する。

【10. 耐震計算の基本方針】
・耐震設計方針に基づいて設計した施設について，耐震計算を行うに当たり，既設
工認で実績があり，かつ， 新の知見に照らしても妥当な手法及び条件を用いるこ
とを基本とする。
・ 新の知見を適用する場合は，その妥当性及び適用可能性を確認した上で適用す
る。
・耐震計算における動的地震力の水平方向及び鉛直方向の組合せについては，水平1
方向及び鉛直方向地震力の組合せで実施した上で，その計算結果に基づき水平2方向
及び鉛直方向地震力の組合せが耐震性に及ぼす影響を評価する。
・評価対象設備である配管系，機器 容器及びポンプ類)及び電気計装品 盤，装置及
び器具)のうち，複数設備に共通して適用する計算方法については，「Ⅲ－１－１－
11－１ 配管の耐震支持方針」，「Ⅲ－１－１－11－２ ダクトの耐震支持方
針」，「Ⅲ－１－２ 耐震計算に関する基本方針」及び「Ⅲ－１－３ 耐震性に関
する計算書作成の基本方針」に示す。
・評価に用いる温度については， 高使用温度及び環境温度を適切に考慮する。そ
のうち環境温度については「Ⅴ－１－１－４－１ 安全機能を有する施設が使用され
る条件の下における健全性に関する説明書」の「3.2(1 b. 環境温度及び湿度によ
る影響」及び「Ⅴ－１－１－４－２ 重大事故等対処設備が使用される条件の下にお
ける健全性に関する説明書」の「4. 2 b. 環境温度及び湿度による影響」に記載の
環境温度を踏まえて設定する。

― ―

冒頭宣言
6,27条-

75】

基本方針 基本方針 Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針
2. 耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

換気設備 ファン 制御盤含
む） S

フィルタ：S

ダクト，配管：S

ダンパ：S

―

消火設備

―Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針
2. 耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

10. 耐震計算の基本方針

― Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方
針
2. 耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

10. 耐震計算の基本方針

Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針
2. 耐震設計の基本方針】
2.1 基本方針】

1)安全機能を有する施設
c.・Ｓクラスの施設は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対してその安全機能が損な
われるおそれがない設計とする。

10. 耐震計算の基本方針】
耐震設計方針に基づいて設計した施設について，耐震計算を行うにあたり，既設

工認で実績があり，かつ， 新の知見に照らしても妥当な手法及び条件を用いるこ
とを基本とする
・ 新の知見を適用する場合は，その妥当性及び適用可能性を確認したうえで適用
する。

耐震計算における動的地震力の水平方向及び鉛直方向の組合せについては，水平1
方向及び鉛直方向地震力の組合せが耐震性に及ぼす影響を評価うする。
・評価対象設備である配管系，機器 容器及びポンプ類)及び電気計装品 盤，装置及
び器具)のうち，複数設備に共通して適用する計算方法については，「Ⅲ－１－１－
11－１ 配管の耐震支持方針」，「Ⅲ－１－１－11－２ ダクトの耐震支持方
針」，「Ⅲ－１－２ 耐震計算に関する基本方針」及び「Ⅲ－１－３ 耐震性に関
する計算書作成の基本方針」に示す。

グローブボックス
オープンポート

ボックス，フードを
含む。）

グローブボックス：S

容器（制御盤含む）
S

配管：S

弁（ユニット架台含
む）：S

火災防護設備(ダン
パ)

Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方
針
2. 耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針
2. 耐震設計の基本方針】
2.1 基本方針】

1)安全機能を有する施設
c.
・機器 配管系については，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，塑性域に達す
るひずみが生じる場合であっても，その量が小さなレベルに留まって破断延性限界
に十分な余裕を有し，その施設の機能を保持できるように設計する。

動的機器等については，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，当該機器に要求
される機能を維持する設計とする。このうち，動的機能が要求される機器について
は，当該機器の構造，動作原理等を考慮した評価を行い，既往の研究等で機能維持
の確認がなされた機能確認済加速度等を超えないことを確認する。

―

―

原料MOX粉末缶一時保管設備
工程室排気設備
グローブボックス排気設備
外部放出抑制設備
代替グローブボックス排気設備
消火設備
火災影響軽減設備

―

整理中

整理中

整理中

整理中

機器 配管系については，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，そ
の施設に要求される機能を保持する設計とし，塑性域に達するひずみ
が生じる場合であっても，その量が小さなレベルに留まって破断延性
限界に十分な余裕を有し，その施設に要求される機能に影響を及ぼさ
ない，また，動的機器等については，基準地震動Ｓｓによる応答に対
してその設備に要求される機能を保持する設計とする。なお，動的機
能が要求される機器については，当該機器の構造，動作原理等を考慮
した評価を行い，既往の研究等で機能維持の確認がなされた機能確認
済加速度等を超えていないことを確認する。

冒頭宣言
6,27条-

28,78】

基本方針
動的機能維持等対象設備

基本方針
評価

Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針
2. 耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針
【2. 耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
(1)安全機能を有する施設
c.
・機器・配管系については，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，塑性域に達す
るひずみが生じる場合であっても，その量が小さなレベルに留まって破断延性限界
に十分な余裕を有し，その施設の機能を保持できるように設計する。
・動的機器等については，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，当該機器に要求
される機能を維持する設計とする。このうち，動的機能が要求される機器について
は，当該機器の構造，動作原理等を考慮した評価を行い，既往の研究等で機能維持
の確認がなされた機能確認済加速度等を超えないことを確認する。

―

第１回申請と同一Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針
【2. 耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
（1）安全機能を有する施設
c.
・Ｓクラスの施設は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対してその安全機能が損なわ
れるおそれがない設計とする。
・建物・構築物については，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，建物・構築物
全体としての変形能力 耐震壁のせん断ひずみ等)が終局耐力時の変形に対して十分
な余裕を有し，部材・部位ごとのせん断ひずみ・応力等が終局耐力時のせん断ひず
み・応力等に対して，妥当な安全余裕を有する設計とする。

― ― ―
基本設計方針No.75に係る冒頭宣言のため)

―
基本設計方針No.28,78に係る冒頭宣言のため)

○ 粉末一時保管設備
ペレット一時保管設備
スクラップ貯蔵設備
製品ペレッ 貯蔵設備

原料MOX粉末缶一時保管設備
工程室排気設備
グローブボックス排気設備
外部放出抑制設備
代替グローブボックス排気設備
消火設備
火災影響軽減設備

―16

【Gr1 No.14 グローブボックス オープンポートボッ
クス，フードを含む。）】
・Ｓクラスの施設について，基準地震動Ｓｓによる地震
力に対してその安全機能が損なわれるおそれがない構造
とすることは，共通方針であることから，Gr1にてNo.14
「グローブボックス オープンポートボックス，フード
を含む。）」を代表に説明する。

【Gr1 No.14 グローブボックス オープンポートボッ
クス，フードを含む。）】
・Ｓクラスの施設について，基準地震動Ｓｓによる地震
力に対してその安全機能が損なわれるおそれがない構造
とすることは，共通方針であることから，Gr1にてNo.14
「グローブボックス オープンポートボックス，フード
を含む。）」を代表に説明する。

【Gr1 No.14 グローブボックス オープンポートボッ
クス，フードを含む。）】
・Ｓクラスの施設について，基準地震動Ｓｓによる地震
力に対してその安全機能が損なわれるおそれがない構造
とすることは，共通方針であることから，Gr1にてNo.14
「グローブボックス オープンポートボックス，フード
を含む。）」を代表に説明する。

サンプル４ 耐震に係る資料2記載例
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
第五条、第二十六条（地盤）、第六条、第二十七条（地震による損傷の防止））

別紙２

説明対象
申請対象設備
（2項変更②）

申請対象設備
1項新規①）

仕様表 添付書類 添付書類における記載
設計説明分類
(下線は代表)

説明対象機器
(資料1の「番号」列

との紐付け）

耐震設計
(下線は計算書作成対象)

解析モデル等 設計プロセス条件 設計説明分類の設計分類 設計分類の考え方 説明グループの考え方 関連する個別補足説明資料
項目番

号
基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第２回申請

添付書類 構成（１） 添付書類 説明内容（１） 添付書類 構成（２） 添付書類 説明内容（２）

構造設計 Ｓクラスのグローブボックスは，弾性設計用地
震動Sｄによる地震力又は静的地震力のいずれか
大きい方の地震力に対しておおむね弾性状態に
留まる範囲で耐えられる構造であることを構造
設計にて説明する。

・申請施設における評価対象施設，
評価項目・部位の網羅性及び代表性
を示すため，先行発電プラント及び
MOX燃料加工施設における既設工認と
の評価手法の相違点の整理について
示す。

耐震建物01 耐震評価対象の網羅
性，既設工認との手法の相違点の整
理について 建物，構築物・機器，配
管系)】

評価 Ｓクラスのグローブボックスは，弾性設計用地
震動Sｄによる地震力又は静的地震力のいずれか
大きい方の地震力に対しておおむね弾性状態に
留まる範囲で耐えられることを評価にて説明す
る。

―

構造設計 Ｓクラスのファン，フィルタ，ダクト，配管及
びダンパは，弾性設計用地震動Sｄによる地震力
又は静的地震力のいずれか大きい方の地震力に
対しておおむね弾性状態に留まる範囲で耐えら
れる構造であることを構造設計にて説明する。

No.17，グローブボックス オープ
ンポートボックス，フードを含
む。），構造設計）と同じ。

評価 Ｓクラスのファン，フィルタ，ダクト，配管及
びダンパは，弾性設計用地震動Sｄによる地震力
又は静的地震力のいずれか大きい方の地震力に
対しておおむね弾性状態に留まる範囲で耐えら
れることを評価にて説明する。

―

構造設計 Ｓクラスの容器，配管及び弁は，弾性設計用地
震動Sｄによる地震力又は静的地震力のいずれか
大きい方の地震力に対しておおむね弾性状態に
留まる範囲で耐えられる構造であることを構造
設計にて説明する。

No.17，グローブボックス オープ
ンポートボックス，フードを含
む。），構造設計）と同じ。

評価 Ｓクラスの容器，配管及び弁は，弾性設計用地
震動Sｄによる地震力又は静的地震力のいずれか
大きい方の地震力に対しておおむね弾性状態に
留まる範囲で耐えられることを評価にて説明す
る。

―

構造設計 Ｓクラスのダンパは，弾性設計用地震動Sｄによ
る地震力又は静的地震力のいずれか大きい方の
地震力に対しておおむね弾性状態に留まる範囲
で耐えられる構造であることを構造設計にて説
明する。

No.17，グローブボックス オープ
ンポートボックス，フードを含
む。），構造設計）と同じ。

評価 Ｓクラスのダンパは，弾性設計用地震動Sｄによ
る地震力又は静的地震力のいずれか大きい方の
地震力に対しておおむね弾性状態に留まる範囲
で耐えられることを評価にて説明する。

―

―
基本設計方針No.75に係る冒頭宣言のため)

―
基本設計方針No.78に係る冒頭宣言のため)

―
基本設計方針No.45,46,50に係る冒頭宣言のため）

有限要素モデル】
・グローブボックス

質点系モデル】
・ファン
・制御盤
・フィルタ

標準支持間隔】
・ダクト，配管
・ダンパ

質点系モデル】
・制御盤

有限要素モデル】
・容器ユニット
・選択弁ユニット

標準支持間隔】
配管

・弁

質点系モデル】
・制御盤

標準支持間隔】
・ダンパ

○ 粉末一時保管設備
ペレット一時保管設備
スクラップ貯蔵設備
製品ペレッ 貯蔵設備

原料MOX粉末缶一時保管設備
工程室排気設備
グローブボックス排気設備
外部放出抑制設備
代替グローブボックス排気設備
消火設備
火災影響軽減設備

― Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方
針

2. 耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

― ―17 また，Ｓクラスの施設は，事業 変更)許可を受けた弾性設計用地震動
以下「弾性設計用地震動Ｓｄ」という。）による地震力又は静的地

震力のいずれか大きい方の地震力に対しておおむね弾性状態に留まる
範囲で耐えられる設計とする。

冒頭宣言
6,27条-

18,19】
評価要求

基本方針
Ｓクラスの施設

基本方針
評価

Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針

2. 耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針
【2. 耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
・施設の設計に当たり考慮する，基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄの概要
を「Ⅲ－１－１－１ 基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄの概要」に示す。
(1)安全機能を有する施設
c.
・Ｓクラスの施設は，事業 変更)許可を受けた弾性設計用地震動 以下「弾性設計
用地震動Ｓｄ」という。）による地震力又は静的地震力のいずれか大きい方の地震
力に対しておおむね弾性状態に留まる範囲で耐える設計とする。

換気設備 ファン 制御盤含
む）：S

フィルタ：S

ダクト，配管：S

ダンパ S

―

消火設備 容器（ユニット架台含
む）（制御盤含む）：
S

配管（ユニット架台含
む） S

弁（ユニット架台含
む）：S

―

火災防護設備(ダン
パ)

ダンパ 制御盤含
む）：S

―

Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針
2. 耐震設計の基本方針】
2.1 基本方針】

・施設の設計に当たり考慮する，基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄの概要
を「Ⅲ－１－１－１ 基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄの概要」に示す。
1)安全機能を有する施設

c.
・Ｓクラスの施設は，事業(変更)許可を受けた弾性設計用地震動（以下「弾性設計
用地震動Ｓｄ」という。）による地震力又は静的地震力のいずれか大きい方の地震
力に対しておおむね弾性状態に留まる範囲で耐える設計とする。

グローブボックス
オープンポート

ボ クス フードを
含む。）

グローブボックス：S ― 【Gr1】
・Ｓクラスの施設について，弾性設計用地震動Sｄによ
る地震力又は静的地震力のいずれか大きい方の地震力に
対しておおむね弾性状態に留まる範囲で耐えられる構造
とすることは，共通方針であることから，Gr1にて代表
として説明する。

No.17〉
・換気設備
・消火設備
・火災防護設備（ダンパ）

整理中

整理中

整理中

整理中

19 機器・配管系については，弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静
的地震力のいずれか大きい方の地震力による応答が全体的におおむね
弾性状態に留まる設計とする。

冒頭宣言
6,27条-

78】

基本方針 基本方針 Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針
2. 耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針
【2. 耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
c.
・機器・配管系については，弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力の
いずれか大きい方の地震力により応答が全体的におおむね弾性状態に留まる設計と
する。

―

第１回申請と同一Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針
【2. 耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
(1)安全機能を有する施設
c.
・建物・構築物については，弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力の
いずれか大きい方の地震力により発生する応力に対して，建築基準法等の安全上適
切と認められる規格及び基準による許容応力度を許容限界とする。

― ―18 建物・構築物については，弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静
的地震力のいずれか大きい方の地震力により発生する応力に対して，
建築基準法等の安全上適切と認められる規格及び基準による許容応力
度を許容限界とする。

冒頭宣言
6,27条-

75】

基本方針 基本方針 Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針
2. 耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

d) Ｓクラスの施設について，静的地震力は，水平地震力と鉛直地震
力が同時に不利な方向の組合せで作用するものとする。
また，基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力は，水
平2方向及び鉛直方向について適切に組み合わせて算定するものとす
る。

冒頭宣言
6,27条-

45,46,50】

基本方針
Ｓクラスの施設

基本方針
評価

第１回申請と同一―

Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針
2. 耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針
2. 耐震設計の基本方針】
2.1 基本方針】

1)安全機能を有する施設
d.
・Ｓクラスの施設について，静的地震力は水平方向地震力と鉛直方向地震力が同時
に不利な方向の組み合わせて作用するものとする。
・基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力は，水平2方向及び鉛直方
向について適切に組み合わせて算定するものとする。

○ 粉末一時保管設備
ペレット一時保管設備
スクラップ貯蔵設備
製品ペレッ 貯蔵設備

原料MOX粉末缶一時保管設備
工程室排気設備
グローブボックス排気設備
外部放出抑制設備
代替グローブボックス排気設備
消火設備
火災影響軽減設備

―

Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方
針
2. 耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針
【2. 耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
(1)安全機能を有する施設
d.
・Ｓクラスの施設について，静的地震力は水平方向地震力と鉛直方向地震力が同時
に不利な方向の組み合わせて作用するものとする。
・基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力は，水平2方向及び鉛直方
向について適切に組み合わせて算定するものとする。

― ―20

【Gr1 No.17 グローブボックス オープンポートボッ
クス，フードを含む。）】
・Ｓクラスの施設について，弾性設計用地震動Sｄによ
る地震力又は静的地震力のいずれか大きい方の地震力に
対しておおむね弾性状態に留まる範囲で耐えられる構造
とすることは，共通方針であることから，Gr1にてNo.17
「グローブボックス オープンポートボックス，フード
を含む。）」を代表に説明する。

【Gr1 No.17 グローブボックス オープンポートボッ
クス，フードを含む。）】
・Ｓクラスの施設について，弾性設計用地震動Sｄによ
る地震力又は静的地震力のいずれか大きい方の地震力に
対しておおむね弾性状態に留まる範囲で耐えられる構造
とすることは，共通方針であることから，Gr1にてNo.17
「グローブボックス オープンポートボックス，フード
を含む。）」を代表に説明する。

【Gr1 No.17 グローブボックス オープンポートボッ
クス，フードを含む。）】
・Ｓクラスの施設について，弾性設計用地震動Sｄによ
る地震力又は静的地震力のいずれか大きい方の地震力に
対しておおむね弾性状態に留まる範囲で耐えられる構造
とすることは，共通方針であることから，Gr1にてNo.17
「グローブボックス オープンポートボックス，フード
を含む。）」を代表に説明する。

サンプル４ 耐震に係る資料2記載例
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
第五条、第二十六条（地盤）、第六条、第二十七条（地震による損傷の防止））

別紙２

説明対象
申請対象設備
（2項変更②）

申請対象設備
1項新規①）

仕様表 添付書類 添付書類における記載
設計説明分類
(下線は代表)

説明対象機器
(資料1の「番号」列

との紐付け）

耐震設計
(下線は計算書作成対象)

解析モデル等 設計プロセス条件 設計説明分類の設計分類 設計分類の考え方 説明グループの考え方 関連する個別補足説明資料
項目番

号
基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第２回申請

添付書類 構成（１） 添付書類 説明内容（１） 添付書類 構成（２） 添付書類 説明内容（２）

グローブボックスと
同等の閉じ込め機能
を有する設備

整理中 ・スタック乾燥装置：
B-1

有限要素モデル】
・スタック乾燥装置

― 構造設計 Bクラスのグローブボックスと同等の閉じ込め機
能を有する設備は，静的地震力に対して，おお
むね弾性状態に留まる範囲で耐える設計である
ことを構造設計にて説明する。

また，Bクラスのグローブボックスと同等の閉
じ込め機能を有する設備は，共振のおそれのあ
る設備であるため，弾性設計用地震動Sdに2分の
1を乗じたものに対して，おおむね弾性状態に留
まる範囲で耐える設計であることを構造設計に
て説明する。

換気設備 整理中 ・ファン：B-4，C

・フィルタ B B-1，C

・ダクト，配管：B-
1，B-4，C

・ダンパ：C

・機械装置 B-4

・給気設備：C

・排気筒：C

質点系モデル】
・ファン
・フィルタ
・機械装置

標準支持間隔】
・ダクト，配管
・ダンパ

― 構造設計 B，Cクラスの換気設備は，静的地震力に対し
て，おおむね弾性状態に留まる範囲で耐える設
計であることを構造設計にて説明する。

また，Bクラスの換気設備のうち，共振のおそ
れのある施設については，弾性設計用地震動Sd
に2分の1を乗じたものに対して，おおむね弾性
状態に留まる範囲で耐える設計であることを構
造設計にて説明する。

液体の放射性物質を
取り扱う設備

整理中 容器：C

・ポンプ：C

・ろ過装置：C

配管：C※
※二重配管のうち，外
配管をBクラスとす
る。

標準支持間隔】
配管

― 構造設計 Cクラスの液体の放射性物質を取り扱 設備は，
静的地震力に対して，おおむね弾性状態に留ま
る範囲で耐える設計であることを構造設計にて
説明する。

機械装置 搬送設備 整理中 機械装置 搬送設
備：B,B-1，C

有限要素モデル】
・機械装置・搬送設
備

― 構造設計 B，Cクラスの機械装置 搬送設備は，静的地震
力に対して，おおむね弾性状態に留まる範囲で
耐える設計であることを構造設計にて説明す
る。

また，Bクラスの機械装置・搬送設備のうち，
共振のおそれのある施設については，弾性設計
用地震動Sdに2分の1を乗じたものに対して，お
おむね弾性状態に留まる範囲で耐える設計であ
ることを構造設計にて説明する。

施設外漏えい防止堰 整理中 ・施設外漏えい防止
堰：C

― ― 構造設計 Cクラスの施設外漏えい防止堰は，静的地震力に
対して，おおむね弾性状態に留まる範囲で耐え
る設計であることを構造設計にて説明する。

洞道 整理中 貯蔵容器搬送用洞
道：B※

・洞道遮蔽 B

・火災区域構造物及び
火災区画構造物：C

建物・構築物】
・洞道

― 構造設計 B，Cクラスの洞道は，静的地震力に対して，お
おむね弾性状態に留まる範囲で耐える設計であ
ることを構造設計にて説明する。

※貯蔵容器搬送用洞道の耐震設計はBクラスであ
るが，後次回申請の洞道搬送台車 耐震設計 B-
1)の耐震設計に必要な設計用床応答曲線を作成
するために，弾性設計用地震動Sdに2分の1を乗
じたものを用いて評価する。

ラック/ピット/棚 整理中 ・ラック/ピット/棚：
B B-1,B-3

質点系モデル】
・ラック/ピット/棚

有限要素モデル】
・ラック/ピット/棚

― 構造設計 Bクラスのラック/ピット/棚は，静的地震力に対
して，おおむね弾性状態に留まる範囲で耐える
設計であることを構造設計にて説明する。

また，Bクラスのラック/ピット/棚のうち，共
振のおそれのある施設については，弾性設計用
地震動Sdに2分の1を乗じたものに対して，おお
むね弾性状態に留まる範囲で耐える設計である
ことを構造設計にて説明する。

消火設備 整理中 ・容器：C

・主要弁：C

配管：C

― ― 構造設計 Cクラスの消火設備は，静的地震力に対して，お
おむね弾性状態に留まる範囲で耐える設計であ
ることを構造設計にて説明する。

火災防護設備（ダン
パ）

整理中 ・ダンパ：C ― ― 構造設計 Cクラスの火災防護設備 ダンパ）は，静的地震
力に対して，おおむね弾性状態に留まる範囲で
耐える設計であることを構造設計にて説明す
る。

火災防護設備
（シャッタ）

整理中 ・シャッタ：C ― ― 構造設計 Cクラスの火災防護設備（シャッタ）は，静的地
震力に対して，おおむね弾性状態に留まる範囲
で耐える設計であることを構造設計にて説明す
る。

警報設備等 整理中 ・計装/放管設備（計
測装置）：C

― ― 構造設計 Cクラスの警報設備等は，静的地震力に対して，
おおむね弾性状態に留まる範囲で耐える設計で
あることを構造設計にて説明する。

遮蔽扉，遮蔽蓋 整理中 ・遮蔽設備 B，B-1,C 有限要素モデル】
・遮蔽扉

― 構造設計 B，Cクラスの遮蔽扉，遮蔽蓋は，静的地震力に
対して，おおむね弾性状態に留まる範囲で耐え
る設計であることを構造設計にて説明する。

また，Bクラスの遮蔽扉，遮蔽蓋のうち，共振
のおそれのある施設については，弾性設計用地
震動Sdに2分の1を乗じたものに対して，おおむ
ね弾性状態に留まる範囲で耐える設計であるこ
とを構造設計にて説明する。

その他 非管理区域
換気空調設備、窒素
ガス供給設備）

整理中 その他 非管理区域換
気空調設備、窒素ガス
供給設備）：C

― ― 構造設計 Cクラスのその他（非管理区域換気空調設備、窒
素ガス供給設備）は，静的地震力に対して，お
おむね弾性状態に留まる範囲で耐える設計であ
ることを構造設計にて説明する。

その他 被覆施設、
組立施設等の設備構
成）

整理中 その他 被覆施設，組
立施設等の設備構
成）：C

― ― 構造設計 Cクラスのその他（被覆施設、組立施設等の設備
構成）は，静的地震力に対して，おおむね弾性
状態に留まる範囲で耐える設計であることを構
造設計にて説明する。

整理中

―

―

【Gr1 No.21 グローブボックス オープンポートボッ
クス，フードを含む。）】
・B，Cクラスの施設について，静的地震力に対しておお
むね弾性状態に留まる範囲で耐える構造とすること，B
クラスの施設のうち，共振のおそれのある施設について
は，弾性設計用地震動Sdに2分の1を乗じたものに対し
て，おおむね弾性状態に留まる範囲で耐える構造とする
ことは，共通方針であることから，Gr1にてNo.21「グ
ローブボックス（オープンポートボックス，フードを含
む。）」を代表に説明する。

21 (e) Ｂクラス及びＣクラスの施設は，静的地震力に対しておおむね弾
性状態に留まる範囲で耐えられる設計とする。また，Ｂクラスの施設
のうち，共振のおそれのある施設については，その影響についての検
討を行う。検討に用いる地震動は，弾性設計用地震動Ｓｄに２分の１
を乗じたものとする。当該地震動による地震力は，水平2方向及び鉛直
方向について適切に組み合わせて算定するものとする。

冒頭宣言
【6,27条-
47,76,79】
評価要求

基本方針
Ｂクラス及びＣクラスの施設

＜Ｂクラスの施設＞
挿入溶接設備
燃料棒検査設備
燃料棒解体設備
燃料集合体組立設備
燃料集合体洗浄設備
燃料集合体検査設備
燃料集合体組立工程搬送設備
梱包・出荷設備
原料MOX粉末缶一時保管設備
ウラン貯蔵設備
燃料集合体貯蔵設備
窒素循環設備
分析設備

＜Ｃクラスの施設＞
燃料加工建屋 施設外漏えい防止堰)
挿入溶接設備
燃料棒解体設備
燃料集合体組立設備
梱包・出荷設備
ウラン貯蔵設備
燃料棒貯蔵設備
建屋排気設備
工程室排気設備
給気設備
排気筒
外部放出抑制設備
低レベル廃液処理設備
消火設備
火災影響軽減設備
分析設備
給排水衛生設備
空調用冷水設備
空調用蒸気設備
非管理区域換気空調設備
窒素循環冷却機用冷却水設備
酸素ガス設備

―基本方針
評価方法

Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針
【2. 耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
(1)安全機能を有する施設
e.Ｂクラス及びＣクラスの施設は，静的地震力に対しておおむね弾性状態に留まる
範囲で耐えられる設計とする。
・Ｂクラス施設のうち，共振のおそれのある施設については，その影響についての
検討を行う。検討に用いる地震動は，弾性設計用地震動Ｓｄに２分の１を乗じたも
のとする。当該地震動による地震力は，水平２方向及び鉛直方向について適切に組
み合わせて算定するものとする。

【5. 機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.5 許容限界】
(1)安全機能を有する施設
b.機器・配管系
b)Ｂクラス及びＣクラスの機器 配管系

・上記b.(a)ロ.による応力を許容限界とする。

【10. 耐震計算の基本方針】
・耐震設計方針に基づいて設計した施設について，耐震計算を行うに当たり，既設
工認で実績があり，かつ， 新の知見に照らしても妥当な手法及び条件を用いるこ
とを基本とする。
・ 新の知見を適用する場合は，その妥当性及び適用可能性を確認した上で適用す
る。
・耐震計算における動的地震力の水平方向及び鉛直方向の組合せについては，水平1
方向及び鉛直方向地震力の組合せで実施した上で，その計算結果に基づき水平2方向
及び鉛直方向地震力の組合せが耐震性に及ぼす影響を評価する。

― ― Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方
針

2. 耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

5. 機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.5 許容限界

10. 耐震計算の基本方針

Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針
2. 耐震設計の基本方針】
2.1 基本方針】

1)安全機能を有する施設
e.Ｂクラス及びＣクラスの施設は，静的地震力に対しておおむね弾性状態に留まる
範囲で耐えられる設計とする。
・Ｂクラス施設のうち，共振のおそれのある施設については，その影響についての
検討を行う。検討に用いる地震動は，弾性設計用地震動Ｓｄに２分の１を乗じたも
のとする。当該地震動による地震力は，水平２方向及び鉛直方向について適切に組
み合わせて算定するものとする。

5. 機能維持の基本方針】
5.1 構造強度】
5.1.5 許容限界】

1)安全機能を有する施設
b.機器 配管系
(b)Ｂクラス及びＣクラスの機器・配管系
・上記b.(a)ロ.による応力を許容限界とする。

10. 耐震計算の基本方針】
耐震設計方針に基づいて設計した施設について，耐震計算を行うに当たり，既設

工認で実績があり，かつ， 新の知見に照らしても妥当な手法及び条件を用いるこ
とを基本とする。
・ 新の知見を適用する場合は，その妥当性及び適用可能性を確認した上で適用す
る。

耐震計算における動的地震力の水平方向及び鉛直方向の組合せについては，水平1
方向及び鉛直方向地震力の組合せで実施した上で，その計算結果に基づき水平2方向
及び鉛直方向地震力の組合せが耐震性に及ぼす影響を評価する。

○ ＜Ｂクラスの施設＞
貯蔵容器搬送用洞道
スタック編成設備
スタック乾燥設備
燃料棒検査設備
燃料棒収容設備
燃料棒加工工程搬送設備
燃料集合体組立工程搬送設備
貯蔵容器一時保管設備
粉末一時保管設備
ペレット一時保管設備
スクラップ貯蔵設備
製品ペレッ 貯蔵設備
燃料棒貯蔵設備

＜Ｃクラスの施設＞
火災防護設備
冷却設備
窒素ガス供給設備
ヘリウムガス設備
圧縮空気供給設備

Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針

2. 耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

5. 機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.5 許容限界

10. 耐震計算の基本方針

グローブボックス
オープンポート

ボ クス フードを
含む。）

グローブボックス：
B B-1，C

オープンポートボック
ス：C

フード：C

有限要素モデル】
・グローブボックス

― 構造設計 B，Cクラスのグローブボックスは，静的地震力
に対して，おおむね弾性状態に留まる範囲で耐
える設計であることを構造設計にて説明する。

また，Bクラスのグローブボックスのうち，共
振のおそれのある施設については，弾性設計用
地震動Sdに2分の1を乗じたものに対して，おお
むね弾性状態に留まる範囲で耐える設計である
ことを構造設計にて説明する。

【Gr1】
・B，Cクラスの施設について，静的地震力に対しておお
むね弾性状態に留まる範囲で耐える構造とすること，B
クラスの施設のうち，共振のおそれのある施設について
は，弾性設計用地震動Sdに2分の1を乗じたものに対し
て，おおむね弾性状態に留まる範囲で耐える構造とする
ことは，共通方針であることから，Gr1にて代表として
説明する。

No.21〉
・グローブボックスと同等の閉じ込め機能を有する設備
・換気設備
・液体の放射性物質を取り扱う設備
・機械装置・搬送設備
・施設外漏えい防止堰
・洞道
・ラック/ピット/棚
・消火設備
・火災防護設備（ダンパ）
・火災防護設備（シャッタ）
・警報設備等
・遮蔽扉・遮蔽蓋
・その他（非管理区域換気空調設備，窒素ガス供給設
備）
・その他（被覆施設，組立施設等の設備構成）

サンプル４ 耐震に係る資料2記載例
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
第五条、第二十六条（地盤）、第六条、第二十七条（地震による損傷の防止））

別紙２

説明対象
申請対象設備
（2項変更②）

申請対象設備
1項新規①）

仕様表 添付書類 添付書類における記載
設計説明分類
(下線は代表)

説明対象機器
(資料1の「番号」列

との紐付け）

耐震設計
(下線は計算書作成対象)

解析モデル等 設計プロセス条件 設計説明分類の設計分類 設計分類の考え方 説明グループの考え方 関連する個別補足説明資料
項目番

号
基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第２回申請

添付書類 構成（１） 添付書類 説明内容（１） 添付書類 構成（２） 添付書類 説明内容（２）

構造設計 ・下位クラス施設となるグローブボックスは，
防護対象設備に波及的影響を及ぼさないよう，
必要な強度を有する構造であることを構造設計
にて説明する。

・申請施設における評価対象施設，
評価項目・部位の網羅性及び代表性
を示すため，先行発電プラント及び
MOX燃料加工施設における既設工認と
の評価手法の相違点の整理について
示す。

耐震建物01 耐震評価対象の網羅
性，既設工認との手法の相違点の整
理について 建物 構築物・機器 配

評価 ・下位クラス施設となるグローブボックスは，
防護対象設備に波及的影響を及ぼさないよう，
必要な強度を有することを評価にて説明する。

―

構造設計 ・下位クラス施設となるラック/ピット/棚は，
防護対象設備に波及的影響を及ぼさないよう，
必要な強度を有する構造であることを構造設計
にて説明する。

No.22，グローブボックス オープ
ンポートボックス，フードを含
む。），構造設計）と同じ。

評価 下位クラス施設となるラック/ピット/棚は，
防護対象設備に波及的影響を及ぼさないよう，
必要な強度を有することを評価にて説明する。

―

構造設計 ・下位クラス施設となる機械装置・搬送設備
は，防護対象設備に波及的影響を及ぼさないよ
う，必要な強度を有する構造であることを構造
設計にて説明する。

No.22，グローブボックス オープ
ンポートボックス，フードを含
む。），構造設計）と同じ。

評価 ・下位クラス施設となる機械装置・搬送設備
は，防護対象設備に波及的影響を及ぼさないよ
う，必要な強度を有することを評価にて説明す
る。

―

構造設計 ・下位クラス施設となる遮蔽扉，遮蔽蓋は，防
護対象設備に波及的影響を及ぼさないよう，必
要な強度を有する構造であることを構造設計に
て説明する。

No.22，グローブボックス オープ
ンポートボックス，フードを含
む。），構造設計）と同じ。

評価 ・下位クラス施設となる遮蔽扉，遮蔽蓋は，防
護対象設備に波及的影響を及ぼさないよう，必
要な強度を有することを評価にて説明する。

―

構造設計 ・下位クラス施設となる換気設備は，防護対象
設備に波及的影響を及ぼさないよう，必要な強
度を有する構造であることを構造設計にて説明
する。

No.22，グローブボックス オープ
ンポートボックス，フードを含
む。），構造設計）と同じ。

評価 ・下位クラス施設となる換気設備は，防護対象
設備に波及的影響を及ぼさないよう，必要な強
度を有することを評価にて説明する。

―

構造設計 ・下位クラス施設となる火災防護設備(シャッ
タ)は，防護対象設備に波及的影響を及ぼさない
よう，必要な強度を有する構造であることを構
造設計にて説明する。

No.22，グローブボックス オープ
ンポートボックス，フードを含
む。），構造設計）と同じ。

評価 ・下位クラス施設となる火災防護設備(シャッ
タ)は，防護対象設備に波及的影響を及ぼさない
よう，必要な強度を有することを評価にて説明
する。

―

Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針

2. 耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

25 重大事故等対処施設について，施設の各設備が有する重大事故等に対
処するために必要な機能及び設置状態を踏まえて，常設耐震重要重大
事故等対処設備，常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事
故等対処設備に分類し，それぞれの設備分類に応じて設計する。

冒頭宣言
6,27条-

39,40】

基本方針 基本方針 Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針
2. 耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

【2. 耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針 】
(2) 重大事故等対処施設
a.
・重大事故等対処施設について，施設の各設備が有する重大事故等に対処するため
に必要な機能及び設置状態を踏まえて，重大事故等が発生した場合において対処す
るために必要な機能を有する設備であって常設のもの 以下「常設重大事故等対処設
備」という。)を，常設耐震重要重大事故等対処設備及び常設耐震重要重大事故等対
処設備以外の常設重大事故等対処設備に分類し，それぞれの設備分類に応じて設計
する。

― ―

評価 常設耐震重要重大事故等対処設備のフィルタ，
ダクト，配管及びダンパが基準地震動Ssによる
地震力に対して必要な機能が損なわれないこと
を評価にて説明する。

―

27 建物・構築物については，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，建
物・構築物全体としての変形能力 耐震壁のせん断ひずみ等）が終局
耐力時の変形に対して十分な余裕を有し，部材・部位ごとのせん断ひ
ずみ・応力等が終局耐力時のせん断ひずみ・応力等に対して，妥当な
安全余裕を有する設計とする。

冒頭宣言
6,27条-

80】

基本方針 基本方針 Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針
2. 耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針
【2. 耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
(2)重大事故等対処施設
b.
・建物・構築物については，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，建物・構築物
全体としての変形能力 耐震壁のせん断ひずみ等)が終局耐力時の変形に対して十分
な余裕を有し，部材，・部位ごとのせん断ひずみ・応力等に対して妥当な安全余裕
を有する設計とする。

― ―

整理中

整理中

整理中

整理中

整理中

整理中

整理中

―

質点系モデル】
・フィルタ

標準支持間隔】
・ダクト，配管
・ダンパ

【Gr5】
・常設耐震重要重大事故等対処設備について，基準地震
動Ssによる地震力に対して必要な機能が損なわれない構
造とすることを，Gr5にて説明する。

―
基本設計方針No.39,40に係る冒頭宣言のため)

―
基本設計方針No.80に係る冒頭宣言のため)

有限要素モデル】
・グローブボックス

質点系モデル】
・ラック/ピット/棚

有限要素モデル】
・ラック/ピット/棚

有限要素モデル】
・機械装置・搬送設
備

Ⅲ－１－１－４
3. 波及的影響を考慮した施設の設計方針
3.1 波及的影響を考慮した施設の設計の観点

Ⅲ－１－１－４
3.波及的影響を考慮した施設の設計方針】
3.1 波及的影響を考慮した施設の設計の観点】

・波及的影響を考慮した施設の設計においては，「加工施設の位置、構造及び設備
の基準に関する規則の解釈別記３」 以下「別記３」という。)に記載の以下の4つの
観点で実施する。
1) 設置地盤及び地震応答性状の相違に起因する相対変位又は不等沈下による影響
2) 耐震重要施設と下位クラス施設との接続部における相互影響
3) 建屋内における下位クラス施設の損傷，転倒及び落下による耐震重要施設への

影響
4) 建屋外における下位クラス施設の損傷，転倒及び落下による耐震重要施設への

影響

・原子力施設情報公開ライブラリ NUCIA：ニューシア)から，原子力施設の地震被害
情報を抽出し，その要因を整理する。地震被害の発生要因が別記３ 1)～(4)の観点
に分類されない要因については，その要因も設計の観点に追加する。
・常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設に対する波及
的影響については，上記に示す(1)～ 4)の4つの観点について， 耐震重要施設」を
「常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設」に，「安全
機能」を「重大事故等に対処するために必要な機能」に読み替えて適用する。

遮蔽扉 B-2 ―

換気設備

○ 粉末一時保管設備
ペレット一時保管設備
スクラップ貯蔵設備
製品ペレッ 貯蔵設備

原料MOX粉末缶一時保管設備
排気筒
火災影響軽減設備
分析設備

― Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方
針
2. 耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

6. 構造計画と配置計画

10. 耐震計算の基本方針

Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針
2. 耐震設計の基本方針】
2.1 基本方針】

1)安全機能を有する施設
f 耐震重要施設は，耐震重要度の下位クラスに属する施設(安全機能を有する施設以
外の施設及び資機材等含む)の波及的影響によって，その安全機能を損なわない設計
とする。

6. 構造計画 配置計画】
・安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設の構造計画及び配置計画に際して
は，地震の影響が低減されるように考慮する。
・建物・構築物は，原則として剛構造とし，重要な建物・構築物は，地震力に対し
十分な支持性能を有する地盤に支持させる。剛構造としない建物・構築物は，剛構
造と同等又はそれを上回る耐震安全性を確保する。

耐震設計において地下水位の低下を期待する建物・構築物は，周囲の地下水を排
水し，基礎スラブ底面レベル以深に地下水位を維持できるよう地下水排水設備(サブ
ドレンポンプ，水位検出器等)を設置する。
地下水排水設備は，安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設に適用される要
求事項を満足するように設計する。また，上記より対象となる建物・構築物の評価
に影響するため，建物・構築物の機能要求を満たすように，基準地震動Ｓｓによる
地震力に対して機能を維持するとともに，非常用電源設備からの給電が可能な設計
とすることとし，その評価を「Ⅲ－２－１ 耐震重要施設等の耐震性に関する計算
書」のうち地下水排水設備の耐震性についての計算書に示す。
・機器 配管系は，応答性状を適切に評価し，適用する地震力に対して構造強度を
有する設計とする。配置に自由度のあるものは，耐震上の観点からできる限り重心
位置を低くし，かつ，安定性のよい据え付け状態になるよう，「9. 機器 配管系
の支持方針について」に示す方針に従い配置する。
・下位クラス施設は，耐震重要施設及び常設耐震重要重大事故等対処設備が設置さ
れる重大事故等対処施設に対して離隔を取 配置する又は耐震重要施設及び常設耐
震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の重大事故等に対処す
るために必要な機能を保持する設計とする。

10. 耐震計算の基本方針】
耐震設計方針に基づいて設計した施設について，耐震計算を行うに当たり，既設

工認で実績があり，かつ， 新の知見に照らしても妥当な手法及び条件を用いるこ
とを基本とする。
・ 新の知見を適用する場合は，その妥当性と適用可能性を確認した上で適用す
る。

耐震計算における動的地震力の水平方向及び鉛直方向の組合せについては，水平1
方向及び鉛直方向地震力の組合せで実施した上で，その計算結果に基づき水平2方向
及び鉛直方向地震力の組合せが耐震性に及ぼす影響を評価する。
・評価対象設備である配管系，機器 容器及びポンプ類)及び電気計装品 盤，装置及
び器具)のうち，複数設備に共通して適用する計算方法については，「Ⅲ－１－１－
11－１ 配管の耐震支持方針」，「Ⅲ－１－１－11－２ ダクトの耐震支持方
針」，「Ⅲ－１－２ 耐震計算に関する基本方針」及び「Ⅲ－１－３ 耐震性に関
する計算書作成の基本方針」に示す。

22 f) 耐震重要施設は，耐震重要度の下位のクラスに属する施設の波及
的影響によって，その安全機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言
6,27条-

88】
評価要求

基本方針

耐震重要施設に対し波及的影響を及
ぼすおそれのある耐震重要度の下位
クラス施設

基本方針
設計方針
評価

Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針
【2. 耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
(1)安全機能を有する施設
f 耐震重要施設は，耐震重要度の下位クラスに属する施設 安全機能を有する施設以
外の施設及び資機材等含む)の波及的影響によって，その安全機能を損なわない設計
とする。
【6. 構造計画と配置計画】
・安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設の構造計画及び配置計画に際して
は，地震の影響が低減されるように考慮する。
・建物・構築物は，原則として剛構造とし，重要な建物・構築物は，地震力に対し
十分な支持性能を有する地盤に支持させる。剛構造としない建物・構築物は，剛構
造と同等又はそれを上回る耐震安全性を確保する。
・耐震設計において地下水位の低下を期待する建物・構築物は，周囲の地下水を排
水し，基礎スラブ底面レベル以深に地下水位を維持できるよう地下水排水設備(サブ
ドレンポンプ，水位検出器等)を設置する。
地下水排水設備は，安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設に適用される要
求事項を満足するように設計する。また，上記より対象となる建物・構築物の評価
に影響するため，建物・構築物の機能要求を満たすように，基準地震動Ｓｓによる
地震力に対して機能を維持するとともに，非常用電源設備からの給電が可能な設計
とすることとし，その評価を「Ⅲ－２－１ 耐震重要施設等の耐震性に関する計算
書」のうち地下水排水設備の耐震性についての計算書に示す。
・機器・配管系は，応答性状を適切に評価し，適用する地震力に対して構造強度を
有する設計とする。配置に自由度のあるものは，耐震上の観点からできる限り重心
位置を低くし，かつ，安定性のよい据え付け状態になるよう，「9. 機器・配管系
の支持方針について」に示す方針に従い配置する。
・下位クラス施設は，耐震重要施設及び常設耐震重要重大事故等対処設備が設置さ
れる重大事故等対処施設に対して離隔を取り配置する又は耐震重要施設及び常設耐
震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の重大事故等に対処す
るために必要な機能を保持する設計とする。

【10. 耐震計算の基本方針】
・耐震設計方針に基づいて設計した施設について，耐震計算を行うに当たり，既設
工認で実績があり，かつ， 新の知見に照らしても妥当な手法及び条件を用いるこ
とを基本とする。
・ 新の知見を適用する場合は，その妥当性と適用可能性を確認した上で適用す
る。
・耐震計算における動的地震力の水平方向及び鉛直方向の組合せについては，水平1
方向及び鉛直方向地震力の組合せで実施した上で，その計算結果に基づき水平2方向
及び鉛直方向地震力の組合せが耐震性に及ぼす影響を評価する。
・評価対象設備である配管系，機器 容器及びポンプ類)及び電気計装品 盤，装置及
び器具)のうち，複数設備に共通して適用する計算方法については，「Ⅲ－１－１－
11－１ 配管の耐震支持方針」，「Ⅲ－１－１－11－２ ダクトの耐震支持方
針」，「Ⅲ－１－２ 耐震計算に関する基本方針」及び「Ⅲ－１－３ 耐震性に関
する計算書作成の基本方針」に示す。

グローブボックス
オープンポート

ボックス，フードを
含む。）

・グローブボックス：
B 2

―

有限要素モデル】
・遮蔽扉

質点系モデル】
・ファン

建物・構築物】
・排気筒

有限要素モデル】
・シャッタ

23 (g) 耐震重要施設については，周辺地盤の変状により，その安全機能
が損なわれるおそれがない設計とする。

評価要求 基本方針
耐震重要施設

基本方針 Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針
【2. 耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
(1)安全機能を有する施設
g.
・耐震重要施設については，周辺地盤の変状により，その安全機能が損なわれるお
それがない設計とする。
・耐震重要施設のうち周辺地盤の液状化のおそれがある施設は，その周辺地盤の液
状化を考慮した場合においても，支持機能及び構造健全性が確保される設計とす
る。
・建物・構築物の基礎地盤として置き換えるマンメイドロック（以下「MMR」とい
う。）については，基盤面及び周辺地盤の掘削に対する不陸整正及び建物・構築物
がMMRを介して鷹架層に支持されることを目的とする。そのため，直下の鷹架層と同
等以上の支持性能を有する設計とし，接地圧に対する支持性能評価においては鷹架
層の支持力を適用する。
・これらの地盤の評価については，「Ⅲ－１－１－２ 地盤の支持性能に係る基本
方針」に示す。

ファン：C-1

排気筒：C-1

火災防護設備
(シャッタ)

シャッタ：C-1

Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針
2. 耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

6. 構造計画と配置計画

10. 耐震計算の基本方針

ラック/ピット/棚 ・ラック/ピット/
棚 B-2

―

機械装置・搬送設備 ・機械装置・搬送設
備：B-2,C-1

―

遮蔽扉，遮蔽蓋

―

【Gr1】
・下位クラス施設について，防護対象設備に波及的影響
を及ぼさないよう，必要な強度を有する構造とすること
は，共通方針であることから，Gr1にて代表として説明
する。

No.22〉
・ラック/ピット/棚
・機械装置・搬送設備
・遮蔽扉・遮蔽蓋
・換気設備
・火災防護設備（シャッタ）

第１回申請と同一

―
基本設計方針No.39,42,61-1に係る冒頭宣言のため)

第１回申請と同一24 b. 重大事故等対処施設
(a) 重大事故等対処施設について，安全機能を有する施設の耐震設計
における動的地震力又は静的地震力に対する設計方針を踏襲し，重大
事故等対処施設の構造上の特徴，重大事故等時における運転状態及び
重大事故等の状態で施設に作用する荷重等を考慮し，適用する地震力
に対して重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれ
がない設計とする。

冒頭宣言
6,27条-

39,42,61-1】

基本方針 基本方針 Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針
2. 耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針
【2. 耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
(2)重大事故等対処施設
a.
・重大事故等対処施設について，安全機能を有する施設の耐震設計における動的地
震力又は静的地震力に対する設計方針を踏襲し，重大事故等対処施設の構造上の特
徴，重大事故等における運転状態及び重大事故等の状態で施設に作用する荷重等を
考慮し，適用する地震力に対して重大事故等に対処するために必要な機能が損なわ
れるおそれがない設計とする。

― ―

第１回申請と同一 ―
第1回申請と同じ内容であるため）

― ―

第１回申請と同一

常設耐震重要重大事故等対処設備のフィルタ，
ダクト，配管及びダンパが基準地震動Ssによる
地震力に対して必要な機能が損なわれない構造
であることを構造設計にて説明する。

2. 耐震設計の基本方針】
2.1 基本方針】

2) 重大事故等対処施設
b.
・常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設は，基準地震
動Ｓｓによる地震力に対して，重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれ
るおそれがない設計とする。
h.
・重大事故等対処施設の構造計画及び配置計画に際しては，地震の影響が低減され
るように考慮する。

10. 耐震計算の基本方針】
耐震設計方針に基づいて設計した施設について，耐震計算を行うに当たり，既設

工認で実績があり，かつ， 新の知見に照らしても妥当な手法及び条件を用いるこ
とを基本とする。
・ 新の知見を適用する場合は，その妥当性及び適用可能性を確認した上で適用す
る。

耐震計算における動的地震力の水平方向及び鉛直方向の組合せについては，水平1
方向及び鉛直方向地震力の組合せで実施した上で，その計算結果に基づき水平2方向
及び鉛直方向地震力の組合せが耐震性に及ぼす影響を評価する。
・評価対象設備である配管系，機器 容器及びポンプ類)及び電気計装品 盤，装置及
び器具)のうち，複数設備に共通して適用する計算方法については，「Ⅲ－１－１－
11－１ 配管の耐震支持方針」，「Ⅲ－１－１－11－２ ダクトの耐震支持方
針」，「Ⅲ－１－２ 耐震計算に関する基本方針」及び「Ⅲ－１－３ 耐震性に関
する計算書作成の基本方針」に示す。

重大事故等対処設備 常設耐震重要重大事故
等対処設備

― 構造設計○ ― 外部放出抑制設備
代替グローブボックス排気設備

― Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方
針
2. 耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

10. 耐震計算の基本方針

機器・配管系については，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，そ
の施設に要求される機能を保持する設計とし，塑性域に達するひずみ
が生じる場合であっても，その量が小さなレベルに留まって破断延性
限界に十分な余裕を有し，その施設に要求される機能に影響を及ぼさ
ない設計とする。また，動的機器等については，基準地震動Ｓｓによ
る応答に対して，その設備に要求される機能を保持する設計とする。
なお，動的機能が要求される機器については，当該機器の構造，動作
原理等を考慮した評価を行い，既往の研究等で機能維持の確認がなさ
れた機能確認済加速度等を超えていないことを確認する。

冒頭宣言
6,27条-61-

1,84】

基本方針
常設耐震重要重大事故等対処設備が
設置される重大事故等対処施設

基本方針
評価

Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針
2. 耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

― ―26 (b)常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設
は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して重大事故等に対処するため
に必要な機能が損なわれるおそれがない設計とする。

冒頭宣言
【6,27条-
27,28】
評価要求

基本方針
常設耐震重要重大事故等対処設備が
設置される重大事故等対処施設

基本方針
評価

【2. 耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
(2) 重大事故等対処施設
b.
・常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設は，基準地震
動Ｓｓによる地震力に対して，重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれ
るおそれがない設計とする。
h.
・重大事故等対処施設の構造計画及び配置計画に際しては，地震の影響が低減され
るように考慮する。
【10. 耐震計算の基本方針】
・耐震設計方針に基づいて設計した施設について，耐震計算を行うに当たり，既設
工認で実績があり，かつ， 新の知見に照らしても妥当な手法及び条件を用いるこ
とを基本とする。
・ 新の知見を適用する場合は，その妥当性及び適用可能性を確認した上で適用す
る。
・耐震計算における動的地震力の水平方向及び鉛直方向の組合せについては，水平1
方向及び鉛直方向地震力の組合せで実施した上で，その計算結果に基づき水平2方向
及び鉛直方向地震力の組合せが耐震性に及ぼす影響を評価する。
・評価対象設備である配管系，機器 容器及びポンプ類)及び電気計装品 盤，装置及
び器具)のうち，複数設備に共通して適用する計算方法については，「Ⅲ－１－１－
11－１ 配管の耐震支持方針」，「Ⅲ－１－１－11－２ ダクトの耐震支持方
針」，「Ⅲ－１－２ 耐震計算に関する基本方針」及び「Ⅲ－１－３ 耐震性に関
する計算書作成の基本方針」に示す。

Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針
【2. 耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
(2)重大事故等対処施設
b.
・機器・配管系については，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，その施設に要
求される機能を保持するように設計し，塑性域に達するひずみが生じる場合であっ
ても，その量が小さなレベルに留まって破断延性限界に十分な余裕を有し，その施
設に要求される機能を保持できる設計とする。
・動的機器等については，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，当該機器に要求
される機能を維持する設計とする。このうち，動的機能が要求される機器について
は，当該機器の構造，動作原理等を考慮した評価を行い，既往の研究等で機能維持
の確認がなされた機能確認済加速度等を超えないことを確認する。

Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針
2. 耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

10. 耐震計算の基本方針

―
(基本設計方針No.61-1,84に係る冒頭宣言のため)

Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針
2. 耐震設計の基本方針】
2.1 基本方針】

2)重大事故等対処施設
b.
・機器 配管系については，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，その施設に要
求される機能を保持するように設計し，塑性域に達するひずみが生じる場合であっ
ても，その量が小さなレベルに留まって破断延性限界に十分な余裕を有し，その施
設に要求される機能を保持できる設計とする。

動的機器等については，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，当該機器に要求
される機能を維持する設計とする。このうち，動的機能が要求される機器について
は，当該機器の構造，動作原理等を考慮した評価を行い，既往の研究等で機能維持
の確認がなされた機能確認済加速度等を超えないことを確認する。

○ ― ― ― Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方
針
2. 耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

28 ― ―

【Gr1 No.22 グローブボックス オープンポートボッ
クス，フードを含む。）】
・下位クラス施設について，防護対象設備に波及的影響
を及ぼさないよう，必要な強度を有する構造とすること
は，共通方針であることから，Gr1にてNo.22「グローブ
ボックス（オープンポートボックス，フードを含
む。）」を代表に説明する。

【Gr1 No.22 グローブボックス オープンポートボッ
クス，フードを含む。）】
・下位クラス施設について，防護対象設備に波及的影響
を及ぼさないよう，必要な強度を有する構造とすること
は，共通方針であることから，Gr1にてNo.22「グローブ
ボックス（オープンポートボックス，フードを含
む。）」を代表に説明する。

【Gr1 No.22 グローブボックス オープンポートボッ
クス，フードを含む。）】
・下位クラス施設について，防護対象設備に波及的影響
を及ぼさないよう，必要な強度を有する構造とすること
は，共通方針であることから，Gr1にてNo.22「グローブ
ボックス（オープンポートボックス，フードを含
む。）」を代表に説明する。

【Gr1 No.22 グローブボックス オープンポートボッ
クス，フードを含む。）】
・下位クラス施設について，防護対象設備に波及的影響
を及ぼさないよう，必要な強度を有する構造とすること
は，共通方針であることから，Gr1にてNo.22「グローブ
ボックス（オープンポートボックス，フードを含
む。）」を代表に説明する。

【Gr1 No.22 グローブボックス オープンポートボッ
クス，フードを含む。）】
・下位クラス施設について，防護対象設備に波及的影響
を及ぼさないよう，必要な強度を有する構造とすること
は，共通方針であることから，Gr1にてNo.22「グローブ
ボックス（オープンポートボックス，フードを含
む。）」を代表に説明する。

・申請施設における評価対象施設，
評価項目・部位の網羅性及び代表性
を示すため，先行発電プラント及び
MOX燃料加工施設における既設工認と
の評価手法の相違点の整理について
示す。

耐震建物01 耐震評価対象の網羅
性，既設工認との手法の相違点の整
理について 建物，構築物・機器，配
管系)】

サンプル４ 耐震に係る資料2記載例
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
第五条、第二十六条（地盤）、第六条、第二十七条（地震による損傷の防止））

別紙２

説明対象
申請対象設備
（2項変更②）

申請対象設備
1項新規①）

仕様表 添付書類 添付書類における記載
設計説明分類
(下線は代表)

説明対象機器
(資料1の「番号」列

との紐付け）

耐震設計
(下線は計算書作成対象)

解析モデル等 設計プロセス条件 設計説明分類の設計分類 設計分類の考え方 説明グループの考え方 関連する個別補足説明資料
項目番

号
基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第２回申請

添付書類 構成（１） 添付書類 説明内容（１） 添付書類 構成（２） 添付書類 説明内容（２）

構造設計 ・下位クラス施設となる重大事故等対処設備
は，防護対象設備に波及的影響を及ぼさないよ
う，必要な強度を有する構造であることを構造
設計にて説明する。

・申請施設における評価対象施設，
評価項目・部位の網羅性及び代表性
を示すため，先行発電プラント及び
MOX燃料加工施設における既設工認と
の評価手法の相違点の整理について
示す。

耐震建物01 耐震評価対象の網羅
性，既設工認との手法の相違点の整
理について 建物，構築物・機器，配
管系)】

32 f)  緊急時対策所の耐震設計の基本方針については，「(6) 緊急時
対策所」に示す。

冒頭宣言
【6,27条-
94】

基本方針 基本方針 Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針
2. 耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針
【2. 耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
(2)重大事故等対処施設
h.
・緊急時対策所の耐震設計における機能維持の基本方針については，「5.2 機能維
持」に示す。

― ― ― ― ― ― ― ―

整理中

整理中

重大事故等対処設備 常設耐震重要重大事故
等対処設備以外の常設
重大事故等対処設備

― ― 【Gr5】
・常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故
等対処設備について，代替する機能を有する安全機能を
有する施設が属する耐震重要度に適用される地震力に十
分耐える構造とすることを，Gr5にて説明する。

構造設計 常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重
大事故等対処設備が，代替する機能を有する安
全機能を有する施設が属する耐震重要度に適用
される地震力に十分耐える構造であることを構
造設計にて説明する。

―

―
基本設計方針No.50に係る冒頭宣言のため)

29 (c) 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施
設に適用する基準地震動Ｓｓによる地震力は水平2方向及び鉛直方向に
ついて適切に組み合わせて算定するものとする。

冒頭宣言
6,27条-

50】

基本方針
常設耐震重要重大事故等対処設備が
設置される重大事故等対処施設

基本方針
評価

Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針

2. 耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

30 d)常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備が
設置される重大事故等対処施設は，代替する機能を有する安全機能を
有する施設が属する耐震重要度に適用される地震力に十分耐えること
ができる設計とする。
また，代替する安全機能を有する施設がない常設重大事故等対処設備
は，安全機能を有する施設の耐震設計における耐震重要度の分類の方
針に基づき，重大事故等対処時の使用条件を踏まえて，当該設備の機
能喪失により放射線による公衆への影響の程度に応じて分類し，その
地震力に対し十分に耐えることができる設計とする。

冒頭宣言
6,27条-

85】
評価要求

基本方針

常設耐震重要重大事故等対処設備以
外の常設重大事故等対処設備が設置
される重大事故等対処施設

代替する安全機能を有する施設がな
い常設重大事故等対処設備

基本方針
評価

Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針
2. 耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

10. 耐震計算の基本方針

Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針
2. 耐震設計の基本方針】
2.1 基本方針】

2)重大事故等対処施設
c.
・常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設に適用する基
準地震動Ｓｓによる地震力は，水平2方向及び鉛直方向について適切に組み合わせて
算定するものとする。

○ ― 外部放出抑制設備
代替グローブボックス排気設備

― Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方
針

2. 耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

○

評価 ・下位クラス施設となる重大事故等対処設備
は，防護対象設備に波及的影響を及ぼさないよ
う，必要な強度を有することを評価にて説明す
る。

―第１回申請と同一 重大事故等対処設備 常設耐震重要重大事故
等対処設備への波及的
影響を考慮する設備

Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方
針
2. 耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針
2. 耐震設計の基本方針】
2.1 基本方針】

2)重大事故等対処施設
d.
・常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備が設置される重
大事故等対処施設については，設計基準事故に対処するための設備が有する機能を
代替する施設の属する耐震重要度に応じた地震力に対し十分に耐えられる設計とす
る。
・代替する安全機能を有する施設がない常設重大事故等対処設備は，安全機能を有
する施設の耐震設計における耐震重要度の分類方針に基づき，重大事故等対処時の
使用条件を踏まえて，当該設備の機能喪失により放射線による公衆への影響の程度
に応じて分類した地震力に対し十分に耐えられる設計とする。

10. 耐震計算の基本方針】
耐震設計方針に基づいて設計した施設について，耐震計算を行うに当たり，既設

工認で実績があり，かつ， 新の知見に照らしても妥当な手法及び条件を用いるこ
とを基本とする。
・ 新の知見を適用する場合は，その妥当性及び適用可能性を確認した上で適用す
る。

耐震計算における動的地震力の水平方向及び鉛直方向の組合せについては，水平1
方向及び鉛直方向地震力の組合せで実施した上で，その計算結果に基づき水平2方向
及び鉛直方向地震力の組合せが耐震性に及ぼす影響を評価する。
・評価対象設備である配管系，弁，機器(容器及びポンプ類)及び電気計装品(盤，装
置及び器具)のうち，複数設備に共通して適用する計算方法については，「Ⅲ－１－
１－11－１ 配管の耐震支持方針」，「Ⅲ－１－１－11－２ ダクトの耐震支持方
針」，「Ⅲ－１－２ 耐震計算に関する基本方針」及び「Ⅲ－１－３ 耐震性に関
する計算書作成の基本方針」に示す。

基本方針
設計方針
評価

Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針
2. 耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

6. 構造計画と配置計画

10. 耐震計算の基本方針

Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針
【2. 耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
(2)重大事故等対処施設
e.
・常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設は，Ｂクラス
及びＣクラスの施設，常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処
設備が設置される重大事故等対処施設，可搬型重大事故等対処設備の波及的影響に
よって，重大事故等に対処するために必要な機能を損なわない設計とする。

【6. 構造計画と配置計画】
・重大事故等対処施設の構造計画及び配置計画に際しては，地震の影響が低減され
るように考慮する。
・建物・構築物は，原則として剛構造とし，重要な建物・構築物は，地震力に対し
十分な支持性能を有する地盤に支持させる。剛構造としない建物・構築物は，剛構
造と同等又はそれを上回る耐震安全性を確保する。
・耐震設計において地下水位の低下を期待する建物・構築物は，周囲の地下水を排
水し，基礎スラブ底面レベル以深に地下水位を維持できるよう地下水排水設備(サブ
ドレンポンプ，水位検出器等)を設置する。
地下水排水設備は，安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設に適用される要
求事項を満足するよう設計する。また，上記より対象となる建物・構築物の評価に
影響するため，建物・構築物の機能要求を満たすように，基準地震動Ｓｓによる地
震力に対して機能を維持するとともに，非常用電源設備からの給電が可能な設計と
することとし，その評価を「Ⅲ－２－１ 耐震重要施設等の耐震性に関する計算
書」のうち地下水排水設備の耐震性についての計算書に示す。
・機器・配管系は，応答性状を適切に評価し，適用する地震力に対して構造強度を
有する設計とする。配置に自由度のあるものは，耐震上の観点からできる限り重心
位置を低くし，かつ，安定性のよい据え付け状態になるよう，「9. 機器・配管系の
支持方針について」に示す方針に従い配置する。
・下位クラス施設は，常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対
処施設に対して離隔を取り配置する，又は重大事故等に対処するために必要な機能
を保持する設計とする。

【10. 耐震計算の基本方針】
・耐震設計方針に基づいて設計した施設について，耐震計算を行うに当たり，既設
工認で実績があり，かつ， 新の知見に照らしても妥当な手法及び条件を用いるこ
とを基本とする。
・ 新の知見を適用する場合は，その妥当性及び適用可能性を確認した上で適用す
る。
・耐震計算における動的地震力の水平方向及び鉛直方向の組合せについては，水平1
方向及び鉛直方向地震力の組合せで実施した上で，その計算結果に基づき水平2方向
及び鉛直方向地震力の組合せが耐震性に及ぼす影響を評価する。
・評価対象設備である配管系，機器 容器及びポンプ類)及び電気計装品 盤，装置及
び器具)のうち，複数設備に共通して適用する計算方法については，「Ⅲ－１－１－
11－１ 配管の耐震支持方針」，「Ⅲ－１－１－11－２ ダクトの耐震支持方
針」，「Ⅲ－１－２ 耐震計算に関する基本方針」及び「Ⅲ－１－３ 耐震性に関
する計算書作成の基本方針」に示す。

― ― 【Gr5】
・下位クラス施設となる重大事故等対処設備は，防護対
象設備に波及的影響を及ぼさないよう，必要な強度を有
する構造とすることを，Gr5にて説明する。

建物・構築物】
・排気筒

〇33 (g) 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施
設については，周辺地盤の変状により，重大事故等に対処するために
必要な機能が損なわれるおそれがない設計とする。

評価要求 基本方針
常設耐震重要重大事故等対処設備が
設置される重大事故等対処施設

基本方針 Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針
2. 耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針
【2. 耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
(2)重大事故等対処施設
f.
・常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設については，
周辺地盤の変状により，重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそ
れがない設計とする。
・常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設のうちその周
辺地盤の液状化のおそれがある施設は，その周辺地盤の液状化を考慮した場合にお
いても，支持機能及び構造健全性が確保される設計とする。
・これらの地盤の評価については，「Ⅲ－１－１－２ 地盤の支持性能に係る基本
方針」に示す。

― ―

31 (e) 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施
設は，Ｂクラス及びＣクラスの施設，常設耐震重要重大事故等対処設
備以外の常設重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設，
可搬型重大事故等対処設備の波及的影響によって，その重大事故等に
対処するために必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言
6,27条-

88】
評価要求

基本方針

重大事故等対処施設に対し波及的影
響を及ぼすおそれのある施設

―
基本設計方針No.94に係る冒頭宣言のため)

―
燃料加工建屋に設置する建屋内設備のため）

34 2) 耐震設計上の重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類
a. 安全機能を有する施設の耐震設計上の重要度分類
安全機能を有する施設の耐震重要度を以下のとおり分類する。

冒頭宣言
6,27条-35

～37】

基本方針 設計方針 Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針
3.耐震重要度及び重大事故等対処施設の設備分
類
3.1安全機能を有する施設の耐震設計上の重要
度分類

Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針
【3. 耐震設計上の重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類】
【3.1 安全機能を有する施設の耐震設計上の重要度分類】
・安全機能を有する施設の耐震設計上の重要度を以下のとおり分類する。
・下記に基づく各施設の具体的な耐震設計上の重要度分類及び当該施設を支持する
構造物の支持機能が維持されることを確認する地震動を「Ⅲ－１－１－３ 重要度
分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針」の第2.4-1表，申請設備の耐震
重要度分類について同添付書類の第2.4-2表に示す。

― ―

外部放出抑制設備
代替グローブボックス排気設備

― Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方
針
2. 耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針
2. 耐震設計の基本方針】
2.1 基本方針】

2)重大事故等対処施設
f.
・常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設については，
周辺地盤の変状により，重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそ
れがない設計とする。
・常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設のうちその周
辺地盤の液状化のおそれがある施設は，その周辺地盤の液状化を考慮した場合にお
いても，支持機能及び構造健全性が確保される設計とする。
・これらの地盤の評価については，「Ⅲ－１－１－２ 地盤の支持性能に係る基本
方針」に示す。

基本方針
設計方針

Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針
3.耐震重要度及び重大事故等対処施設の設備分
類
3.1安全機能を有する施設の耐震設計上の重要
度分類

35 (a) Ｓクラスの施設
自ら放射性物質を内蔵している施設，当該施設に直接関係しておりそ
の機能喪失により放射性物質を外部に放散する可能性のある施設，放
射性物質を外部に放散する可能性のある事態を防止するために必要な
施設及び放射性物質が外部に放散される事故発生の際に外部に放散さ
れる放射性物質による影響を低減させるために必要となる施設であっ
て，環境への影響が大きいもの。

イ. MOXを非密封で取り扱う設備・機器を収納するグローブボックス
等であって，その破損による公衆への放射線の影響が大きい施設
ロ. 上記イ.に関連する設備・機器で放射性物質の外部への放散を抑
制するための設備・機器
ハ. 上記イ.及びロ.の設備・機器の機能を確保するために必要な施設

定義 基本方針

第１回申請と同一

― ― Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対
処施設の設備分類の基本方針

2. 安全機能を有する施設の重要度分類

2.1耐震設計上の重要度分類

Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針
2. 安全機能を有する施設の重要度分類】
2.1 耐震設計上の重要度分類】

・自ら放射性物質を内蔵している施設，当該施設に直接関係しておりその機能喪失
により放射性物質を外部に放散する可能性のある施設，放射性物質を外部に放散す
る可能性のある事態を防止するために必要な施設及び放射性物質が外部に放散され
る事故発生の際に外部に放散される放射性物質による影響を低減させるために必要
となる施設であって，環境への影響が大きいもの。
a．MOXを非密封で取り扱う設備・機器を収納するグローブボックス等であって，そ
の破損による公衆への放射線の影響が大きい施設
b．上記a．に関連する設備・機器で放射性物質の外部への放散を抑制するための設
備・機器
c．上記a．及びb．の設備・機器の機能を確保するために必要な施設

第１回申請と同一Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針
【3. 耐震設計上の重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類】
【3.1 安全機能を有する耐震設計上の耐震重要度分類】
(1) Ｓクラスの施設
・自ら放射性物質を内蔵している施設，当該施設に直接関係しておりその機能喪失
により放射性物質を外部に放散する可能性のある施設，放射性物質を外部に放散す
る可能性のある事態を防止するために必要な施設及び放射性物質が外部に放散され
る事故発生の際に外部に放散される放射性物質による影響を低減させるために必要
となる施設であって，環境への影響が大きいもの。
a. MOXを非密封で取り扱う設備・機器を収納するグローブボックス等であって，そ
の破損による公衆への放射線の影響が大きい施設
b. 上記a.に関連する設備・機器で放射性物質の外部への放散を抑制するための設
備・機器
c. 上記a.及びb.の設備・機器の機能を確保するために必要な施設

― ―

Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針
【2. 耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
(2)重大事故等対処施設
d.
・常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備が設置される重
大事故等対処施設については，設計基準事故に対処するための設備が有する機能を
代替する施設の属する耐震重要度に応じた地震力に対し十分に耐えられる設計とす
る。
・代替する安全機能を有する施設がない常設重大事故等対処設備は，安全機能を有
する施設の耐震設計における耐震重要度の分類方針に基づき，重大事故等対処時の
使用条件を踏まえて，当該設備の機能喪失により放射線による公衆への影響の程度
に応じて分類した地震力に対し十分に耐えられる設計とする。

【10. 耐震計算の基本方針】
・耐震設計方針に基づいて設計した施設について，耐震計算を行うに当たり，既設
工認で実績があり，かつ， 新の知見に照らしても妥当な手法及び条件を用いるこ
とを基本とする。
・ 新の知見を適用する場合は，その妥当性及び適用可能性を確認した上で適用す
る。
・耐震計算における動的地震力の水平方向及び鉛直方向の組合せについては，水平1
方向及び鉛直方向地震力の組合せで実施した上で，その計算結果に基づき水平2方向
及び鉛直方向地震力の組合せが耐震性に及ぼす影響を評価する。
・評価対象設備である配管系，機器 容器及びポンプ類)及び電気計装品 盤，装置及
び器具)のうち，複数設備に共通して適用する計算方法については，「Ⅲ－１－１－
11－１ 配管の耐震支持方針」，「Ⅲ－１－１－11－２ ダクトの耐震支持方
針」，「Ⅲ－１－２ 耐震計算に関する基本方針」及び「Ⅲ－１－３ 耐震性に関
する計算書作成の基本方針」に示す。

― ―

Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針
【2. 耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
(2)重大事故等対処施設
c.
・常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設に適用する基
準地震動Ｓｓによる地震力は，水平2方向及び鉛直方向について適切に組み合わせて
算定するものとする。

― ―

―
基本設計方針No.35～37に係る冒頭宣言のため)

―
（定義のため）

―

―

― ＜常設耐震重要重大事故等対処設備
以外の常設重大事故等対処設備が設
置される重大事故等対処施設＞
外部放出抑制設備

―

サンプル４ 耐震に係る資料2記載例
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
第五条、第二十六条（地盤）、第六条、第二十七条（地震による損傷の防止））

別紙２

説明対象
申請対象設備
（2項変更②）

申請対象設備
1項新規①）

仕様表 添付書類 添付書類における記載
設計説明分類
(下線は代表)

説明対象機器
(資料1の「番号」列

との紐付け）

耐震設計
(下線は計算書作成対象)

解析モデル等 設計プロセス条件 設計説明分類の設計分類 設計分類の考え方 説明グループの考え方 関連する個別補足説明資料
項目番

号
基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第２回申請

添付書類 構成（１） 添付書類 説明内容（１） 添付書類 構成（２） 添付書類 説明内容（２）

基本方針

Ⅲ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針

2.2 機器 配管系

Ⅲ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針
2.2 機器 配管系】

2) 解析方法及び解析モデル
動的解析による地震力の算定に当たっては，地震応答解析手法の適用性及び適用

限界等を考慮の上，適切な解析法を選定するとともに，解析条件として考慮すべき
減衰定数，剛性等の各種物性値は，適切な規格・基準，あるいは実験等の結果に基
づき設定する。

Ⅲ－１－１－５ 地震応答解析
の基本方針

2.2 機器・配管系

Ⅲ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針
2.2 機器・配管系】

2) 解析方法及び解析モデル
動的解析による地震力の算定に当たっては，地震応答解析手法の適用性及び適用

限界等を考慮の上，適切な解析法を選定するとともに，解析条件として考慮すべき
減衰定数，剛性等の各種物性値は，適切な規格・基準，あるいは実験等の結果に基
づき設定する。

Ⅲ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針

1. 概要

Ⅲ－１－１－６ 別紙 各施設の設計用床応答
曲線

1. 概要

Ⅲ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針
1. 概要】

・機器・配管系の動的解析に用いる設計用床応答曲線の作成方針及びその方針に基
づき作成した設計用床応答曲線に関して説明する。

Ⅲ－１－１－６ 別紙 各施設の設計用床応答曲線
1. 概要】

・燃料加工建屋の機器・配管系の耐震設計に用いる各床面の静的震度， 大床応答
加速度及び設計用床応答曲線について示したものである。

Ⅲ－１－１－６ 設計用床応答
曲線の作成方針

1. 概要

Ⅲ－１－１－６ 別紙１－２ 貯
蔵容器搬送用洞道の設計用床応
答曲線

1. 概要

Ⅲ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針
1. 概要】

・機器 配管系の動的解析に用いる設計用床応答曲線の作成方針及びその方針に基
づき作成した設計用床応答曲線に関して説明する。

Ⅲ－１－１－６ 別紙１－２ 貯蔵容器搬送用洞道の設計用床応答曲線
1. 概要】
貯蔵容器搬送用洞道の機器・配管系の耐震設計に用いる各床面の静的震度， 大

床応答加速度及び設計用床応答曲線について示したものである。

基本方針
施設共通 基本設計方針
機器 配管系の動的解析方法)

グローブボ クス
オープンポート

ボックス，フードを
含む。）

整理中 グローブボ クス
S B-1 B 2

有限要素モデル】
・グローブボックス

解析モデル等】
○有限要素モデル
・グローブボックス

設計条件】
○寸法
○質量

構造設計（設計プロセス条
件）

設計プロセス条件となる解析モデル等の設定に
係る構造について，構造設計(設計プロセス条
件)にて説明する。

【Gr1】
・解析モデル等の設定の考え方については，共通方針で
あることから，有限要素モデルを用いる構造設計につい
て，Gr1にて代表として説明する。

No.59〉
・機械装置・搬送設備
・ラック/ピット/棚
・消火設備
・火災防護設備（シャッタ）
・遮蔽扉・遮蔽蓋

・解析モデル等の設定に当たって，
設備の構造及び要求される安全機能
に応じて設定した評価手法ごとの分
類を踏まえ，機器・配管系に対する
類型化及び代表設備選定の考え方に
ついて示す。

耐震機電07：機器，配管系の類型
化に対する分類の考え方について】

・各設計プロセスの条件設定に係る
補足事項について示す。

耐震機電27 設計プロセスの条件
設定及び計算式の設定に関する補
足】

換気設備 整理中 ・ファン（制御盤含
む）：S，C-1
・フィルタ：S，B-1

・ダクト，配管：S，
B-1

・ダンパ：S

・機械装置 B-4

質点系モデル】
・ファン
・制御盤
・フィルタ
・機械装置

標準支持間隔】
・ダクト，配管
・ダンパ

解析モデル等】
○質点系モデル
・ファン
・制御盤
・フィルタ
・機械装置

○標準支持間隔
・ダクト，配管
・ダンパ

設計条件】
○寸法
○質量

構造設計（設計プロセス条
件）

設計プロセス条件となる解析モデル等の設定に
係る構造について，構造設計(設計プロセス条
件)にて説明する。

【Gr1】
・解析モデル等の設定の考え方については，共通方針で
あることから，質点系モデル及び標準支持間隔を用いる
構造設計について，Gr1にて代表として説明する。

No.59〉
・ラック/ピット/棚
・消火設備
・火災防護設備（ダンパ）
・重大事故等対処設備

・解析モデル等の設定に当たって，
設備の構造及び要求される安全機能
に応じて設定した評価手法ごとの分
類を踏まえ，機器・配管系に対する
類型化及び代表設備選定の考え方に
ついて示す。

耐震機電07：機器，配管系の類型
化に対する分類の考え方について】

・各設計プロセスの条件設定に係る
補足事項について示す。

耐震機電16 配管系の評価手法
（定ピッチスパン法）について】

耐震機電23：機器 配管の相対変
位に対する設計上の扱いについて】

耐震機電27 設計プロセスの条件
設定及び計算式の設定に関する補
足】

機械装置・搬送設備 整理中 ・機械装置・搬送設
備：B-1 B 2 C 1

有限要素モデル】
・機械装置・搬送設
備

解析モデル等】
○有限要素モデル
・機械装置
・搬送設備

設計条件】
○寸法
○質量

構造設計（設計プロセス条
件）

設計プロセス条件となる解析モデル等の設定に
係る構造について，構造設計(設計プロセス条
件)にて説明する。

【Gr1 No.59 グローブボックス オープンポートボッ
クス，フードを含む。）】
・解析モデル等の設定の考え方については，共通方針で
あることから，有限要素モデルを用いる構造設計につい
て，Gr1にてNo.59「グローブボックス オープンポート
ボックス，フードを含む。）」を代表に説明する。

No.59，グローブボックス オープ
ンポートボックス，フードを含
む。），構造設計）と同じ。

ラック/ピット/棚 整理中 ・ラック/ピット/棚：
B-1 B 2 B 3

質点系モデル】
・ラック/ピット/棚

有限要素モデル】
・ラック/ピット/棚

解析モデル等】
○質点系モデル
・ラック/ピット/棚
○有限要素モデル
・ラック/ピット/棚

設計条件】
○寸法
○質量

構造設計（設計プロセス条
件）

設計プロセス条件となる解析モデル等の設定に
係る構造について，構造設計(設計プロセス条
件)にて説明する。

【Gr1 No.59 グローブボックス オープンポートボッ
クス，フードを含む。）】
・解析モデル等の設定の考え方については，共通方針で
あることから，有限要素モデルを用いる構造設計につい
て，Gr1にてNo.59「グローブボックス オープンポート
ボックス，フードを含む。）」を代表に説明する。

【Gr1 No.59 換気設備】
・解析モデル等の設定の考え方については，共通方針で
あることから，質点系モデルを用いる構造設計につい
て，Gr1にてNo.59「換気設備」を代表に説明する。

No.59，グローブボックス オープ
ンポートボックス，フードを含
む。），構造設計）及び No.59，換
気設備，構造設計）と同じ。

消火設備 整理中 容器（ユニ ト架台含
む）（制御盤含む）：
S

配管（ユニット架台含
む）：S

弁（ユニ ト架台含
む） S

質点系モデル】
・制御盤

有限要素モデル】
・容器ユニット
・選択弁ユニット
・減圧装置ユニット

標準支持間隔】
配管

・弁

解析モデル等】
○質点系モデル
・制御盤

○有限要素モデル
・容器ユニット
・選択弁ユニット
・減圧装置ユニット

○標準支持間隔
配管

・弁

設計条件】
○寸法
○質量

構造設計（設計プロセス条
件）

設計プロセス条件となる解析モデル等の設定に
係る構造について，構造設計(設計プロセス条
件)にて説明する。

【Gr1 No.59 グローブボックス オープンポートボッ
クス，フードを含む。）】
・解析モデル等の設定の考え方については，共通方針で
あることから，有限要素モデルを用いる構造設計につい
て，Gr1にてNo.59「グローブボックス オープンポート
ボックス，フードを含む。）」を代表に説明する。

【Gr1 No.59 換気設備】
・解析モデル等の設定の考え方については，共通方針で
あることから，質点系モデル及び標準支持間隔を用いる
構造設計について，Gr1にてNo.59「換気設備」を代表に
説明する。

No.59，グローブボックス オープ
ンポートボックス，フードを含
む。），構造設計）及び No.59，換
気設備，構造設計）と同じ。

火災防護設備(ダン
パ)

整理中 ダンパ 制御盤含
む）：S

質点系モデル】
・制御盤

標準支持間隔】
・ダンパ

解析モデル等】
○質点系モデル
・制御盤

○標準支持間隔
・ダンパ

設計条件】
○寸法
○質量

構造設計（設計プロセス条
件）

設計プロセス条件となる解析モデル等の設定に
係る構造について，構造設計(設計プロセス条
件)にて説明する。

【Gr1 No.59 換気設備】
・解析モデル等の設定の考え方については，共通方針で
あることから，質点系モデル及び標準支持間隔を用いる
構造設計について，Gr1にてNo.59「換気設備」を代表に
説明する。

No.59，換気設備，構造設計）と同
じ。

火災防護設備
(シャッタ)

整理中 シャッタ：C-1 有限要素モデル】
・シャッタ

解析モデル等】
○有限要素モデル
・シャッタ

設計条件】
○寸法
○質量

構造設計（設計プロセス条
件）

設計プロセス条件となる解析モデル等の設定に
係る構造について，構造設計(設計プロセス条
件)にて説明する。

【Gr1 No.59 グローブボックス オープンポートボッ
クス，フードを含む。）】
・解析モデル等の設定の考え方については，共通方針で
あることから，有限要素モデルを用いる構造設計につい
て，Gr1にてNo.59「グローブボックス オープンポート
ボックス，フードを含む。）」を代表に説明する。

No.59，グローブボックス オープ
ンポートボックス，フードを含
む。），構造設計）と同じ。

遮蔽扉，遮蔽蓋 整理中 ・遮蔽設備 B，B-
1 B-2,C

有限要素モデル】
・遮蔽扉

解析モデル等】
○有限要素モデル
・遮蔽扉

設計条件】
○寸法
○質量

構造設計（設計プロセス条
件）

設計プロセス条件となる解析モデル等の設定に
係る構造について，構造設計(設計プロセス条
件)にて説明する。

【Gr1 No.59 グローブボックス オープンポートボッ
クス，フードを含む。）】
・解析モデル等の設定の考え方については，共通方針で
あることから，有限要素モデルを用いる構造設計につい
て，Gr1にてNo.59「グローブボックス オープンポート
ボックス，フードを含む。）」を代表に説明する。

No.59，グローブボックス オープ
ンポートボックス，フードを含
む。），構造設計）と同じ。

重大事故等対処設備 整理中 常設耐震重要重大事故
等対処設備，
常設耐震重要重大事故
等対処設備以外の重大
事故等対処設備

質点系モデル】
・フィルタ

標準支持間隔】
・ダクト，配管
・ダンパ

解析モデル等】
○質点系モデル
・フィルタ

○標準支持間隔
・ダクト，配管
・ダンパ

設計条件】
○寸法
○質量

構造設計（設計プロセス条
件）

設計プロセス条件となる解析モデル等の設定に
係る構造について，構造設計(設計プロセス条
件)にて説明する。

【Gr1 No.59 換気設備】
・解析モデル等の設定の考え方については，共通方針で
あることから，質点系モデル及び標準支持間隔を用いる
構造設計について，Gr1にてNo.59「換気設備」を代表に
説明する。

No.59，換気設備，構造設計）と同
じ。

Ⅲ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針

2.床応答スペクトルに係る基本方針及び作成方
法
2.1 基本方針

Ⅲ－１－１－６ 別紙 各施設の設計用床応答
曲線

2.1 基本方針

Ⅲ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針
2. 床応答スペクトルに係る基本方針及び作成方法】
2.1 基本方針】

・床応答スペクトルに対し，MOX燃料加工施設の固有周期のシフトを考慮し，周期方
向に±10%の拡幅を行い，設計用床応答曲線とする。

Ⅲ－１－１－６ 設計用床応答
曲線の作成方針

2.床応答スペクトルに係る基本
方針及び作成方法
2.1 基本方針

Ⅲ－１－１－６ 別紙 各施設の
設計用床応答曲線

2.1 基本方針

Ⅲ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針
2. 床応答スペクトルに係る基本方針及び作成方法】
2.1 基本方針】

・床応答スペクトルに対し，MOX燃料加工施設の固有周期のシフトを考慮し，周期方
向に±10%の拡幅を行い，設計用床応答曲線とする。

58 ロ. 機器 配管系
動的解析による地震力の算定に当たっては，地震応答解析手法の適用
性，適用限界等を考慮のうえ，適切な解析法を選定するとともに，解
析条件として考慮すべき減衰定数，剛性等の各種物性値は，適切な規
格及び基準又は試験等の結果に基づき設定する。

定義 設計方針
評価条件

Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針
10. 耐震計算の基本方針
10.2 機器 配管系

Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針
【10. 耐震計算の基本方針】
【10.2 機器 配管系】
・機器・配管系の評価は，「4 設計用地震力」で示す設計用地震力による適切な応
力解析に基づいた地震応力と，組み合わすべき他の荷重による応力との組合せ応力
が「5. 機能維持の基本方針」で示す許容限界内にあることを確認すること 解析に
よる設計)により行う。
・評価手法は， EAG4601に基づき，以下に示す定式化された計算式を用いた解析手
法又はFEM等を用いた応力解析手法にて実施することを基本とし，その他の手法を適
用する場合は適用性を確認の上適用することとする。なお，FEM等を用いた応力解析
手法において時刻歴応答解析法及びスペクトルモーダル解析法を用いる場合は，材
料物性のばらつき等を適切に考慮する。
(1)定式化された計算式を用いた解析手法
(2 FEM等を用いた応力解析手法

・スペクトルモーダル解析法
・時刻歴応答解析法

・機器・配管系については，解析方法及び解析モデルを機器，配管系ごとに設定す
るとともに，安全機能に応じた評価を行う。
・これら機器，配管系ごとに適用する解析方法及び解析モデルを「Ⅲ－１－１－５
地震応答解析の基本方針」の「2.2(2) 解析方法及び解析モデル」に示す。
・具体的な評価手法は，「Ⅲ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針」，「Ⅲ－１－
１－11－２ ダクトの耐震支持方針」，「Ⅲ－１－２ 耐震計算に関する基本方
針」及び「Ⅲ－１－３ 耐震性に関する計算書作成の基本方針」に示す。
・地震時及び地震後に機能維持が要求される設備については，地震応答解析により
機器 配管系に作用する加速度が振動試験又は解析等により機能が維持できること
を確認した加速度(動的機能維持確認済加速度又は電気的機能維持確認済加速度)以
下，若しくは，静的又は動的解析により求まる地震荷重が許容荷重以下となること
を確認する。
・これらの水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価については，
「Ⅲ－２－３ 水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価」に示す。

―

59 機器については，形状，構造特性等を考慮して，代表的な振動モード
を適切に表現できるよう質点系モデル，有限要素モデル等に置換し，
設計用床応答曲線を用いたスペクトルモーダル解析法又は時刻歴応答
解析法により応答を求める。

また，時刻歴応答解析法及びスペクトルモーダル解析法を用いる場合
は地盤物性等のばらつきを適切に考慮する。スペクトルモーダル解析
法には地盤物性等のばらつきを考慮した床応答曲線を用いる。

配管系については，適切なモデルを作成し，設計用床応答曲線を用い
たスペクトルモーダル解析法により応答を求める。

スペクトルモーダル解析法及び時刻歴応答解析法の選択に当たって
は，衝突・すべり等の非線形現象を模擬する観点又は既往研究の知見
を取り入れ実機の挙動を模擬する観点で，建物・構築物の剛性及び地
盤物性のばらつきへの配慮をしつつ時刻歴応答解析法を用いる等，解
析対象とする現象，対象設備の振動特性・構造特性等を考慮し適切に
選定する。

また，設備の3次元的な広がりを踏まえ，適切に応答を評価できるモデ
ルを用い，水平2方向及び鉛直方向の応答成分について適切に組み合わ
せるものとする。

なお，剛性の高い機器・配管系は，その設置床面の 大床応答加速度
の1.2倍の加速度を静的に作用させて地震力を算定する。

定義
評価要求

設計方針
評価条件
評価方法

― ―

―
（定義のため）

基本方針 基本方針 ― Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方
針
10. 耐震計算の基本方針
10.2 機器・配管系

Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針
10. 耐震計算の基本方針】
10.2 機器・配管系】

・機器 配管系の評価は，「4.設計用地震力」で示す設計用地震力による適切な応
力解析に基づいた地震応力と，組み合わすべき他の荷重による応力との組合せ応力
が「5. 機能維持の基本方針」で示す許容限界内にあることを確認すること 解析に
よる設計)により行う。
・評価手法は， EAG4601に基づき，以下に示す定式化された計算式を用いた解析手
法又はFEM等を用いた応力解析手法にて実施することを基本とし，その他の手法を適
用する場合は適用性を確認の上適用することとする。なお，FEM等を用いた応力解析
手法において時刻歴応答解析法及びスペクトルモーダル解析法を用いる場合は，材
料物性のばらつき等を適切に考慮する。
1)定式化された計算式を用いた解析手法
2)FEM等を用いた応力解析手法
・スペクトルモーダル解析法
・時刻歴応答解析法

・機器 配管系については，解析方法及び解析モデルを機器，配管系ごとに設定す
るとともに，安全機能に応じた評価を行う。
・これら機器，配管系ごとに適用する解析方法及び解析モデルを「Ⅲ－１－１－５
地震応答解析の基本方針」の「2.2 2) 解析方法及び解析モデル」に示す。
・具体的な評価手法は，「Ⅲ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針」，「Ⅲ－１－
１－11－２ ダクトの耐震支持方針」，「Ⅲ－１－２ 耐震計算に関する基本方
針」及び「Ⅲ－１－３ 耐震性に関する計算書作成の基本方針」に示す。
・地震時及び地震後に機能維持が要求される設備については，地震応答解析により
機器・配管系に作用する加速度が振動試験又は解析等により機能が維持できること
を確認した加速度 動的機能維持確認済加速度又は電気的機能維持確認済加速度)以
下，若しくは，静的又は動的解析により求まる地震荷重が許容荷重以下となること
を確認する。
・これらの水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価については，
「Ⅲ－２－３ 水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価」に示す。

○―

Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針

10. 耐震計算の基本方針
10.2 機器 配管系

Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針
【10. 耐震計算の基本方針】
【10.2 機器 配管系】
・機器・配管系の評価は，「4 設計用地震力」で示す設計用地震力による適切な応
力解析に基づいた地震応力と，組み合わすべき他の荷重による応力との組合せ応力
が「5. 機能維持の基本方針」で示す許容限界内にあることを確認すること 解析に
よる設計)により行う。
・評価手法は， EAG4601に基づき，以下に示す定式化された計算式を用いた解析手
法又はFEM等を用いた応力解析手法にて実施することを基本とし，その他の手法を適
用する場合は適用性を確認の上適用することとする。なお，FEM等を用いた応力解析
手法において時刻歴応答解析法及びスペクトルモーダル解析法を用いる場合は，材
料物性のばらつき等を適切に考慮する。
(1)定式化された計算式を用いた解析手法
(2 FEM等を用いた応力解析手法

・スペクトルモーダル解析法
・時刻歴応答解析法

・機器・配管系については，解析方法及び解析モデルを機器，配管系ごとに設定す
るとともに，安全機能に応じた評価を行う。
・これら機器，配管系ごとに適用する解析方法及び解析モデルを「Ⅲ－１－１－５
地震応答解析の基本方針」の「2.2(2) 解析方法及び解析モデル」に示す。
・具体的な評価手法は，「Ⅲ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針」，「Ⅲ－１－
１－11－２ ダクトの耐震支持方針」，「Ⅲ－１－２ 耐震計算に関する基本方
針」及び「Ⅲ－１－３ 耐震性に関する計算書作成の基本方針」に示す。
・地震時及び地震後に機能維持が要求される設備については，地震応答解析により
機器 配管系に作用する加速度が振動試験又は解析等により機能が維持できること
を確認した加速度(動的機能維持確認済加速度又は電気的機能維持確認済加速度)以
下，若しくは，静的又は動的解析により求まる地震荷重が許容荷重以下となること
を確認する。
・これらの水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価については，
「Ⅲ－２－３ 水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価」に示す。

○ 施設共通 基本設計方針
(機器・配管系の動的解析方法)

施設共通 基本設計方針
機器・配管系の動的解析方法)

― Ⅲ－１－１－５ 地震応答解析
の基本方針

2.2 機器・配管系
2) 解析方法及び解析モデル

Ⅲ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針

2.2 機器 配管系
2) 解析方法及び解析モデル

Ⅲ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針
2.2 機器 配管系】

2) 解析方法及び解析モデル
動的解析による地震力の算定に当たっては，地震応答解析手法の適用性及び適用

限界等を考慮の上，適切な解析法を選定するとともに，解析条件として考慮すべき
減衰定数，剛性等の各種物性値は，適切な規格・基準，あるいは実験等の結果に基
づき設定する。
・機器の解析に当たっては，形状，構造特性等を考慮して，代表的な振動モードを
適切に表現できるよう質点系モデル，はりやシェル等の要素を使用した有限要素モ
デル等に置換し，設計用床応答曲線を用いたスペクトルモーダル解析法又は時刻歴
応答解析法により応答を求める。

配管系については，適切なモデルを作成し，設計用床応答曲線を用いたスペクト
ルモーダル解析法又は時刻歴応答解析法により応答を求める。
・スペクトルモーダル解析法又は時刻歴応答解析法を用いる場合は材料物性のばら
つき等を適切に考慮する。
・スペクトルモーダル解析法及び時刻歴応答解析法の選択に当たっては，衝突・す
べり等の非線形現象を模擬する観点又は既往研究の知見を取り入れ実機の挙動を模
擬することによる，現実的な応答加速度や荷重を算出する観点で，材料物性のばら
つき等への配慮を考慮しつつ時刻歴応答解析法を用いる等，解析対象とする現象，
対象設備の振動特性・構造特性等を考慮し適切に選定する。
・3次元的な広がりを持つ設備については，3次元的な配置を踏まえ，適切にモデル
化し，水平2方向及び鉛直方向の応答成分について適切に組み合わせるものとする。
具体的な方針については「Ⅲ－１－１－７ 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合
せに関する影響評価方針」に示す。
剛性の高い機器・配管系は，その機器・配管系の設置床面の 大応答加速度の1.2倍
の加速度を震度として作用させて構造強度評価に用いる地震力を算定する。

Ⅲ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針
2.2 機器・配管系】

2) 解析方法及び解析モデル
動的解析による地震力の算定に当たっては，地震応答解析手法の適用性及び適用

限界等を考慮の上，適切な解析法を選定するとともに，解析条件として考慮すべき
減衰定数，剛性等の各種物性値は，適切な規格・基準，あるいは実験等の結果に基
づき設定する。
・機器の解析に当たっては，形状，構造特性等を考慮して，代表的な振動モードを
適切に表現できるよう質点系モデル，はりやシェル等の要素を使用した有限要素モ
デル等に置換し，設計用床応答曲線を用いたスペクトルモーダル解析法又は時刻歴
応答解析法により応答を求める。

配管系については，適切なモデルを作成し，設計用床応答曲線を用いたスペクト
ルモーダル解析法又は時刻歴応答解析法により応答を求める。
・スペクトルモーダル解析法又は時刻歴応答解析法を用いる場合は材料物性のばら
つき等を適切に考慮する。
・スペクトルモーダル解析法及び時刻歴応答解析法の選択に当たっては，衝突・す
べり等の非線形現象を模擬する観点又は既往研究の知見を取り入れ実機の挙動を模
擬することによる，現実的な応答加速度や荷重を算出する観点で，材料物性のばら
つき等への配慮を考慮しつつ時刻歴応答解析法を用いる等，解析対象とする現象，
対象設備の振動特性・構造特性等を考慮し適切に選定する。
・3次元的な広がりを持つ設備については，3次元的な配置を踏まえ，適切にモデル
化し，水平2方向及び鉛直方向の応答成分について適切に組み合わせるものとする。
具体的な方針については「Ⅲ－１－１－７ 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合
せに関する影響評価方針」に示す。
剛性の高い機器・配管系は，その機器 配管系の設置床面の 大応答加速度の1.2倍
の加速度を震度として作用させて構造強度評価に用いる地震力を算定する。

―
（設計用床応答曲線については，「2-2 解析・評価等」にて説明するため）

サンプル４ 耐震に係る資料2記載例
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① 詳細設計展開表（グローブボックス（オープンポートボックス，フードを含む）の構造設計）
（耐震設計）

条文 基本設計方針番
号

基本設計方針 代表以外の設計説明分類 添付書類 詳細設計方針1
（Ⅲ-1-1 耐震設計の基本方針)

添付書類 詳細設計方針2
（Ⅲ-1-1-1～Ⅲ-1-1-12）

添付書類 詳細設計方針3
（Ⅲ-1-2-2-1 機器の耐震計算に関する基本方針）

添付書類 詳細設計方針4
（Ⅲ-1-3-2-2 有限要素モデル等を用いて評価を行う機器の

耐震計算書作成の基本方針）

仕様表記載項目 設計分類 設計上の配慮事項 構造設計 既認可からの変更点 他条文要求との関係 資料番号

構造設計 ―
【Sクラスの施設】
・Sクラスの施設は，基準地震動Ssに対して，その安全機能が維持できる設計と
する。また，Sクラスの施設は，弾性設計用地震動Sd又は静的地震力のいずれか
大きい方の地震力に対して，おおむね弾性設計に留まる範囲で耐える設計とす
る。（①）

【資料3②詳細説明
図】
（23）
①

評価 ― 上記条件において，安全機能が維持されることを評価する。

構造設計 ―

評価 ―

6条27条-17 また，Ｓクラスの施設は，事業(変更)許可を受けた弾性設計用地
震動（以下「弾性設計用地震動Ｓｄ」という。）による地震力又
は静的地震力のいずれか大きい方の地震力に対しておおむね弾性
状態に留まる範囲で耐えられる設計とする。

（代表）
グローブボックス：B,B-1，C
オープンポートボックス：C
フード：C

【Ⅲ-1-1 2.1(1)安全機能を有する施設】
e. Ｂクラス及びＣクラスの施設は，静的地震力に対しておおむね弾性状態に留
まる範囲で耐えられる設計とする。①

また，Ｂクラスの施設のうち，共振のおそれのある施設については，その影
響についての検討を行う。検討に用いる地震動は，弾性設計用地震動Ｓｄに2分
の1を乗じたものとする 当該地震動による地震力は 水平2方向及び鉛直方向
について適切に組み合わせて算定するものとする。② ― ― ― ―

構造設計 ― 【Bクラスの施設】
・Bクラスの施設は，静的地震力に対しておおむね弾性状態に留まる範囲で耐え
られる設計とする。また，共振のおそれのあるBクラスの施設は，弾性設計用地
震動Sdに2分の1を乗じたものに対して，おおむね弾性状態に留まる範囲で耐えら
れる設計とする。（①）

【Cクラスの施設】
・Cクラスの施設は，静的地震力に対しておおむね弾性状態に留まる範囲で耐え
られる設計とする。（②）

※B，Cクラスのグローブボックスの適合性説明としては「本文 基本設計方針」
を充てるものとするため評価は示さず，基本設計方針に基づく設計であることは
構造設計にて説明する

―

10条-3
グローブボックスの
閉じ込め機能の維持
（密封性）

【資料3②詳細説明
図】
（23）
①-1，①-2，②

・グローブボックスと同等の閉
じ込め機能を有する設備：B-1
・換気設備：B，B-1，B-4，C
・液体の放射性物質を取り扱う
設備：C※

※二重配管の外配管はB
・機械装置・搬送設備：B，B-
1，C
・施設外漏えい防止堰：C
・洞道：B，C
・ラック/ピット/棚：B，B-1，
B-3
・消火設備：C
・火災防護設備 ダンパ)：C
・火災防護設備(シャッタ)：C
・警報設備等：C
・遮蔽扉・遮蔽蓋：B，B-1，C
・その他(非管理区域換気空調
設備，窒素ガス供給設備)：C
・その他(被覆施設，組立施設
等の設備構成)：C

―
（代表の設計説明分類から差分なし）

― ― ― ―

構造設計 ―

―
（代表の設計説明分類の説明内容①，②と同様のため，差分なし）

―
―

（代表の設計説明分
類から差分なし）

―
（代表の設計説明分
類から差分なし）

【Ⅲ-1-2-2-1 3.1.1 解析モデルの選定】
解析モデルの選定として，「Ⅲ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針」の
「2.2(2) 解析方法及び解析モデル」に示す質点系モデル又は，はりやシェル
要素等に置換した有限要素モデルを用いる。
1) 質点系モデル
EAG4601に掲載されている容器やポンプ等は，JEAG4601に基づき機器の重心位

置に質量を集中させる質点系モデルを選定する。なお， EAG4601に記載のない
構造であっても，重心位置に質量を集中して評価できる構造の機器については
質点系モデルとする。質点の位置は，機器の支持点が本体端部か本体中間部か
を踏まえて，質量の集中する位置を設定する。

2) 有限要素モデル
長い胴部に複数の支持点を持つ機器やクレーンのように構造が複雑な機器

は，質量がモデル全体に分布し，振動モードを複数有する構造であるため，機
器の構造に応じてはり又はシェル等の要素に置換した有限要素モデルを選定す
る。

はりモデルについては，主に柱やはり等の柱状の部材をはり要素としてモデ
ル化する。シェルモデルについては，主に胴板等の板状の部材をシェル要素と
してモデル化し 更に詳細なモデル化が必要な場合はソリ ドモデルを選定
し，ソリッド要素としてモデル化する。

なお，これらのモデル化に当たっては，振動モードを適切に表現し，部材に
生じる応力を適切に算出できるよう，実機の拘束点や断面特性の不連続部等を
考慮し，質点，節点及び要素数を適切に設定する①

※下線部以外は，質点系モデルに関する記載のため，他の設備にて展開する。

【Ⅲ-1-3-2-2 2.1 解析モデルの詳細設定】
解析モデルの設定に当たっては，「Ⅲ－１－２－２－１ 機器の耐震計算に

関する基本方針」の「3.1.1 解析モデルの選定」に基づき，本体の構造に応じ
て，「Ⅲ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針」の「2.2(2) 解析方法及び
解析モデル」に示す，はり要素又はシェル要素等を用いた有限要素モデル等に
置換する。

なお，これらのモデル化に当たっては，振動モードを適切に表現し，部材に
生じる応力を適切に算出できるよう，実機の拘束点や断面特性の不連続部等を
考慮し，質点，節点及び要素数を適切に設定する。①

また，「Ⅲ－１－２－２－１ 機器の耐震計算に関する基本方針」の「3.1.1
解析モデルの選定」に基づき，機器ごとに解析の目的に応じた適切な解析プロ
グラムを適用し，固有周期の算出を行う。

※下線部以外は，「Ⅲ-1-2-2-1 機器の耐震計算に関する基本方針」の「3.2
固有周期の算出」にて比較する。

―

構造設計（設計プロ
セス条件）

【Ⅲ-1-3-2-2 2.1 解析モデル
の詳細設定】
グローブボックスの内装機器の連
成モデルの考え方について，記載
を拡充する。

2.1 解析モデルの詳細設定
・・・・

なお，これらのモデル化に当
たっては，振動モードを適切に表
現し，部材に生じる応力を適切に
算出できるよう，実機の拘束点や
断面特性の不連続部等を考慮し，
質点，節点及び要素数を適切に設
定する。

また，付属品の重量は，付加重量
として相当する位置の近傍節点又
は要素に付加して設定する。グ
ローブボックスの内装機器等につ
いても，付加質量として相当する
位置の近傍節点又は要素に付加す
る

また，「Ⅲ－１－２－２－１
機器の耐震計算に関する基本方
針」の「3.1.1 解析モデルの選
定」に基づき，機器ごとに解析の
目的に応じた適切な解析プログラ
ムを適用し，固有周期の算出を行
う。

【設計プロセス条件（解析モデル）】
・グローブボックスは，閉じ込めの要求から，燃料加工するための機械装置・搬
送設備を缶体内に設置し，火災等を考慮し，消火配管を接続する設計等，複数の
設計要求を受けた構造となっており，質量がグローブボックス全体に分布し，さ
らに複数の構造体がグローブボックス内に設置されるため，複数の振動モードが
存在する。上記構造を踏まえ，グローブボックスは，有限要素モデルにて解析モ
デルを設定し，要求される耐震重要度分類に応じて，必要な構造強度を確保した
構造であることを評価する。また，グローブボックスは，視認性，操作性を考慮
した窓板の設置，搬出入口の設置，内装する機械装置・搬送設備を運転するため
に必要なコネクタ部等を接続する。これらは，構造強度により健全性評価ができ
ない部位であることから，閉じ込め機能維持として，地震時及び地震後に閉じ込
め機能が維持できていることを確認する。（①-1）
・グローブボックス本体及び内装機器を構成する胴板等の板状の部材について
は，シェル要素としてモデル化し，柱やはり等の柱状の部材については，はり要
素としてモデル化する。（①-2）
・グローブボックスの内装機器については，グローブボックスと相互に影響を与
えることから，グローブボックスのモデルと連成したモデル化を行う。モデル化
において，グローブボックス及び内装機器ともに隣接するグローブボックスと伸
縮継手により縁切りされている場合は，個々のモデルとする。機器は独立してい
るが，架台が共通となっている場合，台車のレール等が分割されていない場合，
内装機器の架台がグローブボックス間を跨る場合については，荷重が相互に影響
を与えることから連成したモデル化を行う。なお，付属品(窓板部，管台部，搬
出入口，コネクタ部，磁性流体シール部，伸縮継手（ベローズ））の重量は，付
加質量として相当する位置の近傍節点あるいは要素に付加する。内装機器の重量
についても同様に，付加質量として相当する位置の近傍節点あるいは要素に付加
する。（①-3）
・グローブボックス本体の防火シャッタ取付部を構成する胴板等の板状の部材に
ついては，シェル要素としてモデル化する。（①-4）
・防火シャッタ取付部は，隣接するグローブボックスとボルトにて接続されてお
り，荷重が相互に影響を与えることから連成したモデル化を行う。なお，付属品
(メンテナンスポート）の重量は，付加質量として相当する位置の近傍節点ある
いは要素に付加する。内装機器となる防火シャッタの重量についても同様に，付
加質量として相当する位置の近傍節点あるいは要素に付加する。（①-5）

10条-3
グローブボックスの
閉じ込め機能の維持
（密封性）

【資料3②詳細説明
図】
6条27条（2）
解析モデル①-1

6条27条（14）
解析モデル①-2，解
析モデル①-3

6条27条（24）
解析モデル①-4，解
析モデル①-5

【Ⅲ-1-2-2-1 3.1.2 解析モデルの設定条件】
1) 寸法

質点系モデルでは，機器の寸法，支持点位置及び質量から，重心位置及び断面
特性を設定する。
有限要素モデルでは，それぞれの形状を模擬した部材長さ及び断面特性を設定
する。
なお，腐食を考慮する場合においては，「Ⅳ－２ 強度評価書」に示す腐食代
を考慮した寸法を設定する。①

※下線部以外は，質点系モデルに関する記載のため，他の設備にて展開する。

【Ⅲ-1-3-2-2 2.2.1 寸法】
寸法は，「Ⅲ－１－２－２－１ 機器の耐震計算に関する基本方針」の

「3.1.2(1)寸法」に基づき，仕様表又は構造図，設計図書等に記載の値を用い
て 各部材の部材長さや断面特性を設定する ①

―

構造設計（設計プロ
セス条件）

―

【設計プロセス条件（寸法）】
・グローブボックスは，仕様表又は構造図，設計図書等に記載された値を用い
て，各部材の部材長さや断面特性を設定する。（①）

10条-3
グローブボックスの
閉じ込め機能の維持
（密封性）

【資料3②詳細説明
図】
6条27条（6）
寸法①

【Ⅲ-1-2-2-1 3.1.2 解析モデルの設定条件】
8) 質量

質点系モデルについては，構造及び拘束条件に応じて，各質点の質量を設定す
る。
有限要素モデルについては，各要素の寸法及び密度により適切に設定する。
なお 内包流体を有する機器については 内包流体の量が運転状態によ て変
化するため，これらを包絡する条件を設定する。①

※下線部以外は，質点系モデルに関する記載のため，他の設備にて展開する。

【Ⅲ-1-3-2-2 2.2.8 質量】
質量は，「Ⅲ－１－２－２－１ 機器の耐震計算に関する基本方針」の
「3.1.2(8) 質量」に基づき，構造図，設計図書等から設定する。①

―

構造設計（設計プロ
セス条件）

【Ⅲ-1-3-2-2 2.2.8 質量】
質量の設定の考え方について，記
載を拡充する。

2.2.8 質量
質量は，「Ⅲ－１－２－２－１
機器の耐震計算に関する基本方
針」の「3.1.2 8) 質量」に基づ
き，構造図，設計図書等から各要
素の使用部材の密度と部材寸法か
ら計算する

【設計プロセス条件（質量）】
・グローブボックス本体の缶体，支持構造物及び防火シャッタ取付部並びに本体
の付属品(窓板部，管台部，搬出入口，コネクタ部，磁性流体シール部），内装
機器の重量を考慮し設定する。グローブボックス本体の缶体や耐震サポート等の
重量は，使用部材の密度と部材寸法から計算する。（①）

10条-3
グローブボックスの
閉じ込め機能の維持
（密封性）

【資料3②詳細説明
図】
6条27条（1）
質量①

・機械装置・搬送設備：B-1,B-
2,C-1
・ラック/ピット/棚：B-1 B-
2 B-3
・消火設備（容器ユニット，選
択弁ユニット，減圧装置ユニッ
ト）：S
・火災防護設備（シャッタ）：
C-1
・遮蔽扉・遮蔽蓋：B-1,B-2

―
（代表の設計説明分類から差分なし）

―
（代表の設計説明分類から差分なし）

―
（代表の設計説明分類から差分なし）

―
（代表の設計説明分類から差分なし）

―
（代表の設計説明分
類から差分なし）

構造設計（設計プロ
セス条件）

―
（代表の設計説明分類から差分な

し）

―
（代表設備と構造は違うものの，代表の設計説明分類と解析モデル，寸法，質量

の設定の考え方は同様であるため，差分なし）
―

―
（代表の設計説明分
類から差分なし）

―
（代表の設計説明分
類から差分なし）

6条27条-14 (c) Ｓクラスの施設は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して
その安全機能が損なわれるおそれがない設計とする。

（代表）
グローブボックス：S

・換気設備 (ファン(制御盤含
む)，フィルタ，ダクト，配
管，ダンパ)：S
・消火設備 容器ユニット，選
択弁ユニット，減圧装置ユニッ
ト)：S
・火災防護設備 ダンパ) ダン
パ(制御盤含む))：S

6条27条-14のグローブボックスの構造設計と合わせて示す。

―
（代表の設計説明分類の説明内容①と同様のため，差分なし）

10条-3
グローブボックスの
閉じ込め機能の維持

（密封性）

―
（代表の設計説明分
類から差分なし）

―
（代表の設計説明分
類から差分なし）

―

6条27条-21 (e) Ｂクラス及びＣクラスの施設は，静的地震力に対しておお
むね弾性状態に留まる範囲で耐えられる設計とする。また，Ｂク
ラスの施設のうち，共振のおそれのある施設については，その影
響についての検討を行う。検討に用いる地震動は，弾性設計用地
震動Ｓｄに２分の１を乗じたものとする。当該地震動による地震
力は，水平2方向及び鉛直方向について適切に組み合わせて算定
するものとする。

―

――――
―

（代表の設計説明分類から差分なし）

―――

【Ⅲ-1-1 2.1(1)安全機能を有する施設】
c. Ｓクラスの施設は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対してその安全機能が

損なわれるおそれがない設計とする。①
建物・構築物については，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，建物・構

築物全体としての変形能力 耐震壁のせん断ひずみ等)が終局耐力時の変形に対
して十分な余裕を有し，部材・部位ごとのせん断ひずみ・応力等が終局耐力時
のせん断ひずみ・応力等に対して，妥当な安全余裕を有する設計とする。

機器・配管系については，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，塑性域に
達するひずみが生じる場合であっても，その量が小さなレベルに留まって破断
延性限界に十分な余裕を有し，その施設の機能を保持できるように設計する。

動的機器等については，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，当該機器に
要求される機能を維持する設計とする。このうち，動的機能が要求される機器
については 当該機器の構造 動作原理等を考慮した評価を行い 既往の研究
等で機能維持の確認がなされた機能確認済加速度等を超えないことを確認す
る。①
また，Ｓクラスの施設は，事業(変更)許可を受けた弾性設計用地震動（以下
「弾性設計用地震動Ｓｄ」という。）による地震力又は静的地震力のいずれか
大きい方の地震力に対しておおむね弾性状態に留まる範囲で耐える設計とす
る。

建物・構築物については，弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震
力のいずれか大きい方の地震力により発生する応力に対して，建築基準法等の
安全上適切と認められる規格及び基準による許容応力度を許容限界とする。

機器・配管系については，弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震
力のいずれか大きい方の地震力による応答が全体的におおむね弾性状態に留ま
る設計とする。①

d. Ｓクラスの施設について，静的地震力は，水平方向地震力と鉛直方向地震力
が同時に不利な方向の組合せで作用するものとする。
また，基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力は，水平2方向及
び鉛直方向について適切に組み合わせて算定するものとする。①

※下線部以外は建物・構築物に係る設計方針のため，建物・構築物にて展開す

6条27条-59 機器については，形状，構造特性等を考慮して，代表的な振動
モードを適切に表現できるよう質点系モデル，有限要素モデル等
に置換し，設計用床応答曲線を用いたスペクトルモーダル解析法
又は時刻歴応答解析法により応答を求める。

また，時刻歴応答解析法及びスペクトルモーダル解析法を用い
る場合は地盤物性等のばらつきを適切に考慮する。スペクトル
モーダル解析法には地盤物性等のばらつきを考慮した床応答曲線
を用いる。

配管系については，適切なモデルを作成し，設計用床応答曲線
を用いたスペクトルモーダル解析法により応答を求める。

スペクトルモーダル解析法及び時刻歴応答解析法の選択に当
たっては，衝突・すべり等の非線形現象を模擬する観点又は既往
研究の知見を取り入れ実機の挙動を模擬する観点で，建物・構築
物の剛性及び地盤物性のばらつきへの配慮をしつつ時刻歴応答解
析法を用いる等，解析対象とする現象，対象設備の振動特性・構
造特性等を考慮し適切に選定する。

また，設備の3次元的な広がりを踏まえ，適切に応答を評価で
きるモデルを用い，水平2方向及び鉛直方向の応答成分について
適切に組み合わせるものとする。

なお，剛性の高い機器・配管系は，その設置床面の最大床応答
加速度の1.2倍の加速度を静的に作用させて地震力を算定する。

（代表）
グローブボックス：S,B-1 B-2

【Ⅲ-1-1 10.2 機器・配管系】
機器・配管系の評価は，「4. 設計用地震力」で示す設計用地震力による適切
な応力解析に基づいた地震応力と，組み合わすべき他の荷重による応力との組
合せ応力が「5. 機能維持の基本方針」で示す許容限界内にあることを確認す
ること(解析による設計)により行う。
 評価手法は，JEAG4601に基づき，以下に示す定式化された計算式を用いた解析
手法又はFEM等を用いた応力解析手法にて実施することを基本とし，その他の手
法を適用する場合は適用性を確認の上適用することとする。なお，FEM等を用い
た応力解析手法において時刻歴応答解析法及びスペクトルモーダル解析法を用
いる場合は，材料物性のばらつき等を適切に考慮する。
(1) 定式化された計算式を用いた解析手法
(2) FEM等を用いた応力解析手法
・スペクトルモーダル解析法
・時刻歴応答解析法

機器・配管系については，解析方法及び解析モデルを機器，配管系ごとに設
定するとともに，安全機能に応じた評価を行う。
これら機器，配管系ごとに適用する解析方法及び解析モデルを「Ⅲ－１－１－
５ 地震応答解析の基本方針」の「2 2(2) 解析方法及び解析モデル」に示
す。

具体的な評価手法は，「Ⅲ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針」，「Ⅲ
－１－１－11－２ ダクトの耐震支持方針」，「Ⅲ－１－２ 耐震計算に関す
る基本方針」及び「Ⅲ－１－３ 耐震性に関する計算書作成の基本方針」に示
す。①

【Ⅲ-1-1-5 2.2 機器・配管系】
(2) 解析方法及び解析モデル

動的解析による地震力の算定に当たっては，地震応答解析手法の適用性，適
用限界等を考慮の上，適切な解析法を選定するとともに，解析条件として考慮
すべき減衰定数，剛性等の各種物性値は，適切な規格・基準，あるいは実験等
の結果に基づき設定する。

機器の解析に当たっては，形状，構造特性等を考慮して，代表的な振動モー
ドを適切に表現できるよう質点系モデル，はり，シェル等の要素を使用した有
限要素モデル等に置換し，設計用床応答曲線を用いたスペクトルモーダル解析
法又は時刻歴応答解析法により応答を求める。①

配管系については，適切なモデルを作成し，設計用床応答曲線を用いたスペ
クトルモーダル解析法又は時刻歴応答解析法により応答を求める。

また，スペクトルモーダル解析法又は時刻歴応答解析法を用いる場合は材料
物性のばらつき等を適切に考慮する。

スペクトルモーダル解析法及び時刻歴応答解析法の選択に当たっては，衝
突・すべり等の非線形現象を模擬する観点又は既往研究の知見を取り入れ実機
の挙動を模擬する観点で，材料物性のばらつき等への配慮を考慮しつつ時刻歴
応答解析法を用いる等，解析対象とする現象，対象設備の振動特性・構造特性
等を考慮し適切に選定する。

3次元的な広がりを持つ設備については，3次元的な配置を踏まえ，適切にモ
デル化し，水平2方向及び鉛直方向の応答成分について適切に組み合わせるもの
とする。具体的な方針については「Ⅲ－１－１－７ 水平２方向及び鉛直方向
地震力の組合せに関する影響評価方針」に示す。

剛性の高い機器・配管系は，その機器・配管系の設置床面の最大応答加速度
の1.2倍の加速度を震度として作用させて構造強度評価に用いる地震力を算定す
る。
ａ．解析方法
スペクトルモーダル解析法における最大値は，二乗和平方根 SRSS)法により求
める。時刻歴応答解析法においては直接積分法又はモーダル時刻歴解析によ
る。
ｂ．解析モデル

機器・配管系の解析モデルの例を以下に示す。
(a) 機器

容器，熱交換器等の機器は，機器本体及び支持構造物の剛性をそれぞれ考慮
し，原則として重心位置に質量を集中させた1質点系モデルに置換する。

ただし，振動特性の観点から質量分布及び部材間における剛性変化を考慮す
る方が適切と考えられる構造の場合は はり又はシ ル要素による有限要素モ
デルに置換する。①

また，クレーン類は，その構造特性を考慮してはり又はシェル要素による有
限要素モデルに置換する。なお，すべり等の非線形現象を考慮する場合は，す
べり要素等の非線形要素を取り入れた上で有限要素モデルに置換する。
b) 配管系 配管及びダクト)
配管は，設備の重要度，口径及び最高使用温度に応じ，標準支持間隔を用い

たモデル又は多質点系はりモデルに置換する。また，ダクトは，標準支持間隔
を用いたモデルに置換する。

機器，配管系の評価については，これら解析方法及び解析モデルに応じた評
価を行う。機器，配管系の評価方法について，「Ⅲ－１－１－10 機器の耐震
支持方針」，「Ⅲ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針」，「Ⅲ－１－１－
11－２ ダクトの耐震支持方針」，「Ⅲ－１－２ 耐震計算に関する基本方
針」及び「Ⅲ－１－３ 耐震性に関する計算書作成の基本方針」に示す。

※下線部以外は，配管系，質点系モデル，評価等に関する記載のため，他の設
備にて展開する。

6条27条
地震
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① 詳細設計展開表（グローブボックス（オープンポートボックス，フードを含む）の構造設計）

条文
基本設計方針番

号
基本設計方針 代表以外の設計説明分類 添付書類 詳細設計方針

仕様表記載項目
設計分類 設計上の配慮事項 構造設計 既認可からの変更点 他条文要求との関係 資料番号

【グローブボックス】
・ＭＯＸ燃料加工施設は，加工工程において，非密封の核燃料物質のＭＯＸ粉末，
ペレット等を取り扱うことから，作業環境中に核燃料物質が飛散又は漏えいを防止
するため，グローブボックス内で加工機器，容器等を取り扱う設計とする。グロー
ブボックスは負圧維持のための給気口及び排気口，消火に必要となる消火配管等の
管台，運転に必要となる窓板部，コネクタ部等が取り付けられる構造とする。核燃
料物質の飛散又は漏えいを防止するため，グローブボックス本体は，ステンレス鋼
製の部材を溶接及びボルト締結した構造とし，窓板部等の溶接で接続できない部位
又は保守点検時に取り外しが必要となる部位については，ガスケットを介して，ボ
ルトで締結する構造とし，気密性を確保する設計とする。  （①-1，②-1）

○缶体
・グローブボックスは，燃料加工するため非密封の核燃料物質を取り扱う機械装
置・搬送設備を缶体内に，設置できる設計とする。（①-2）
・グローブボックス本体の缶体は，閉じ込め機能の維持として，密閉性を確保する
ため，ステンレス鋼製の胴板等の板状の部材，柱，及びはりで構成し，溶接及びボ
ルト締結により加工された構造とする。缶体は，グローブボックス内の視認，操作
のために必要な窓板部が取り付けられる構造とする。（①-3）
・グローブボックス本体の缶体は，物品の搬出入を行うための搬出入口を取り付け
られる構造とする。（①-4）
・グローブボックス本体の缶体は，密閉性を確保するための給気口及び排気口並び
にグローブボックス内の消火をするための配管等が接続できるよう，管台を取付ら
れる設計とする。（①-5）
・グローブボックス本体の缶体は，内装する機械装置・搬送設備の運転に必要とな
るコネクタ部及び磁性流体シールを取り付けられる構造とする。（①-6）
・グローブックス本体の缶体は，隣接するグローブボックスと接続するため，ベ
ローズを取り付けられる構造とする。また，グローブックス本体の缶体は，グロー
ブボックス本体の防火シャッタ取付部及び分析装置と接続できる構造とする。（①
-7）

【資料3②詳細説明
図】
10条（1）
①-1，①-2，①-3，
①-4，①-5，①-6，
①-7，②-1

〇管台部
・グローブボックスは，必要風量から設定した口径の配管，ダクトが接続できる給
気口及び排気口を管台として設ける設計とする。給気口及び排気口は，グローブ
ボックス内での粉末等の核燃料物質の舞い上がりを防止するため，グローブボック
スの上部に取り付け，グローブボックスの換気系統としての上流，下流を考慮し
て，給気口及び排気口を設置する。なお，必要風量から設定したダクトの口径の設
定の考え方については，換気設備のシステム設計にて説明する。（④-1）
・グローブボックスの管台部は，グローブボックス本体の缶体と溶接して接続した
構造とする。（④-2）

10条（2）
①-5，④-1，④-2

〇伸縮継手（ベローズ）
・隣接するグローブボックスとの接続部は，密封構造を維持するため，伸縮継手
（ベローズ）により接続する構造とする。伸縮継手（ベローズ）は，密閉構造とす
るため，ステンレス鋼とする。（④-3）
・伸縮継手（ベローズ）とグローブボックスとの接続は，グローブボックス本体の
缶体とガスケットを挟んでボルトで締結する構造とする。（④-4）

10条（3）
①-7，④-3，④-4

〇窓板部（グローブポート含む），ステンレスパネル部
・窓板部及びステンレスパネル部は，グローブボックス本体の缶体とガスケットを
介して取りつける構造とする。（②-2）
・窓板部又はステンレスパネル部に取り付けるグローブポートは，グローブボック
スの窓板部又はステンレスパネル部とガスケットを介して，ビスにて窓板部と締結
した構造とする。（②-3）
・ステンレスパネル部に取り付ける点検窓は，グローブボックスのステンレスパネ
ル部とガスケットを介して，ビスにてステンレスパネル部と締結した構造とする
（②-4）
・グローブボックスのグローブポートは，継ぎ目のないように製作したグローブを
取り付ける構造とする。（③）

10条（4）
①-3，②-2

10条（5）
②-3，②-4，③

〇搬出入口
・グローブボックスの搬出入口（小）部は，グローブボックス本体の缶体とガス
ケットを介して，ビスにて締結した構造とする。（④-5）
・グローブボックスの搬出入口（小）部の開口部は，閉止蓋が取り付けられる構造
とし，閉止蓋と搬出入口のパッキンが篏合することにより密閉する構造とする。ま
た，閉止蓋の開閉時の汚染拡大防止の観点で，搬出入口にビニルバッグを取り付け
られる構造とする。（④-6）
・グローブボックスの搬出入口（大）部は，グローブボックス本体の缶体と溶接に
て接続した構造とする。（④-7）
・グローブボックスの搬出入口（大）部の開口部は，閉止蓋が取り付けられる構造
とし，閉止蓋と搬出入口のパッキンを篏合することにより密閉する構造とする。ま
た，閉止蓋の開閉時に汚染拡大防止の観点で，搬出入口にビニルバッグを取り付け
られる構造とする。（④-8）

10条（6）
①-4，④-5，④-6

10条（7）
①-3，④-7，④-8

〇コネクタ部
・グローブボックスのコネクタ部（ハーメチックシールタイプ）は，コネクタが溶
接されているフランジをガスケットを介して，グローブボックス本体の缶体とボル
ト締結した構造とする。（④-9）
・グローブボックスのコネクタ部（挟み込み型）は，コネクタ部にフランジが取り
付けられた構造とし，グローブボックス本体の缶体とガスケットを介して，コネク
タのフランジ部のネジ部にリングナットを締め込むことでグローブボックス本体を
挟み込み，締結する構造とする。（④-10）

10条（8）
①-6，④-9

10条（9）
①-6，④-10

〇磁性流体シール
・グローブボックス本体の缶体に取り付ける磁性流体シールは，グローブボックス
本体の缶体とガスケットを介してボルトで締結した構造とする。軸受け部分は磁性
流体シールにて気密性を確保する設計とする。（④-11）
・防火シャッタ取付部に取り付ける磁性流体シールは，ガスケットを介してボルト
で締結した構造とする。軸受け部分は，磁性流体シールにて気密性を確保する設計
とする。（④-12）

10条（10）
①-6，④-11

10条（13）
④-12

〇防火シャッタ取付部
・火災区域を貫通するグローブボックスに防火シャッタを設置するため，グローブ
ボックス本体として，防火シャッタ取付部を設ける設計とする。（④-13）
・防火シャッタ取付部は，内部に防火シャッタを設置できる構造とし，溶接又はガ
スケットを介してボルトで締結した構造とする。（④-14）
・防火シャッタ取付部は，グローブボックス本体の缶体とガスケットを介してボル
トで締結した構造とする。（④-15）
・防火シャッタ取付部のメンテナンスポートは，防火シャッタ取付部と溶接又はガ
スケットを介してボルトにて締結した構造とする。開口部は，閉止蓋が取り付けら
れる構造とし，閉止蓋とメンテナンスポート部のパッキンが篏合することにより密
閉する構造とする。また，閉止蓋の開閉時の汚染拡大防止の観点で，メンテナンス
ポートにビニルバッグを取り付けられる構造とする。（④-16）
・防火シャッタ取付部は，防火シャッタの駆動に必要な磁性流体シールを取り付け
られる設計とする。（④-17）

10条（11）
①-7，④-13，④-
14，④-15

10条（12）
④-16

10条（13）
④-17

〇分析装置接続部
・分析装置接続部は，グローブボックス本体の缶体とガスケットを介して分析装置
とボルトで締結した構造とする。（④-18）

10条（14）
①-7，④-18

【Ｖ－１－１－２－１ 3.5 オープンポートボックス】
(1) 構造

オープンポートボックスは，基本的にグローブボックスと同じ構造であるが，一
部が開口状態となっており，開口部から空気が流入することによって，核燃料物質
等が外部へ飛散することを防止する設計とする。⑤

＜核物質等取扱ボッ
クス＞
・開口部風速

構造設計 ―

【オープンポートボックス】
・オープンポートボックスは，通常運転時の作業に必要な開口部を有する構造とす
る。(⑤)
(『【閉込02】オープンポートボックス等の開口部について』にて各オープンポー
トボックスの最大開口状態について，オープンポートボックスごとの作業内容と合
わせて詳細を説明する。)

― ―

【資料3②詳細説明
図】
10条（15）
⑤

【Ｖ－１－１－２－１ 3.6 フード】
(1) 構造

フードは，金属製の箱形で開口窓を調整できる構造とし，開口部から空気が流入
することによって，核燃料物質等が外部へ飛散することを防止する設計とする。⑥

＜核物質等取扱ボッ
クス＞
・開口部風速

構造設計 ―

【フード】
・フードは，金属製の箱形で開口窓にて開口高さを調整できる構造とする。（⑥）
(『【閉込02】オープンポートボックス等の開口部について』にて各フードの最大
開口状態について，フードごとの作業内容と合わせて詳細を説明する。)

― ―

【資料3②詳細説明
図】
10条（16）
⑥

10条
閉じ込め

10条-3

(2)グローブボックス等の閉じ込めに係る設計方針
グローブボックス等は，グローブボックス排気設備により負圧に維
持し，オープンポートボックス及びフードは，グローブボックス排
気設備により開口部からの空気流入風速を確保する設計とする。

(代表)

※代表以外の設計説明分類の対
象なし

【Ⅴ-1-1-2-1 3.1.1グローブボックス】
(1) 構造
グローブボックスは本体をステンレス鋼とし，ステンレス鋼製の本体を溶接及び

ボルト締結により加工する。①その操作面にグローブポートを有する透明なパネル
等をガスケットを介して取り付ける。②

(4) 密閉構造
グローブボックスは，ステンレス鋼製の本体を溶接及びボルト締結により加

工し，①その操作面にグローブポートを有する透明なパネル等をガスケットを介し
て取り付ける。②また，グローブポートには継ぎ目がないように製作したグローブ
を取り付けること③で，給気口及び排気口を除き密閉でき，漏れ率＊を日本産業規
格に基づく多量な放射性物質を取り扱うグローブボックスの漏れ率と同じである
0.25vol%/h以下とすることにより，核燃料物質等が漏えいし難い構造とする。④

【Ⅴ-1-1-2-1 3.10 分析設備】
(1) 構造

核燃料物質等を取り扱う分析装置は，グローブボックスに収納する設計とする。
ただし，プルトニウム・ウラン分析，不純物分析及び物性測定を行うため，一部の
分析装置はグローブボックス外に設置し，グローブボックスと分析装置を接続する
ことにより，核燃料物質等が漏えいし難い構造とする。④

【Ⅴ-1-1-2-1 3.1.1グローブボッ
クス】
給気口及び排気口の設置場所に係
る設計方針について，記載を拡充
する。

(4) 密閉構造
グローブボックスは，ステンレ

ス鋼製の本体を溶接及びボルト締
結により加工し，その操作面にグ
ローブポートを有する透明なパネ
ル等をガスケットを介して取り付
ける。また，グローブポートには
継ぎ目がないように製作したグ
ローブを取り付けることで，給気
口及び排気口を除き密閉でき，漏
れ率＊を日本産業規格に基づく多
量な放射性物質を取り扱うグロー
ブボックスの漏れ率と同じである
0.25vol%/h以下とすることによ
り，核燃料物質等が漏えいし難い
構造とする。
また，給気口及び排気口は，グ
ローブボックス内の核燃料物質の
舞い上がりを防止するため，グ
ローブボックス上部に原則取り付
け，グローブボックスの換気系統
としての上流，下流を考慮して設
置する設計とする。

―

6条-14，17，21，57，
60，61，70，73，78，
79
グローブボックスの閉
じ込め機能の維持（密
封性）

＜核物質等取扱ボッ
クス＞
・漏れ量
・開口部風速

構造設計

サンプル４ 耐震に係る資料３① 記載例(閉じ込め)
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